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ビジネス・レーバー・トレンド研究会報告概要について 

 

この小冊子は、独立行政法人 労働政策研究・研修機構のビジネス・レーバー・モニター

に登録する企業・事業主団体および単組・産別労組に所属する労使関係の実務担当者を対象

に実施している「ビジネス・レーバー・トレンド研究会」（略称：トレンド研究会）での報告

を収録。速記録に基づいた報告概要や、参加者全員によるフリートーキングの概要、配布資

料（レジュメ等）、付属資料（事務局作成）で構成する。 

 

「トレンド研究会」は 2004 年 7 月より実施。開催趣旨は以下のとおり。 

 

１．趣旨と目的 

近年の労使関係や雇用・労働情勢の変化に対して、企業や労働組合がどのような問題に直

面し、どう対応しているかを把握することは、好事例などの情報を普及・共有するうえでも

必須となっている。このため、ビジネス・レーバー・モニターに登録している企業・事業主

団体、及び単組・産別労組に所属する労使関係の実務担当者を対象に、最近の労使関係・雇

用問題の変容とそれに伴う労働法制の変化を踏まえたテーマを設定した「ビジネス・レーバ

ー・トレンド研究会」（通称：トレンド研究会）を開催。当機構の研究成果や最新の研究動向

をモニターにフィードバックすることで、同一の課題に直面する人事労務等担当者間での情

報交換を促進することを目的とする。ビジネス・レーバー・モニターはさまざまな業種にわ

たることから、異業種交流やネットワークづくりの場としても活用する。 

 

２．研究会の運営方法 

使用者側、労働者側に適したテーマを設定し、当該テーマに精通した研究者・実務家が講

師として報告（50 分から 1 時間程度）。報告内容を素材に、参加者からも課題を提示してい

ただくことで自由討議を行う。 

 

３．参加対象：①企業・事業主団体の使用者側のモニター 

②単組・産別労組の労働側のモニター 

       ※上記 2 種類の対象にその都度、開催案内を通知し、参加募集を行う。 

 

４．結果報告：研究会の成果は、基調報告を中心とした研究会の開催内容を報告概要に盛り

込み、適宜、モニター等に情報提供する。 
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Ⅰ．基調報告 

 

「均等待遇の国際比較とパート活用の鍵－ヨーロッパ、アメリカ、そして日本－」 

 

１．世界の状況－ヨーロッパとアメリカ、そして日本 

1-1. 19 世紀末～20 世紀の工業化社会－フォードモデルと性的役割分業 

パートタイム労働の問題を歴史的経緯でひも解くと、昔からある女性の処遇問題がその

姿・形を変えてパート処遇の問題につながっていったことがわかる。 

そもそも、労働の場で女性はどのように位置づけられてきたのだろうか。産業革命前夜の

いわゆる農業社会では、労働の場における男女間の差別はそれほどなかったと言われている。

家族の構成員は男女、年齢の区別なく、家族単位で田を耕し、畑に出て、生産活動を営んで

きた。農業の場では、男女の差がそれほどない形で生産活動がなされていたのである。 

 これが 19 世紀から 20 世紀にわたる産業革命により変貌を遂げる。工業が社会の牽引役

となり、産業の中心が農業から工業に主役の座を譲り渡したその時、何が変わったのか。工

業化社会では、都市の大規模工場を中心に人口が集積し、生産に従事するなかで、男性が外

に出て働き女性は家庭を守るという性的役割分業がより表面化した。工業化・自由放任資本

主義化が伸展するなか、大規模工場で働く労働者の就業環境は悲惨な状況に追い込まれてい

った。そのような状況のもとで、19 世紀後半にはいわゆる労働組合が組織され、労働法も

制定されるようになる。日本も、アメリカやヨーロッパの時流にはやや遅れたものの、工業

化の過程で同じように労働法、労働組合をつくりあげた。 

 当時の社会モデルは、いわば男性世帯主・フルタイムで、かつ長期勤続する労働者を中心

としたものだった。これらの属性を持つ人たちが生産労働者として、工場で大量生産をし、

大量生産の主体である労働者自身が同時に大量消費の主体にもなった。これがいわゆるフォ

ードモデル（フォードシステム）である。 

アメリカのフォード（自動車会社）は、大量生産をした労働者に対し労使交渉を踏まえた

上で高い給料を支給した。これにより、それまで貧困層に位置した工場労働者が、同時に車

を消費する消費者になった。「皆と同じ形で働き、皆と同じ形で消費をする」工場労働者を

基盤とする社会こそが、工業社会の本質だったのである。このような工業を前提とする大量

生産・大量消費の社会モデルが、以後 20 世紀の後半に至るまで続くことになる。 

 では、男性世帯主・フルタイム・長期勤続労働者ではない労働者はどこに位置づけられた

のであろうか。社会のコアではない部分、いわゆる周辺的、縁辺的な部分におかれたのであ

る。工業社会が拡大し定着する中で、男性と女性の間の問題、フルタイム労働者とパートタ

イム労働者の間の問題は、次第に処遇格差の問題として顕在化していくことになる。今や、

この種の現象は先進諸国ではある程度、共通して見られるものとなった。日本も工業社会と

なり、男性フルタイムを中心とする社会の周辺に女性パートタイム労働者がおかれる雇用社
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会、雇用システムが構築されていくことになる。 

 

1-2. 1970 年代以降－サービス化経済の伸展とパートタイム労働の増加 

状況が変わりはじめたのは 1970 年代、最大の転機は 73 年から始まるオイルショックで

ある。石油価格の高騰により、それまでは国内産業中心で完結していた欧米諸国の経済が、

輸出増大による外貨獲得収入の拡大を余儀なくされた。そして、さらなる国際競争の激化の

なかで、産業構造の比重が工業中心からサービス産業に大きくシフトしていくことになる。

サービス化経済には、需要の変動が著しく、市場のニーズやサービスを提供する時間帯にも

波動性が見られるという特徴がある。この波動性、流動性、柔軟性という特徴にあわせるよ

うに、働き方もフルタイムだけでなくパートタイムという形態が拡大していったのである。 

一方で、欧米においても、女性の社会進出は進んでいたが、実際には女性が家庭責任を負

っていることに変わりはなかった。家事・育児の責任を担っている女性の多くは、男性と同

じようにフルタイムで働くことが難しく、柔軟な形態としてのパートタイムとして働かざる

をえなかったのである。 

そのような流れのなか、いわゆる「人権意識の高まり」が始まる。男女平等という概念は、

歴史的にみてそれほど古いものではなく、特に雇用社会で男女平等が強く言われるようにな

ったのは、戦後になってからのことである。1960 年代に、学生運動、市民運動が全世界的

に展開するなか、64 年にはアメリカで、タイトルⅦと呼ばれる公民権法第７編が立法化さ

れ、雇用における男女差別が禁止された。そのなかでウーマンリブといった社会運動も展開

されていくことになる。フランスでは 68 年に「5 月革命」が起き、日本でも学生運動が激

化した。こうして社会運動、市民運動の頻発の中で、市民の権利が世界的に自覚されるよう

になったのである。 

 すなわち、産業構造、社会構造が柔軟な働き方としてのパートを必要とし、労働供給側で

も、女性を中心として柔軟な形で働かざるをえない層が現れる。パートタイム労働者が増え

れば増えるほど社会のニーズは多様化し、人権意識が高まり、フルタイム労働者とパートタ

イム労働者との間に雇用上の差別、処遇格差を問題視する意識が次第に芽生えはじめた。こ

こまでが世界にある程度共通して見られた現象である。 

 

２．ヨーロッパ 

2-1. 各国で均等待遇原則を立法化 

 パート問題について最も先進的だったのがヨーロッパである。1980 年代から 90 年代に

かけて、ヨーロッパ各国で足並みをそろえる形で様々な動きが見られた。この時期に、パー

トタイム労働者とフルタイム労働者との間で、労働時間の長さが違うだけで処遇面に格差が

あるのは社会的に不合理であるとの機運も高まる。 

例えばフランスでは、81 年の均等待遇原則の立法化により、パートタイムとフルタイム
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の平等を定めている。ドイツも 85 年、就業促進法の法制化により、パートタイムとフルタ

イムの差別的取扱いを禁止し、合理的な理由がない限り差別をしてはならないとする原則を

つくった。 

他方、全国レベルの労働協約がある国では、協約のなかにパートタイムとフルタイムの平

等取扱いを規定した国もあった。 

 

2-2. 96 年欧州パートタイム労働枠組み協約と 97 年 EU 指令化 

 ヨーロッパでは、EU（欧州連合）の統合が実現するにつれてさらに画期的なことが起こ

る。1993 年のマーストリヒト条約では、労使の団体交渉の結果、合意した労働協約がその

まま EU 指令になることが定められたのである。EU 指令が発令されると、加盟各国は指令

に従って国内法を整備しなくてはならない。この手続に従って、96 年には、ヨーロッパレ

ベルの使用者団体と労働組合がパートタイムとフルタイムの平等に関する労働協約（欧州パ

ートタイム労働枠組み協約）を締結し、翌 97 年、これがほぼそのままの形で EU 指令化さ

れることになる。 

 EU パート指令は、平等原則をどう表現しているのだろうか。第 4 条１項では、「雇用条

件に関してパートタイム労働者は、異なる取扱いが客観的理由によって正当とされないかぎ

り、パートタイム労働であることを唯一の理由として比較可能なフルタイム労働者よりも不

利な取扱いをされない」としている（図表１参照。『諸外国のパートタイム労働の実態～EU、

仏、独、英、米を対象に～』日本労働研究機構、2003 年、21 頁より抜粋）。客観的な理由

がない限りフルタイム労働者とパートタイム労働者を差別してはいけないという差別的取扱

いの禁止であり、逆に言えば、平等取扱い、均等待遇の原則と言える。 

 同条２項に、「適当と認められる場合には、時間比例原則が適用されることとする」とも

規定されている。賃金など数量的にカウントできるものは基本的に時間比例になっており、

ボーナス、退職金、企業年金がある場合も、原則としては労働時間に比例してその権利を認

めなければならないのである。 

 ヨーロッパでは 80 年代以降、差別的取り扱いの禁止、均等待遇の取り組みが立て続けに

進む。なぜヨーロッパでは他の国に比べてこれらの原則がスムーズに実現されたのだろうか。

その背景には大きく２つの理由がある。 

 

図表１ EU パート指令第 4 条（抜粋） 

 

第 4 条 

１． 雇用条件に関してパートタイム労働者は、異なる取扱いが客観的理由によって正当とされ

ないかぎり、パートタイム労働であることを唯一の理由として比較可能なフルタイム労働

者よりも不利な取扱いをされないものとする。 
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２． 適当と認められる場合には、時間比例原則が適用されることとする。 

３． 本項の適用の形式は、EU 法、国内法、労働協約および慣行を考慮して、加盟国および／

また社会的パートナーによって定められるものとする。 

４． 国内法もしくは慣行に従って社会的パートナーとの協議を行った加盟国、および／または

社会的パートナーは、客観的理由によって正当化された場合には、適当ならば、勤続期

間、就労時間、もしくは収入を条件として特定の雇用条件を定めることができる。特定の

雇用条件を選択するパートタイム労働者の権利に関する資格は第 4 条 1 項に示されたよ

うに非差別原則を考慮して定期的に検討されるものとする。 

 
出所：『諸外国のパートタイム労働の実態～EU、仏、独、英、米を対象に～』日本労働研究機構、

2003 年、21 頁。 

 

2-3. 均等待遇が伸展する背景－職務・格付けを基盤とした産業別賃金制度とヨーロッパ

的正義 

 ヨーロッパでは産業別の労働協約に基づいた賃金制度の社会的基盤があり、その賃金制度

が職務と格付けに基づいた制度として成立している。 

例えば金属産業ならば金属産業労働協約があり、金属産業の最低基準としての賃金が定め

られている。職務ごとの格付けに対しそれぞれ賃金が定められており、それが産業全体にも

適用されている（職務・格付けを基盤とした産業別賃金制度）。つまり、賃金の基本が企業

の枠を越えて決まっている。このため、ヨーロッパでは、そもそもパートタイムやフルタイ

ムで賃金が違うという実態が、以前からあまりなかった。したがって、パートタイムとフル

タイムを平等に取り扱わなければならないとの原則ができれば、フルタイムと同じ賃金表を

そのままパートに当てはめ、時間比例で計算すればよかった。 

 実はフランスやドイツで均等待遇原則が定められた当初、若干の抵抗を示したのは労働組

合のほうだった。組合は正社員・フルタイム中心のため、パートタイムと平等にすることに

より、自分たちの持ち分が少なくなることを心配したのである。では、当時、使用者側が反

対したかというと、大きな抵抗はほとんどなかった。もともと職務と格付けに応じて賃金を

払っているため、賃金を平等にしたとしても使用者は同じ賃金表をそのまま適用すればよか

ったからである。一部抵抗があったといえば、企業年金をめぐるものぐらいである。当時、

パートタイム労働者を企業年金の対象から除外している企業もあった。ところが、権利平等

で時間比例にすれば、労働時間や勤続年数が短い傾向にあるパートにも企業年金を認める必

要がある。そのコストを考えての抵抗だった。 

 ヨーロッパの均等待遇が順調に進んだもうひとつの理由には、「ヨーロッパ的正義」があ

る。正義とは、理念や考え方であるため、それぞれに正義が存在し、個々の正義は違うであ

ろうと考えるのが普通である。しかし、ヨーロッパにはキリスト教という宗教観に基づいた

ヨーロッパ的正義、ある一定の共通認識と呼べるものがあった。それゆえに、EU 統合が実
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現したともいえる（現在、イスラム教圏にあたるトルコの EU 加盟の是非が議論されている

が、前提としての宗教や正義感の違いがフリクションを引き起こしているという面がある）。 

 ヨーロッパ的正義とは、社会的に不公正なものは正すというものである。雇用形態や契約

形態が違っていても、雇用形態・契約形態の違いの上に不公正だと思われるものがあれば正

していく。フルタイムとパートタイムは労働時間の長さが違い、そもそも契約形態、雇用形

態が違う。みずから選択して短時間労働をしている人もいる。しかし、ある人の選択の結果、

賃金が違ったとしても、時間比例を超える部分で差が生ずるのはやはり不公正だと考えられ

たのである。 

 フランスでは直接雇用される労働者と派遣労働者との間の賃金平等、平等取扱い原則も定

められている。直接雇用労働者と派遣労働者とでは雇い主が異なる。しかし、フランスでは、

派遣労働者がその会社にいる労働者と同じように働いている場合、基本的に同じ権利、賃金

を保障しなければならない。契約形態は違うが、社会的な公正という観点から同等の権利を

保障しているのである。期間の定めのある労働者についても、期間の定めのない労働者と同

じように働いているのなら同じような権利を保障する。すなわち、契約形態が選択の結果で

あっても、それに社会的な不公正を見出した場合には社会的に正していくという考え方がヨ

ーロッパ的正義なのである。 

 今日、ヨーロッパで問題になっているのは、直接雇用労働者と派遣労働者の平等が EU 指

令になっていないことである。派遣労働者の平等原則に関する国内法はフランスにはあるが、

これを定めていない国もある。さらに、テレワーク（在宅労働者）と会社で働く労働者の平

等原則も、ヨーロッパレベルの労働協約にはあるが、EU 指令にはまだなっていない。派遣

労働者や在宅労働者の平等をどう推し進めていくのかが、いま大きな議論となっている。 

なぜこういう議論が必要なのか。なぜならば、企業は、法制度に穴（抜け道）があるとど

んどんその穴に押し寄せていくからである。パートは平等になったが派遣労働者は平等にし

なくてよいとなれば、企業は派遣労働者を使ってコストを安く抑えようとする。仮に、派遣

労働者も平等になったら、テレワーカーや請負労働者が残っているというように、どんどん

残った穴に流れていく。社会的公正という観点からは、そういう穴を一つひとつ塞いで平等

な基盤をつくった上で公正な処遇をしていくことが目指されている。新しい問題が出てくれ

ばどんどん検討し、社会的基盤を整える。労使間で話ができないなら法律や指令で規制し、

労使間で話がつけば労働協約を結んで平等にしていく。社会的な公正の基盤を整えていくと

いうことが、ヨーロッパの基本的な考え方といってよい。 

 

３．アメリカ 

3-1. 均等待遇原則のないアメリカ  

 アメリカでも 1960 年代、70 年代からパートタイム労働者、有期労働者、請負労働者、

派遣労働者など様々な形態の不安定な労働者（contingent worker）が発生し増加した。こ
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こでもうひとつ特徴的なことは、特に 80 年代以降、希望して短時間労働をしているのでは

なく、例えばフルタイムの職がないためにパートタイムを選ばざるをえない非自発的なパー

トタイム労働者が増加したことである。これには、レーガンやブッシュ（父）大統領時代、

80 年代から 90 年代初頭にかけて、自由化、規制緩和が進み、企業もコスト削減を強いら

れるようになったという背景がある。 

 そのような状況下において、法律的にどういう対応がなされたのだろうか。アメリカはパ

ートタイム労働問題に関して基本的に法は一切介入しないとの立場を堅持したのである。ア

メリカでは均等待遇原則はない。パートタイム、派遣労働者、テレワーカーの問題に均等待

遇原則や法律的規制は何もなく、自由放任の状態にある。 

 

3-2. 均等待遇原則が存在しない背景－市場競争に基づく賃金制度とアメリカ的正義 

 なぜアメリカは、均等処遇に法は介入せずとの立場をとっているのか。その理由は、ヨー

ロッパのような、産業別労働協約により産業全体の賃金を決める基盤がアメリカにはないこ

とが一因としてある。アメリカの労働組合組織率は、今でこそ民間部門で 10％を切るまで

に下がっているが、50 年代、60 年代にはそこそこ高かった。しかし、労働組合自体が企業

単位・事業場単位で構成されているため、団体交渉や労働協約の単位が非常に狭く、組合が

ある企業でも、賃金は職場や企業の賃金制度によって決まっているのが通例である。すなわ

ち、アメリカの賃金制度は産業横断的な社会的基盤にはなっていない。大多数を占める無組

合企業では、さらに自由に個別に、市場競争に基づいて賃金が決められている。これはフル

タイムの賃金に限らず、パートタイムの賃金も同様である。 

均等処遇に法が介入しないもうひとつの理由は、いわゆる「アメリカ的正義」にある。ア

メリカ的正義は単純ではないが、一言でいうならば「契約の自由」である。パートタイムか

フルタイムかは契約の違いであり、派遣労働者か直接雇用かも契約によるため、契約の内容

が違えば賃金が違うのは当然とする考え方である。つまり、パートタイムとフルタイムとい

う契約形態の違いは合意に基づいた契約によるもので、当事者が合意していることに法は介

入しないということである。 

 アメリカは差別禁止法制、雇用平等法制が非常に発達しており、世界でもこの点では先端

的な国と言える。人種差別や女性差別だけでなく、年齢差別禁止法も早い段階で立法化され、

障害者差別禁止法も制定された。ここで前提となっているのは、平等法制とは、生来的な差

異など自分では選択できない差異についてのみ平等に扱うというものである。例えば、ずっ

と 40 歳のままでいたいと願っても 40 歳のままでいられるわけではない。不幸にも障害を

負った場合、その障害をどうするかは自分では選択できない。しかし、フルタイムかパート

タイムかの問題や、直接雇用か派遣かの問題は、選択の結果であり契約の内容の問題である。

だから、その領域には法は介入しない。そこにひとつの線引きがある。 

 契約形態の違いであっても社会的に不公正なものは社会的に正そうとするヨーロッパとは
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この点で相違がある。ヨーロッパでは、不公正を正さなければ「市場の暴力」により、弱い

者が強い者の犠牲となる（弱肉強食の社会）との考えがあるため、社会的な配慮が手厚くな

っている。一方、アメリカは、その地理的・歴史的背景もあってか（例えば、ヨーロッパ的

な階層秩序から離れて自由な国をつくったというアメリカ革命の精神や、西部に未開の地が

広がっておりその土地を耕せば自分のものとなるという開拓者精神など）、「契約の自由」、

「市場による競争」に強い価値を見出している。 

その結果、アメリカでは貧富の差、社会的格差が拡大した。70 年代から現在にかけて経

済のパイは拡大し、特に 90 年代に経済は飛躍的に発展した。なかでも会社のトップ

（CEO）や投資家など社会の上層にある人の報酬はどんどん上昇し、中間層から底辺層に

かけての労働者の実収入は停滞、もしくは下がっている。中間層以下にいる労働者たちは収

入の低下を、妻や子ども（学生）が働くことで補っており、家族の中で報酬を得ている人の

数が増えていると同時に、70 年代、80 年代に比べて労働時間も非常に長くなっているのが

現実である。 

 現在、アメリカの平均的な労働時間は約 2000 時間である。中・底辺層の労働条件はかな

り過酷で、生活の維持も困難になっている。経済のパイが拡大し、経済発展が見られる一方

で、社会的な格差が拡大している。これは深刻な問題となりつつある。 

 

3-3. SEIU（全米サービス従業員労働組合）による新たな動き 

 では、パートなどいわゆる縁辺的、周辺的な労働者の処遇はどうなっているのか。「コン

ペティション・トゥ・ザ・ボトム（competition to the bottom）」という言葉がある。現在

の状態は、激しいコスト削減競争のなかで、「底に向かって」の進んでいるというわけであ

る。アメリカではさまざまな形態の労働者が渦巻いている。パートだけでなく請負労働者も

大勢いる。さらに、移民のなかには、適法、違法双方の移民労働者が入り乱れている。アメ

リカにも最低賃金があるが、最低賃金が守られずより低い収入を強いられている労働者もい

る。コスト削減競争のもと、極めて過酷な常態で働かされている人が増加していると言われ

ているのである。 

 にもかかわらず、パートタイムや有期労働者の問題に関して、差別を禁止するような法規

制はアメリカには存在していない。しかし、最近の新たな動きとして、契約の内容による差

だけで法的に放置されるのはおかしいとする、全米サービス従業員労働組合（SEIU）の待

遇改善キャンペーンが見られるようになっていることは注目に値する。キャンペーンの標語

のひとつは、“Justice for Janitors”である。“janitors”とは「清掃労働者」のこと。社会

の底辺のさらに底辺で、場合によっては最低賃金や労働法規も守られずに働かされている

「清掃労働者」のことを指している。その多くは移民や有色人種である。SEIU がそういう

人たちに目を向け、組織化運動をして、待遇改善を図ろうとしている。SEIU が強力な組織

化キャンペーンを張ったところ、ある地域では組織率が９割に達し、組織化された清掃労働
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者の待遇改善が進むなどの成果があがっている。 

 もう一つの SEIU の標語は、“living wage movement”（生活賃金運動）である。これは、

生活可能な水準に達する賃金を保障してあげようという運動のことである。アメリカでは生

活していけるだけの水準を下回る賃金で働いている労働者が大勢いる。この“living wage 

movement”は、労働組合が、組織化して使用者と団体交渉をして労働協約を締結し労働

条件を変えるという方法だけでなく、地方自治体に働きかけ、条例を変える運動も実施して

いる。例えば、自治体が公共施設の建設などを行う際のいわゆる調達契約を結ぶ場合、相手

方である事業者は一定の労働条件を達成していなければならないことを条例で定めるよう議

会、地方自治体に求めている。まずは地方自治体と調達契約を結んでいる会社で働いている

労働者の労働条件から改めていき、生活水準に達する賃金を保障していこうという動きであ

る。 

 アメリカでは、特に中・底辺層の労働者が深刻な状況に置かれているが、法律は基本的に

その問題には介入しないとの姿勢を崩していない。しかし、80 年代から 90 年代にかけて、

労働組合が組合自体の体質を改善する動きが一部で見られるようになった。組織化された工

場労働者やフルタイム労働者だけでなく、社会の中で最も深刻な問題を抱える人たち、組織

化が難しい人たちに目を向けるようになったのである。 

 

４．日本では？ 

4-1. パートタイム労働者の増加傾向 

 世界のこうした動きの中で、日本ではどうだったのか。昭和 40 年代から、日本でもパー

トタイム労働者が増加していった。実は 1930 年代まではパート問題はあまり顕在化してい

なかった。それまでは、企業で縁辺的に働いている労働者は臨時工だった。大正時代（満州

事変頃）以降、日本企業は臨時工を、景気が改善すると雇い、悪化すると雇い止める形で、

雇用の調整弁としてきた。 

 ところが高度経済成長期になると、日本経済は臨時工でも賄えないほどの人手不足を経験

する。もともと臨時工は、農家の次男が都会に出てきて臨時工として雇ってもらうケースが

多かった。当時の日本企業は、その臨時工を本工化し、正社員化することで定着を図ったが、

それでもなお人手が足りない。そこで、農家の次男がいなくなると家庭の主婦に目をつけ、

いわゆるコアではない縁辺的な部分で、雇用のバッファーとして雇うようになったのである。 

 こうして臨時工に代わる新しい補助的な労働者として、昭和 40 年代から家庭の主婦がパ

ートという形で社会に進出するようになる。以降、パート労働者は一貫して増加しつづけて

おり、そのスピードは、いわゆるバブル崩壊後の平成不況の中でさらに増すことになる。バ

ブルの崩壊によりコスト削減の圧力がさらに強くかかるようになり、よりコストのかからな

い人を雇うため、パートの雇用が増加し、正社員の数が相対的に減っていったのである。 
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4-2. パート労働問題が労働市場全体にかかわる問題に直結 

 現在では、パート労働問題はさらに深刻の度を増しているようである。従来のパート労働

問題は、正社員と同じように働く疑似パートの賃金が安いという問題であり、言うなれば、

「パートがかわいそう」という問題だった。しかし、特にバブル崩壊以降、パート労働問題

はパートだけの問題では収まらなくなっている。パートのコストが安く正社員のコストが高

いからこそ、正社員がリストラされることになり、また、正社員として新規採用される大卒

者や高卒者が減っている。パートと正社員の間のコストの違い、処遇のバランスの違いによ

り、パート労働問題は、正社員の雇用問題、若年雇用問題と密接に結びつくようになり、日

本の労働市場や雇用システム全体に波及する問題となっているのである。 

もうひとつ日本の問題として重要なのは、ヨーロッパやアメリカと違って、正社員とパー

ト、正社員と非正社員の問題が、日本の雇用システム自体に密接にかかわっている点である。

日本では、オイルショックや円高不況のときでも、労使関係は協調的で長期的・安定的であ

り、そこで蓄積された技能をもとに競争が展開されてきた。終身雇用といわれる正社員の長

期雇用の良い面が、70 年代、80 年代には見られた。 

その半面、よほど悪いことをしなければ解雇されないというシステムが出来上がることに

なる。今でも日本企業では、解雇という形で従業員を辞めさせることはさほど多くない。出

向や転籍をする場合にも、少なくとも定年年齢に達するまでは何らかの形で出向先での雇用

が保障されるように仲介することが多い。つまり、長期雇用では、正社員はよほど悪いこと

をしない限りは職にあぶれることがない半面、会社に対して非常に重い拘束を負っている。 

例えば、アメリカは今でも随意雇用原則が生きており、簡単に、理由なくいつでも解雇で

きる。例えば、景気が悪化し仕事量が 3 分の 1 に減れば、3 分の 1 の労働者をレイオフや

解雇をして切る。景気が回復し 3 分の 1 が戻れば、切った 3 分の 1 をまた元に戻すか新規

雇用する。つまり、解雇・採用による雇用調整を行っている。一方、日本では長期雇用シス

テムがあるため、少なくとも正社員については解雇・採用による雇用調整は難しい。 

 では、日本企業は景気の悪化に対してどう調整していたのか。一つは、いわゆるパートや

非正社員で調整するという方法もあるが、正社員自体に目を向けてみると、残業時間の減少

やボーナスのカットなどにより調整の対象になっていたと言える。特に、世界に比べ日本は

ボーナスの比率が非常に高く、ボーナスを恩恵として貰っていると錯覚している面もある。

しかし日本以外の国では、基本賃金を確実に上げることが労働者の地位の安定のために不可

欠と考えられていることが多い。例えば、ヨーロッパでは、13 カ月目の手当と言うように、

クリスマスの１カ月分をボーナスとしてもらうのが一般的な形である。ところが、日本では、

夏と冬を合わせて 4～5 カ月分とその比重は大きい。逆に言うと、ボーナスはいつなくなる

かわからないものであるから、年収 17 カ月分がいつ 12 カ月分になるかわからないという

不安定な状況におかれていることになる。つまり、そこがバッファーになっている。 

 もうひとつは、頻繁な配置転換（配転）と出向による調整である。ある工場を閉鎖する際
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も、人員を本部で吸収したり、他の工場に配置転換する。総合的な職能を発展させるために、

普段から配転や出向を行い、ローテーション人事を組みノウハウや技能を蓄積しているから

こそ、このような調整が可能になっている。 

 つまり、正社員は、雇用を保障する代わりに、さまざまなところで調整の対象になってい

る。そして、そのこと自体が、パートタイム労働者や女性が働きにくい環境をつくりだして

いる。日本企業では、正社員として働き続けるために恒常的に残業し、好況期には 10 時、

11 時まで働く人がざらにいる。国内だけではなく海外に転勤することもありうる。そうい

う環境下で、家庭生活を維持しながら働きつづけるのは難しい。特に家庭責任を負っている

ことの多い女性やパートが正社員と同じように働き、同じような処遇を受けることを困難に

している。正社員はそれだけの拘束を負っているからこそ、拘束を負っていない、あるいは

負うことが難しい女性は、正社員として雇用されにくくなっている。また、残業や頻繁な転

勤を負わないことの多いパートが正社員と同様の処遇を受けることについて、正社員の間で

抵抗が強く残っていることも、この拘束度の違いに原因がある。 

 他方、パートの処遇問題も日本の雇用システムのあり方自体と密接にかかわっている。日

本のパートは勤続年数も長くなり、仕事に関するノウハウを習得し、雇用上の活用は進んで

いるものの、処遇上で平等な取扱いをされるまでには至っていない。統計的に見ても、勤続

年数が長くなればなるほどパートの不満は高まる傾向にある。勤続が長く戦力になっている

パートであればあるほど不満が高いのが実情なのである。これをこのまま放置しておくと、

パートのやる気が高まらずその能力の十分な活用にはつながらない。 

 同時に、パートがコストの安い労働力として位置づけられ続けると、正社員自体もコスト

の高い労働力であり続けるという面もある。正社員自体の雇用が不安定となり、正社員が安

心してキャリアを積み、長期間で技能を高めていくというキャリアプランを描けなくなる可

能性がある。 

このように、日本の正社員・パート間の問題はいびつな構造にある。これをバランスをと

り、健全化していくことが双方にとって、さらには日本社会全体にとっても非常に重要な課

題になりつつある。 

 

５．パート改革の２つのポイント－労使でやるか？ 法律でやるか？ それとも？ 

5-1. 均衡処遇－フルとパートのゆがみを直す 

 パート改革をどうやってやるかが今大きな問題となっている。労使で解決するのか、法律

で定めるのか、それとも労使でも法律でもない別の方法をとるのか。いずれにせよ、改革の

方法を考える上でポイントが２つある。 

 ひとつは、正社員と非正社員、フルタイムとパートタイムのゆがみを直すということであ

る。ヨーロッパで実現されているものとして「均等待遇」がある。同様に働いていれば同様

の処遇をするというもので、逆に、仕事の内容や責任の内容が違う場合には違うように処遇
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することを認めるのが「均等」である。それを越えて、仕事の内容や責任が違ったとしても

その違いに見合った処遇をすることまで含めて考えるのが「均衡」である（フルタイム・パ

ートタイム間の均衡問題は、均等・均衡の両方を含んだ概念として呼ばれることもある）。

簡単に言うと「均衡」とは「バランスをとる」ということである。同じものは同じように扱

い、違うものについてもその違いに見合った処遇をする。バランスのとれた、ゆがみのない

構造にするということが「均衡」処遇では重要になる。平等には、ただ差別されている人を

守るということだけではない、競争や公正な条件の前提を整えるという意味もある。 

 そして、より重要なのはゆがみの直し方である。例えば、国が均衡処遇について細かいガ

イドラインを定め、従わない企業を指導するという上から押しつけられたやり方は効果的な

のかという問題がある。なぜなら、ヨーロッパだけでなくアメリカでも、上から押しつけら

れたものでは現場はうまく対応できないとの認識があるからである。現場では、細かいガイ

ドラインを理解しろ、それにあわせて実務を変えろといわれても無理であり、そもそもその

ガイドラインがぴったり当てはまる企業はあまりないという問題もある。 

 

5-2. 説明と対話にもとづく処遇を－納得度を高める 

 では何が大切なのか。やはり原点に立ち返り、現場にいる当事者が納得できる方法で変え

ることが重要である。同じものを同じように扱うという場合でも、何が同じで何が違うかと

いう前提が個々の現場で違うからである。バランスのとれた処遇は企業や事業所によってさ

まざまであり、そこで働く人の意識や希望によっても異なる。 

 この違いをどのように克服していくか。ヨーロッパでは「法の手続化」によって解決しよ

うとしている。「法の手続化」とは、当事者がどのように問題を認識し解決していくかとい

うプロセスを重視する考え方である。 

他方、アメリカでは「構造的アプローチ」と呼ばれる方法がとられている。これは、上か

らの押しつけではなく現場にいる人たちが外部の専門家の意見を聞いたりしながら問題を認

識し、目標を立て、内部と外部のコミュニケーションを通じて、目標を達成するための努力

をする。このような構造をつくり出すことが試みられている。 

 複雑になった今の社会状況では、現場で話し合って現状を認識し、内発的に状況を改善し

ていくことでしか複雑な問題を解決していくための道はないように思われる。法律やガイド

ラインが示されて、守ったら助成金がつくから、お金がほしいから従ったというのでは問題

の根本的な解決にはならない。何が問題なのかを現場で話し合う中で理解と納得が深まり、

適切な解決方法が発見される。説明と対話に基づいて納得できる解決方法を見出すことが重

要なのではないか。 

 特に重要なのは、正社員だけではなく正社員とパート、さらにそれに関わってくる取引企

業等も含めて話し合いをして、どこにバランスを見出すかである。特にパートの処遇改善で

は、利益配分はパートに限らず正社員など全ての利害関係者にかかわってくる。それゆえ、
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組合員であるか非組合員であるかに関わらず、それらの人をすべて含めた話し合いのフォー

ラムをつくるという方法もある。ヨーロッパの「法の手続化」、アメリカの「構造的アプロ

ーチ」ではそのような手法をとることが重要だと言われている。 

 日本では、正社員とパートの間の壁がこれまで非常に高かった。それは日本的雇用システ

ムと密接にかかわってきたもので、ヨーロッパやアメリカよりも壁は非常に高い。壁をなく

し正社員・非正社員間の処遇を平準化することについては、これまで 30 年にわたり議論さ

れ努力されてきたが、なかなか進展が見られていない。この問題は日本の雇用システムその

ものに組み込まれている問題であったからである。しかしその壁を壊さないで放置したまま

では、パート自身の処遇不満やモラールの低下の問題につながると同時に、正社員自身の働

き方や雇用喪失の問題にもつながる。正社員もパートもこのままでは不幸な状況に陥って、

日本社会全体が危ない方向に向かうかもしれない。 

 ヨーロッパでは、平等の基盤が打ち立てられた上で、どういうふうに労働者のモラールを

上げ処遇を改善していくかという取り組みが進んでいる。アメリカでも労使間の取り組みが

一部ではあるが進んでいる。ヨーロッパでの「法の手続化」やアメリカの「構造的アプロー

チ」のような、現場での話し合いを重視したやり方をどう制度化していくかが重要な問題と

して議論されている。日本でも、最も大切なのは現場にいる人たちがどういう問題認識をも

って問題を解決していくかという点にあるだろう。 

 



－13－ 

Ⅱ．討議概要 

 

１．均等処遇を実現するためのプロセスの重視 

【Ａ】  均等・均衡の問題についての水町説（水町先生の考え方）について教えてくださ

い。 

【水町】 基本的に私自身は、「均衡」よりも「均等」待遇を実現すべきだという立場をと

っています。漠然としたバランスよりも、まずきちんと平等にすることが重要ではない

か。そもそも「均衡」を法によって強制している国は世界にない。ヨーロッパで差別禁

止や平等取扱い原則と言われているものは「均衡」ではなく「均等」に近いものです。 

 日本とヨーロッパで違うのは、その前提をどう考えるかにあります。ヨーロッパでは、

基本的に職務給であり、労働を前提にした賃金がまずあって、同一労働であれば同一賃

金という考え方のが比較的導き出しやすい。しかし、日本では必ずしも職務給の要素が

強くなかったし、狭い意味での「職務」以外の点での違いも出てくる。そこをどう配慮

するかが重要な問題になります。例えば、残業の有無による違いをどうするか、配転義

務の有無による違いをどうするかが、ここで言ういわゆる「均等」待遇原則の例外とし

ての「合理的理由」に当たるかどうかです。私は、その合理的理由の中に、場合によっ

ては残業時間の違いや、配転義務の違いも入ってくるのではないかと思っています。 

 ただし、２つの留保が必要です。ひとつは、合理的理由があるかどうかについて、法

律や裁判所が一律に決められるものではないということです。残業時間の有無が合理的

な理由になるような形態の働き方もあれば、そうはならない職場もあるかもしれない。

配転についても、配転の際に配転手当を払うなど、手当でカバーできる場合もあるかも

しれない。一方、長期的キャリアの形成が非常に重要で、その中でローテーション人事

が重要になっている企業では、そもそも基本的な処遇の違いとして配転義務の有無を合

理的な理由とできる場合があるかもしれない。 

 したがって、そこは一律に決められるものではない。合理的理由があるかないかとい

うのは柔軟なもので、それをどう判断するかという時に、プロセスを重視するという考

え方が出てきます。企業の中で、労使が関係者に説明をして、納得を得るような話し合

いがなされていれば、つまり、そういうプロセスが踏まれていれば、合理的理由が認め

られる方向に近づくだろうし、仮に、説明も納得を得るような努力もしないで、企業が

一方的に決めて、「はい、こうしなさい」と言っているのであれば、実体としては同じ

ようなものであっても、合理的理由はないという方向に近づくだろうというのが私の考

えです。つまり、均等待遇の例外としての合理的理由の中に、話し合いやプロセスを組

み込むことが大事だということです。 

 もうひとつの留保は、合理的な理由とまた違うレベルですが、間接差別の問題があげ

られます。例えば、残業義務を課すかどうかは、性には中立的です（男性だから、女性
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だから残業をするわけではないから）。しかし、性には中立的だけれども、結果として

一方の性に大きな不利益をもたらすことにつながることもある。残業義務を負うことに

大きなプレミアムをつけることで、結果として事実上、男女間の大きな利益格差につな

がった場合には間接差別になりえます（厚生労働省の「男女雇用均等政策研究会報告

書」[2004 年 6 月、本報告概要 Ⅳ.付属資料(2) 参照] は、男女雇用機会均等法を男性

も含む性差別禁止法に換え、間接差別の禁止を盛り込むよう要請。同省は 2006 年の通

常国会に法案提出を目指している）。残業義務の差や配転義務の差が、男女差別の一形

態としての間接差別の中で議論されるかもしれないということも、もうひとつの留保と

して頭に置いておかなければなりません。 

 

２．「法の手続化」「構造的アプローチ」について 

【Ｂ】  今日の報告は、正規・非正規の問題は、いかに均等法を実効あるものにできるか

という問題につながっていると感じました。例えば労働安全衛生面について見ても、請

負労働者、派遣労働者は安全衛生管理体制のらち外に置かれている場合が少なくない。

労働安全衛生でも均等待遇が必要で、雇用形態にかかわらず、出向者、請負、派遣労働

者を含め、均等な安全衛生管理体制の徹底がなければ職場の安全は図れません。 

 また、今の中小企業の現場では熟練労働者が高齢化し、中高年の技能者が職場を去り、

その後に請負やパート、派遣労働者に代替されていることも少なくありません。コスト

削減競争のなかで、チープレイバーとして非典型に代替していくという中小経営者の選

択はありえますが、企業の中に技能・技術が蓄積され継承されていくためにも、間接的

ではありますが、均等待遇が重要になっている。非典型労働者の均等待遇の問題で、労

働組合としてできる有効な手立てとは何でしょうか。 

【水町】 今お話しいただいた問題を解消するために、いわゆる「法の手続化」や「構造的

アプローチ」の導入が必要なのだと私は考えています。まさにヨーロッパやアメリカで

今議論されていることのひとつが、均等待遇の問題です。競争が激しくなるなかでは、

ひとつ穴を埋めても、また別の穴（抜け道）を見つけてそちらにどんどん進んでいくと

いう問題があります。例えば、男女平等の問題で言うと、最初、同一労働・同一賃金原

則があって、次に同一価値労働・同一賃金原則があり、さらに間接差別の禁止があり、

パートタイムとフルタイムの平等があり、期間の定めのある労働契約と期間の定めのな

い労働契約の平等原則というのがある。そういう男女平等のためのツールを全部セット

でそろえている国として、イギリスがあげられます。ではそのイギリスで男女平等が徹

底されているかというと、必ずしもそうではない。法律をフルセットでそろえたとして

も、法律の意図したことがうまく達成されているかどうかは別の話なのです。 

 今、ヨーロッパが抱える問題のひとつとして請負労働者の平等の問題があります。請

負労働者は同じ現場で働いているけれども、法的には使用者は別の会社です。違う会社
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に属している人を平等にするというのは法的には非常に難しいことなのです。つまり今

までの法規制では、実体的なルールを定めて、全部フルセットでそれをそろえたとして

も、結局、男女の平等、雇用における正規と非正規の問題は完全には解消されないとい

う問題が生じています。この請負労働者の問題は、正社員（本工）の問題とも複雑に絡

み合っている問題であり、法律や裁判所が介入したとしても、それらの問題を一気に解

決することは難しいというのが実情です。 

 そのような複雑な問題を解決するために、「法の手続化」や「構造的アプローチ」と

いう新しい考え方・手法が生まれました。つまり、現場での話し合いで問題を発見・認

識しながら内発的に問題を解決していくことが重要であり、その場所で働く労働者、そ

れはパートタイム労働者だけではなくその問題にかかわる全ての当事者を広く含めた形

でフォーラムをつくって話し合いをさせることが重要であるということが言われはじめ

ています。 

 例えば、製造現場の労働者の処遇が問題になっているときには、その会社の従業員で

はない派遣労働者や請負労働者も含めて議論をさせて、問題はどこにあるのかを発見し、

その問題の改善・解消に向けた取り組みをする。目標を立てて、目標が達成されたかど

うかをチェックし、問題が残っていれば、また問題を認識して新たな取り組みをする、

という具合に、ずっと続くプロセスの連鎖が大切なのです。法律的にだれが使用者でど

ういう契約を結んでいるのかにはこだわらず、その問題との関係で、問題にかかわって

いる人たちの間で問題を発見して問題を解決していくというプロセスです。今までのよ

うにリジッドな法律があって裁判所がそれを適用して、という上からの押し付けでは対

応できない問題を、下から構造的に変えていこうというのが、その最大の特色です。 

 安全衛生問題も同様です。安全衛生は、国がさまざまな基準を定めても、現場で具体

的にどう運用するかが重要なポイントになります。アメリカで「構造的アプローチ」を

最初に制度化した例が、いわゆる OSHA と言われる労働安全衛生法の運用にかかわる

問題だとも言われています。例えば、労働基準監督官が検査に来たとしても、法令を遵

守しているかをチェックするだけでは、現場で働く労働者の生命、身体を守れない。法

律を守っているかどうかよりも、現場で起こっている具体的な問題に対してきちんと対

応してそこで働く人たちの生命や身体を守れているかのほうがより重要だということで

す。事故を減らすためには、現場にかかわる当事者や外部の専門家を入れて委員会をつ

くり、そこでその職場における安全衛生問題について議論をし、問題を具体的に解決し

ていくための方策について話し合うというプロセスが大切なのです。そこでは、リジッ

ドな法律規定や細かいガイドラインよりも、ガイドライン自体をそれぞれの職場のなか

で企業の中でつくっていくことが重要だし有効だと言われています。 

 長期雇用と短期雇用のバランスをどうとるかという問題でも、日本は比較的単線的な

思考で単線的な方向に流れてしまう傾向があるようです。コスト削減競争に集中するあ
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まり、その企業にとって大切な長期的な技能を一気に失ってしまうという短期的な行動

に出る危険性があります。実際にアメリカでは、規制緩和でコスト削減競争が激しくな

るなか 1980 年代にリストラをやり過ぎて、その後、言わば会社のなかが空っぽになっ

てしまった、蓄積しておくべき技能がなくなってしまったという問題が、過去に生じて

います。 

 コスト削減競争は最後には行き詰まる。これ以上コストを削減できないラインが必ず

あるため、最後に 1 社や 2 社だけ勝ち残るか、あるいはみんな共倒れになるという状

況に陥る危険性があります。コスト削減競争だけで長期的な競争に打ち勝つことはでき

ません。この経験を踏まえて、90 年代以降のアメリカやヨーロッパでは、単にコスト

削減競争をするよりも、製品やサービスに高い付加価値をつけることによって競争する

ほうが大切だとの認識が強くなっています。 

 どういう形で付加価値をつけるかというと、現場からアイデアを出させ、現場にイニ

シアチブを与える。現場のモラールアップに努めるために現場で話し合いをし、納得度

を高める。その過程で参考にされたのは、実は日本のいわゆるカンバン方式やカイゼン

運動、QC サークルだったのです。アメリカの企業では、80 年代ごろからそれらの運

動を意識しはじめ、90 年代にはサービス産業などでも、現場から出てきたアイデア、

知恵を共有化してその職場での共通の知識・財産にするという情報のネットワーク、集

団的なつながりをつくっていこうという動きが出はじめました。逆に、日本は今、その

反対の方向に向かっているような気がします。 

 そういう流れに歯止めをかけるためにも、現場でちゃんと話し合って、多様なものを

多様なものとして受け入れながら、ゆがみのない処遇をしていくというのが重要だと思

います。 

 

３．パート労働と社会保障問題について 

【Ｃ】  パートの問題を考えると、正社員との問題、または国の社会保障の問題が絡んで

くる。パートだけでは終わらない、国政レベルまで達する問題だと思います。特に社会

保障の問題は個別の労使だけでは解決できない、国政レベルの問題だと思いますが、い

かがでしょうか。 

【水町】 私自身、パートタイム労働の問題を研究するときに、社会保険と税制の問題をあ

わせて検討してきました。やはりパートの処遇問題には、社会保険や税制が大きくかか

わっています。 

 今回、年金法の改正が行われましたが、パートタイム労働者の厚生年金加入問題につ

いては 5 年後に見直すことになっています。今回の法改正は世論的に見て非常に評判

が悪かったため、次回の改正はもっと本格的なものになることが予想されます。その際、

特にパートの年金問題を議論するなかで、年金の基礎部分について社会保険方式自体を
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維持するのかどうかが大きな問題となるでしょう。ひとつの方向性としては、社会保険

方式ではなく税方式をとることも考えられます。その際、財源を消費税にするのか、そ

れとも所得税も踏まえて考えるのか、さまざまなやり方があります。ヨーロッパでは必

ずしも消費税だけでやっているわけではないのですから、私は所得税や税制全体のあり

方も含めて、いろんな選択肢のなかで議論すべきだと考えています。 

 いずれにせよ、社会保険や税制の問題も含めて問題を解消しないことには、処遇格差

という労働法のなかの問題だけを解決してみたとしても、問題全体が解決したことには

ならないでしょう。 

 また、私が、パートタイム労働研究会（厚生労働省雇用均等・児童家庭局長が 2001

年 3 月に招集した私的研究会。以下、「パート研究会」と略。2002 年 7 月に最終報告

を発表している。http://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/07/s0719-3.html）で強く主

張したのは、これまで労使に任せると言ってきたのに、労使の方では実効的な解決策を

講じることができなかった。そのため、日本のパートの処遇はずっと改善しないままだ

ったということです。パート研究会での私の基本的な考え方は、やはり法律をつくり、

基本的な制度の枠組みをそこに定めたうえで、合理的理由の中身のあり方については労

使等の当事者で話し合って決めてもらうほうがよいというものでした。何年か後にパー

トタイム労働法を改正して、その実効性を持たせることになったとしても、その基本的

な内容は、「合理的な理由がない差別は禁止する」というものになるように思います。 

 そこでの｢合理的な理由｣をどう判断していくかにあたっては、労使の話し合いが一番

大事です。場合によっては、それはパートと会社だけの話し合いではなく、正社員さら

には派遣労働者、請負労働者もかかわってくるような場合には、その人たちの意見も入

れて、社内でみんなが納得できるようなシステムをつくっていけるかがカギとなるでし

ょう。法改正は何年後になるかわかりませんが、むしろ皆さんがそういう問題意識を持

って、法律が変わる前に、法律で何かしろと言われる前に、そのようなフォーラムをつ

くって自省的に問題解決を図ってみてはどうかと思います。 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ．報告レジュメ 
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均等待遇の国際比較とパート活用の鍵 

―ヨーロッパ、アメリカ、そして日本― 

2004 年 10 月 13 日 水町勇一郎 

 

Ⅰ．世界の状況―ヨーロッパとアメリカ― 

19 世紀末～20 世紀の工業化社会： 

 男性世帯主・フルタイム・長期勤続労働者を中心とした雇用システム 

1970 年代～： 

 産業構造の変化、女性の社会進出、人権意識の高まり 

  →柔軟な雇用形態としてのパートタイム労働の増加、処遇格差問題の顕在化 

 

 ヨーロッパ： 

  1980 年代から各国で均等待遇原則を立法化（仏 1981 年、独 1985 年など） 

  1996 年欧州パートタイム労働枠組み協約→1997 年ＥＵ指令化 

   ←背景：①職務・格付けを基盤とした産業別賃金制度 

②ヨーロッパ的正義（社会的不公正は是正する） 

 アメリカ： 

  パートタイマー（広義では contingent worker）（特に非自発的パート）の増加傾向 

  But, 法的には自由（均等待遇原則なし）  

   ←背景：①市場競争に基づく賃金制度 

②アメリカ的正義（契約形態に基づく差異には法は介入しない） 

   →‘‘competition to the bottom’’ 
   →SEIU（全米サービス従業員労働組合）による新たな動き 

    ‘‘Justice for Janitors’’, ‘‘living wage movement’’ 
 

Ⅱ．日本では？ 

 昭和 40 年代以降「パート」労働者の増加、平成以降さらに急増 

  →・状況の深刻さ（労働市場全体にかかわる問題に） 

・問題の根の深さ（日本的雇用システム自体に根ざした問題） 

  →「改革」の必要性 

   ・労使でやるか？法律でやるか？それとも？ 

 

Ⅲ．パート改革の２つのポイント 

 ①ゆがみをなおす。＝「同じように働いている者には同じ処遇を」 

 ②納得度を高める。＝「説明と対話にもとづく処遇を」 
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Ⅳ．雇用改革の鍵 

 ①「多様性」―「単線型雇用管理」から「複線型雇用管理」へ 

 ②「柔軟性」―「守りの柔軟性」から「攻めの柔軟性」へ 
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Ⅳ．付属資料  

 （1）   

 

事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針 

 

第１ 趣旨 

 この指針は、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第３条第１項の事業主が講

ずべき適正な労働条件の確保及び教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改

善（以下「雇用管理の改善等」という。）のための措置に関し、その適切かつ有効な実施を

図るために必要な事項を定めたものである。 
 

第２ 事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置を講ずるに当たって

の基本的考え方 

 事業主は、短時間労働者について、労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）、最低賃金法

（昭和 34 年法律第 137 号）、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）、労働者災害補償

保険法（昭和 22 年法律第 50 号）、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保

等に関する法律（昭和 47 年法律第 113 号）、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行

う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第 76 号）、雇用保険法（昭和 49 年法律第 116

号）等の労働者保護法令を遵守するとともに、その就業の実態、通常の労働者との均衡等

を考慮して処遇するべきである。中でも、その職務が通常の労働者と同じ短時間労働者に

ついて、通常の労働者との均衡を考慮するに当たっては、事業主は、次に掲げる考え方を

踏まえるべきである。  

１ 人事異動の幅及び頻度、役割の変化、人材育成の在り方その他の労働者の人材活用の

仕組み、運用等（２において「人材活用の仕組み、運用等」という。）について、通常の

労働者と実質的に異ならない状態にある短時間労働者については、当該短時間労働者と

通常の労働者との間の処遇の決定の方法を合わせる等の措置を講じた上で、当該短時間

労働者の意欲、能力、経験、成果等に応じて処遇することにより、通常の労働者との均

衡の確保を図るように努めるものとすること。 
２ 人材活用の仕組み、運用等について、通常の労働者と異なる状態にある短時間労働者

については、その程度を踏まえつつ、当該短時間労働者の意欲、能力、経験、成果等に

応じた処遇に係る措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡を図るように努め

るものとすること。 
 

第３ 事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置 

 事業主は、第２の基本的考え方に立って、特に、次の点について適切な措置を講ずるべ
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きである。  

１ 短時間労働者の適正な労働条件の確保  

(1) 労働条件の明示  

イ 事業主は、短時間労働者に係る労働契約の締結に際し、当該短時間労働者に対し

て、労働基準法の定めるところにより、次に掲げる労働条件に関する事項を明らか

にした文書を交付するものとする。  

(ｲ) 労働契約の期間 
(ﾛ) 就業の場所及び従事すべき業務 
(ﾊ) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休

暇並びに労働者を２組以上に分けて就業させる場合における就業時転換 
(ﾆ) 賃金（ロの(ﾛ)に定めるものを除く。以下この(ﾆ)において同じ。）の決定、計算及

び支払の方法並びに賃金の締切り及び支払の時期 
(ﾎ) 退職（解雇の事由を含む。） 

ロ 事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間労働者に対

して、次に掲げる労働条件に関する事項その他の労働条件に関する事項を明らかに

した文書（雇入通知書）を交付するように努めるものとする。ただし、当該労働条

件が、イにより交付する文書において、又は就業規則を交付することにより明らか

にされている場合は、この限りでない。  

(ｲ) 昇給 
(ﾛ) 退職手当、臨時に支払われる賃金、賞与、１箇月を超える期間の出勤成績によ

って支給される精勤手当、１箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給され

る勤続手当及び１箇月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給

又は能率手当 
(ﾊ) 所定労働日以外の日の労働の有無 
(ﾆ) 所定労働時間を超えて、又は所定労働日以外の日に労働させる程度 
(ﾎ) 安全及び衛生 
(ﾍ) 教育訓練 
(ﾄ) 休職 

(2) 就業規則の整備  

イ 短時間労働者を含め常時 10 人以上の労働者を使用する事業主は、労働基準法の

定めるところにより、短時間労働者に適用される就業規則を作成するものとする。 
ロ 事業主は、短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しよう

とするときは、当該事業所に、短時間労働者の過半数で組織する労働組合がある場

合においてはその労働組合、短時間労働者の過半数で組織する労働組合がない場合

においては短時間労働者の過半数を代表する者（ハ及びニにおいて「過半数代表者」
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という。）の意見を聴くように努めるものとする。  
ハ 過半数代表者は、次のいずれにも該当する者とする。  

(ｲ) 労働基準法第 41 条第２号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。 
(ﾛ) 就業規則の作成又は変更に係る意見を事業主から聴取される者を選出すること

を明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者で

あること。 
ニ 事業主は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとし

たこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱

いをしないようにするものとする。 
(3) 労働時間  

イ 事業主は、短時間労働者の労働時間及び労働日を定め、又は変更するに当たって

は、当該短時間労働者の事情を十分考慮するように努めるものとする。 
ロ 事業主は、短時間労働者について、できるだけ所定労働時間を超えて、又は所定

労働日以外の日に労働させないように努めるものとする。 
(4) 年次有給休暇 

 事業主は、短時間労働者に対して、労働基準法の定めるところにより、別表に定め

る日数の年次有給休暇を与えるものとする。 
(5) 期間の定めのある労働契約 

 事業主は、短時間労働者のうち期間の定めのある労働契約（以下この(5)において「有

期労働契約」という。）を締結するものについては、労働基準法に基づき定められた有

期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準（平成 15 年厚生労働省告示第 357

号）の定めるところにより、次に掲げる措置を講ずるものとする。  

イ 契約締結時の明示事項等  

(ｲ) 事業主は、有期労働契約の締結に際し、短時間労働者に対して、当該契約の期

間の満了後における当該契約に係る更新の有無を明示するものとする。 
(ﾛ) (ｲ)の場合において、事業主が当該契約を更新する場合がある旨明示したときは、

事業主は、短時間労働者に対して、当該契約を更新する場合又はしない場合の判

断の基準を明示するものとする。 
(ﾊ) 事業主は、有期労働契約の締結後に(ｲ)又は(ﾛ)に規定する事項に関して変更する

場合には、当該契約を締結した短時間労働者に対して、速やかにその内容を明示

するものとする。 
ロ 雇止めの予告 

 事業主は、有期労働契約（雇入れの日から起算して１年を超えて継続勤務してい

る短時間労働者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されて

いるものを除く。ハの(ﾛ)において同じ。）を更新しないこととしようとする場合に
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は、少なくとも当該契約の期間の満了する日の 30 日前までに、その予告をするも

のとする。 
ハ 雇止めの理由の明示  

(ｲ) ロの場合において、事業主は、短時間労働者が更新しないこととする理由につ

いて証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付するものとする。 
(ﾛ) 有期労働契約が更新されなかった場合において、事業主は、短時間労働者が更

新しなかった理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付するも

のとする。 
ニ 契約期間についての配慮 

 事業主は、有期労働契約（当該契約を１回以上更新し、かつ、雇入れの日から起

算して１年を超えて継続勤務している短時間労働者に係るものに限る。）を更新し

ようとする場合においては、当該契約の実態及び当該短時間労働者の希望に応じて、

契約期間をできる限り長くするように努めるものとする。 
(6) 解雇の予告  

イ 事業主は、短時間労働者を解雇しようとする場合においては、労働基準法の定め

るところにより、少なくとも 30 日前にその予告をするものとする。30 日前に予告

をしない事業主は、30 日分以上の平均賃金を支払うものとする。 
ロ イの予告の日数は、１日について平均賃金を支払った場合においては、その日数

を短縮することができるものとする。 
(7) 退職時等の証明  

イ 事業主は、短時間労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その

事業における地位、賃金又は退職の事由（退職の事由が解雇の場合にあっては、そ

の理由を含む。）について証明書を請求した場合においては、労働基準法の定める

ところにより、遅滞なくこれを交付するものとする。 
ロ 事業主は、短時間労働者が、(6)の解雇の予告がされた日から退職の日までの間に

おいて、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、労働基準法の

定めるところにより、遅滞なくこれを交付するものとする。 
(8) 賃金、賞与及び退職金 

 事業主は、短時間労働者の賃金、賞与及び退職金については、その就業の実態、通

常の労働者との均衡等を考慮して定めるように努めるものとする。 
(9) 健康診断 

 事業主は、短時間労働者に対し、労働安全衛生法の定めるところにより、次に掲げ

る健康診断を実施するものとする。  

イ 常時使用する短時間労働者に対し、雇入れの際に行う健康診断及び１年以内ごと

に１回、定期に行う健康診断 
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ロ 深夜業を含む業務等に常時従事する短時間労働者に対し、当該業務への配置替え

の際に行う健康診断及び６月以内ごとに１回、定期に行う健康診断 
ハ 一定の有害な業務に常時従事する短時間労働者に対し、雇入れ又は当該業務に配

置替えの際及びその後定期に行う特別の項目についての健康診断 
ニ その他必要な健康診断 

(10) 妊娠中及び出産後における措置 

 事業主は、妊娠中及び出産後１年以内の短時間労働者に対し、労働基準法及び雇用

の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の定めるところによ

り、次に掲げる措置を講ずるものとする。  

イ 産前及び産後の休業の措置 
ロ 健康診査等を受けるために必要な時間の確保及び健康診査等に基づく医師等の指

導事項を守ることができるようにするために必要な措置 
ハ その他必要な措置 

２ 短時間労働者の教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善  

(1) 教育訓練の実施 

 事業主は、短時間労働者の職業能力の開発及び向上等を図るための教育訓練につい

ては、その就業の実態に応じて実施するように努めるものとする。 
(2) 福利厚生施設 

 事業主は、給食、医療、教養、文化、体育、レクリエーション等の施設の利用につ

いて、短時間労働者に対して通常の労働者と同様の取扱いをするように努めるものと

する。 
(3) 育児休業及び介護休業に関する制度等 

 事業主は、短時間労働者について、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う

労働者の福祉に関する法律の定めるところにより、次に掲げる措置を講ずるものとす

る。なお、イの(ﾛ)に掲げる者に該当するかどうかに関し、期間を定めないで雇用され

る者と実質的に異ならない状態となっているかどうかを判断するに当たっては、子の

養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両

立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針（平成 14 年厚生

労働省告示第 13 号）に定める事項に留意するものとする。  

イ 育児休業又は介護休業に関する制度（次に掲げる者に対するものを除く。）  

(ｲ) 日々雇用される者 
(ﾛ) 期間を定めて雇用される者 

ロ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する者又は要介護状態にある家族を介

護する者に対する時間外労働の制限の措置又は深夜業の制限の措置（イの(ｲ)に掲げ

る者に対するものを除く。） 
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ハ １歳に満たない子を養育する者に対する勤務時間の短縮等の措置若しくは１歳か

ら３歳に達するまでの子を養育する者に対する育児休業の制度に準ずる措置若し

くは勤務時間の短縮等の措置又は要介護状態にある家族を介護する者に対する勤

務時間の短縮その他の措置(イの(ｲ)に掲げる者に対するものを除く。) 
(4) 雇用保険の適用 

 事業主は、雇用保険の被保険者に該当する短時間労働者について、雇用保険法の定

めるところにより、必要な適用手続をとるものとする。 
(5) 高年齢者の短時間労働の促進 

 事業主は、短時間労働を希望する高年齢者に適当な雇用の場を提供するように努め

るものとする。 
(6) 通常の労働者への応募機会の付与等 

 事業主は、通常の労働者を募集しようとするときは、現に雇用する同種の業務に従

事する短時間労働者に対し、あらかじめ当該募集を行う旨及び当該募集の内容を周知

させるとともに、当該短時間労働者であって通常の労働者として雇用されることを希

望するものに対し、これに応募する機会を優先的に与えるよう努めるものとする。 
(7) 通常の労働者への転換に関する条件の整備 

 事業主は、短時間労働者の通常の労働者への転換について、これを希望し、かつ、

その能力を有する短時間労働者のニーズが自らのニーズに合致する場合において、当

該事業所の実情に即して、これが可能となる制度の導入、必要な条件の整備等をする

ように努めるものとする。 
３ 職務の内容、意欲、能力、経験、成果等に応じた処遇に係る措置の実施 

 事業主は、短時間労働者の職務の内容、意欲、能力、経験、成果等に応じた処遇に係

る措置を講ずるように努めるものとする。 
４ 所定労働時間が通常の労働者とほとんど同じ労働者の取扱い 

 事業主は、所定労働時間が通常の労働者とほとんど同じ短時間労働者のうち通常の労

働者と同様の就業の実態にあるにもかかわらず、労働条件その他の処遇について通常の

労働者と区別して取り扱われているものについては、通常の労働者としてふさわしい処

遇をするように努めるものとする。 
５ 労使の話合いの促進のための措置の実施  

(1) 事業主は、短時間労働者を雇い入れた後、当該短時間労働者から当該短時間労働者

の処遇について説明を求められたときは、その求めに応じて説明するように努めるも

のとする。 
(2) 事業主は、短時間労働者の就業の実態、通常の労働者との均衡等を考慮して雇用管

理の改善等のための措置を講ずるに当たっては、 当該事業所における関係労使の十分

な話合いの機会を提供する等短時間労働者の意見を聴く機会を設けるための適当な方
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法を工夫するように努めるものとする。 
(3) 事業主は、短時間労働者の就業の実態、通常の労働者との均衡等を考慮した処遇に

ついて、短時間労働者から苦情の申出を受けたときは、当該事業所における苦情処理

の仕組みを活用する等その自主的な解決を図るように努めるものとする。 
６ 短時間雇用管理者の選任等  

(1) 短時間雇用管理者の選任 

 事業主は、常時 10 人以上の短時間労働者を雇用する事業所ごとに、短時間雇用管

理者を選任し、次に掲げる業務を担当させるよう努めるものとする。  

イ 本指針に定める事項その他の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項につ

いて、事業主の指示に基づき必要な措置を検討し、実施すること。 
ロ 短時間労働者の労働条件等に関し、短時間労働者の相談に応ずること。 

(2) 短時間雇用管理者の氏名の周知 

 事業主は、短時間雇用管理者を選任したときは、当該短時間雇用管理者の氏名を事

業所の見やすい場所に掲示する等により、その雇用する短時間労働者に周知させるよ

う努めるものとする。 
 

別表（第３の１の(4) 関係） 

  
雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分に応ずる

年次有給休暇の日数 

短時間労働者の

週所定労働時間 短時間労働

者の週所定

労働日数 

短時間労働者の１年

間の所定労働日数（週

以外の期間によって

労働日数が定められ

ている場合） 

 

６箇月 

１年 

６箇月 

２年 

６箇月 

３年 

６箇月 

４年 

６箇月 

５年 

６箇月 

６年 

６箇月 

以上 

30時間以上 

5日以上 217日以上 
10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日 

4日 169日から216日まで 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日 

3日 121日から168日まで 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日 

2日 73日から120日まで 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日 

30時間未満 

1日 48日から 72日まで 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日 

備考 上に掲げるもののほか、所要の経過措置が労働基準法施行規則の一部を改正する省令（平成12年労

働省令第49号）において定められている。 
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Ⅳ．付属資料 

 （2）   

 

厚生労働省 

平成 16 年６月 22 日 

 

「男女雇用機会均等政策研究会」報告書について 

 

 昭和 60 年の男女雇用機会均等法の成立後、男女平等に対する社会の意識には大きな変化が

見られるとともに、平成 9 年の法改正によってそれまで努力義務規定であった募集・採用や

配置・昇進も含め女性に対する差別が禁止され、また、女性に対する優遇措置も原則禁止と

されるなど、我が国の雇用の分野における男女の均等取扱いは徹底が図られてきたところであ

るが、男女が共にその持てる力を十分に発揮できるような社会を構築するためには、なお課題

が残されているところである。 

 このため、厚生労働省では、学識経験者の参集を求め、平成 14 年 11 月より「男女雇用機

会均等政策研究会」（座長：奥山明良成城大学法学部教授）を開催し、男女双方に対する差別

の禁止、妊娠・出産等を理由とした不利益取扱い、間接差別の禁止、ポジティブ・アクショ

ンの効果的推進方策の 4 つの事項について、男女均等の実現をどう促進していくのかという

観点に立って検討を進めてきた。このたび、その検討結果が別添のとおり取りまとめられたの

で、その内容を公表する。 

 今後、厚生労働省としてはこの報告を受け、男女雇用機会均等の更なる推進のための方策

について、労働政策審議会雇用均等分科会において検討をしていただくこととしている。  
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別添 

男女雇用機会均等政策研究会報告書の概要 

 

１ はじめに 

 雇用の分野における男女の均等取扱いを図る上で 4 つの検討事項はそれぞれ重要な課題

であり、いずれも前向きな対応が望まれる。今後、本報告書を受けて、関係者の議論を経て

適切な対応、措置が講じられることを願うものである。 

 

２ 男女双方に対する差別の禁止 

(１)  検討の経緯 

 制定当初は女性が有利に扱われることを許容していた均等法も平成 9 年改正で女性に

対する優遇を原則禁止としたが、先進諸国では概ね男女双方を対象に差別を禁止してお

り、我が国のその後の法制の動きも男女双方を対象としている等から、改めて男女双方

差別禁止の意義を整理することが必要。  

(２)  女性に対する差別禁止を男女双方に対する差別禁止とする意義 

・女性についてのみの保護という福祉的な色彩から脱却し、職業上の能力等他の合理性

のある根拠に基づき処遇するという考えが明確になること 

・男女間の職域分離の是正が進むとともに、賃金を含む男女間の格差の縮小が図られる

ことが期待されること 等 

(３)  男女双方に対する差別の禁止と女性労働者に係る特例措置との関係 

・仮に、男女双方に対する差別を禁止した場合、均等法第 9 条に規定する特例措置につ

いて、(1)男性もその対象とするのか、(2)男性も対象とする場合、特例措置として許容

される範囲をどうするのか、についても検討が必要。 

・特例措置は、政策的に暫定的な措置として実施されてきたものであり、我が国の女性

の置かれた状況、特に男女間格差の現状に十分留意して検討が進められる必要。 

 

３ 妊娠、出産等を理由とする不利益取扱い 

(１)  検討の経緯 

・妊娠・出産についての手当てが十分でないと実質的な男女の均等は確保できない。少

子・高齢化が進展する中、働く女性が妊娠・出産に伴い不利益を専ら負担するという

在り方は望ましくない。 

・現行法制上産休等の母性保護措置はあるが、産休等について解雇以外の局面について

規制する規定はなく、この問題の検討が必要。 

(２)  我が国における裁判例の動向 

 最高裁判決では産休取得を理由とした不利益取扱いについて、労務を提供しなかった
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部分に応じた賃金の減額等は許容されるとしても、法律上の権利行使を抑制し、法律が

労働者に権利を保障した趣旨を実質的に失わせるような不利益な取扱いは許されないと

判示。  

(３)  諸外国における妊娠・出産等を理由とした不利益取扱い 

・いずれも解雇以外の不利益取扱いについても規制 

・妊娠・出産に関して特別な保護を行っていないアメリカにおいても、能率低下・労働 

不能状態を伴わずに単に妊娠していることのみを理由とした不利益取扱いは禁止 

・妊娠・出産に起因する症状による能率低下や労働不能の場合の取扱いについては、対

応は一様ではない。 

・産休を制度化している国においては、産休からの復帰において、原職又は原職相当職

への復帰を求めるのが大勢。 

(４)  我が国において妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いを検討するに当たって留意す

べきこと 

(1)  諸外国においては、解雇以外の不利益取扱いについても規制していること 

(2)  育児休業の申出又は取得を理由とした不利益取扱いを禁止している育児・介護休業

法とのバランスがとれたものとなる必要があること 

(3)  産休の期間、産後休業の強制休業という性質、諸外国の法制を踏まえれば、産休後

に原職又は原職相当職への復帰を求めることも合理性はあると考えられること 

(4)  産休期間中の評価については、仮に休業をしない労働者と同様の扱いを求めれば企

業が女性の採用を敬遠する懸念がある一方、法による保護のある産休と一般の疾病等

による労働不能とで差を設けることも合理性があるとも言え、前述の最高裁判決の趣

旨を踏まえつつ、社会的コンセンサスを形成していく必要があること 

(5)  産休以外の母性保護措置、母性健康管理措置を受け又は受けようとしたことを理由

とした不利益取扱いについても(4)と同様に考えられること 

(6)  妊娠・出産に起因する症状による能率低下・労働不能を理由とした不利益取扱いに

ついても考え方は(4)と同様と考えられ、今後裁判例の動向に注視する必要があるが、

少なくとも一般の疾病より不利に扱われるべきではないと考えられること 
 

 

４ 間接差別の禁止 

(１)  検討の経緯 

・ 一見男女間で異なる取扱いをしていると言えないが、女性が不利となる制度や運用に

ついては、現行の規制では対応が困難な場合がある。 

・ 間接差別については、平成 9 年改正均等法検討の際は国会の附帯決議で今後の検討課

題とされたが、昨年夏の女子差別撤廃委員会の審査後、益々注目されつつあり、概念

の明確化と我が国においてどのようなものが該当するのかについてのイメージを示す
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ことが必要。 
 

(２)  間接差別の概念 

・ 一般的に、間接差別とは、外見上は性中立的な規定、基準、慣行等（以下「基準等」

という。）が、他の性の構成員と比較して、一方の性の構成員に相当程度の不利益を

与え、しかもその基準等が職務と関連性がない等合理性・正当性が認められないもの

を指す。 

・ 初めて間接差別の概念が登場したのはアメリカの連邦最高裁判決であり、裁判例を通

じて生成・発展した概念がヨーロッパに渡り、裁判例の集積を通じて徐々に具体的イ

メージが形成。 

・ 我が国において、間接差別法理に立って判断された裁判例は雇用の分野には見出せな

いが、世帯主被災要件が男女差別等を招来し、かつ、それらの差別に合理的理由を見

出すことができないため、公序良俗に違反すると判示した裁判例があり、今後の動向

が注目される。 

・ 間接差別の概念と他の概念との比較 

(1)  いわゆる直接差別との関係：性に基づく取扱いの違いに着目する直接差別に対

し、間接差別は、外見上は性中立的な基準等が男女に与える影響の違いに着目す

るものであり、かつ差別意図の有無は問わない。 

(2)  いわゆる結果の平等との関係：間接差別は、格差の存在が前提になるものの、

問題となっている基準等に職務との関連性や業務上の必要性等の合理性が認めら

れれば差別とはならないものであり、格差の存在自体を問題とし、数値上の平等と

いう結果自体を直接目的とする結果の平等とは異なる。 

(3)  ポジティブ・アクションとの関係：いずれも女性という集団に与える不合理な障

壁の是正を図るという同様の目的を有するが、間接差別は違法という評価を受け

るものであるのに対し、ポジティブ・アクションはより望ましい状態に向けた雇用

管理等の改善を図るというものであり、効果が異なる。 
  

(３)  諸外国における間接差別法理の状況 

・ 法律上規定されている違法性の判断方法は、各国ともほぼ同様の手法となっており、

原則として、一応どのような事案も間接差別の俎上に載りうる。 

・ ただし、各国の置かれた状況は異なり、実際の間接差別法理の適用状況については、

国によってかなりの違いがある。 

（例）・ 不利益の有無の判断基準として、アメリカでは EEOC のガイドラインがあ

るのに対し、イギリスには定まったものはない。 

・ 取扱い事案として、アメリカは採用・昇進に関するものが多く、賃金、パ

ートタイムに係るものは把握されていないのに対し、イギリスはシングルマザ

ーやパートタイム等に関わる事案が多い。 
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(４)  我が国において間接差別を検討するに当たって留意すべきこと 

(1)  諸外国においては、間接差別について規定の仕方は異なるが、何らかの形で法規制

を行っている状況にあること 

(2)  いわゆる結果の平等とは異なること等、間接差別法理の理解の徹底が必要であるこ

と 

(3)  どのようなものが間接差別に該当する可能性があるかについて、あらかじめ、イメ

ージを示し、予測可能性を高め法的安定性を高めることが必要であること 

(4)  間接差別に該当しない場合であっても、ポジティブ・アクションの積極的な推進に

より機会の均等の実質化のための取組が広く行われることが望まれること 
 

(５)  間接差別として考えられる例（別添） 

 

５ ポジティブ・アクションの効果的推進方策 

(１)  検討の経緯 

 近年、明白な差別は是正されつつあるが、個々人の意識等に起因する男女の処遇差の

改善は、ポジティブ・アクションによることが適切。ポジティブ・アクションについては、

企業のイメージアップや生産性向上にも資するとの指摘もなされ、ポジティブ・アクショ

ンについては、企業の理解は進みつつあるが、なお大きな広がりを持った動きには至って

いない。 

(２)  諸外国におけるポジティブ・アクションの取組 

諸外国において行われている手法は(1)使用者の自主的取組を尊重する例（イギリス）、

(2)政府調達企業への雇用状況報告等の提出義務付け・審査を実施する例、（アメリカ）、

(3)雇用状況報告書等の作成を義務付けする例（フランス・スウェーデン）等様々であり、

女性の登用状況も様々。 

(３)  我が国においてポジティブ・アクションの効果的推進方策を検討するに当たって留意

すべきこと 

(1)  ポジティブ・アクションには、職業生活と家庭生活の両立支援施策や採用・登用の

基準の明確化等男女双方を対象した幅広い、多様な手法が含まれていることについ

て、今一層の理解を進めることが重要であること 

(2)  雇用状況報告の作成や雇用状況の改善のための計画の策定を義務付ける等の規制

的手法によれば、一定の成果が上がることが期待される一方、企業・行政にコストも

伴うことから、費用対効果を上げる工夫が必要であること 

(3)  (2)のような規制的な手法によらず奨励的な手法において実効性を持たせるには、企

業へのインセンティブ付与の工夫、特に企業トップに必要性を理解させる仕組みの在

り方が重要であること 

(4)  意欲と能力のある女性の活躍を推進するには、女性のチャレンジを阻む社会制度・
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慣行の見直しも必要不可欠であり、そのためには、個々の企業の取組だけでなく、様々

な分野においてポジティブ・アクションが着実に実施されることも重要であること 
 

 

 

（別添） 

間接差別として考えられる例 

 

○  間接差別に該当するかどうかについては、いずれの事例においても、実際には個別具体

的な事案ごとに事実認定を行い、判断していくものである。 

○  外見上性中立的な基準等が一方の性に不利益を与えるか否か及び当該基準等の合理

性・正当性に関する使用者の抗弁について、総合的に判断を行うものであることに留意す

べきである。 

 

※  以下の事例のうち(2)、(4)、(6)、(7)については、女性に不利益を与えることとなる基準

等の適用を受けることについては、職業に関する当該女性自らの意思や選択に基づく結果

であるという点で他と異なっており、これを差別の俎上に載せることは性別役割分担等現

状の固定化につながる懸念もあることから、そもそも間接差別の俎上に載せるべき事案で

はないのではないかとの意見も根強かったが、仮に俎上に載せた場合にはどのような場合

に間接差別となりうるのかについて整理したものである。 

 

【間接差別として考えられる例】 

(1)  募集・採用に当たって一定の身長・体重・体力を要件としたことにより、女性の採用

が男性に比べ相当程度少ない場合において、当該基準等の合理性・正当性に関する以下

のような使用者の抗弁が認められない場合。 

・ 従事する職務の遂行に当たって一定の身長・体重又は体力を必要とする等、職務関連

性があること 

・ 他の方法によって身長・体重・体力を補うことが困難である、又は機械を購入する等

の、より一方の性に不利とならない他の方法を採用すると使用者に過大な負担を生じ

ること 等 

※ (2)  総合職の募集・採用に当たって全国転勤を要件としたことにより、女性の採用が男性

に比べ相当程度少ない場合において、当該基準等の合理性・正当性に関する以下のよう

な使用者の抗弁が認められない場合。 

・ 全国に支店・支社等がある場合であって、異なる地域の支店・支社で管理者としての

経験を積むこと、生産現場の業務を経験すること、地域の特殊性を経験すること等が

幹部としての職務能力の育成・確保に必要であること 
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・ 組織運営上全国転勤を伴う人事ローテーションを行うことが必要である等業務上の

必要性があること 

・ 実際の運用に当たっては、転勤をする時点において個々の労働者の状況に配慮する等

労働者の不利益を緩和する措置を講じていること、またそのことが労働者に周知され

ていること 等 

(3)  募集・採用に当たって一定の学歴・学部を要件としたことにより、女性の採用が男性

に比べ相当程度少ない場合において、当該基準等の合理性・正当性に関する以下のよう

な使用者の抗弁が認められない場合。 

・ 実際に従事する職務の遂行に当たって一定以上の学歴の者が有すると期待される教

養・知識や特定の学部で修得される専門知識を必要とする等の職務関連性があるこ

と 

・ 他の方法によってこれらの教養・知識を有しているか否かを判断することが困難であ

る、又はより一方の性に不利とならない他の方法があったとしても当該方法を採用す

ると使用者に過大な負担が生じること 等 
 

※ (4)  昇進に当たって転居を伴う転勤経験を要件としたことにより、昇進できる女性の割合

が相当程度男性よりも少ない場合において、当該基準等の合理性・正当性に関する以下

のような使用者の抗弁が認められない場合。 

・ 昇進後の職務が、異なる地域の支店・支社での管理者としての経験、生産現場の業

務の経験、地域の特殊性の経験等を必要とすること 

・ 当該企業において人事ローテーション上転居を伴う転勤が必要な場合であって、組織

運営上、転居を伴う転勤を経験した者に対して、一定の処遇を与えることにより、企

業内のモラルを維持することが必要である等の業務上の必要性があること 

・ 実際の運用に当たっては、転勤をする時点において個々の労働者の状況等に配慮する

等労働者の不利益を緩和する措置を講じていること、また、そのことが労働者に周知

されていること 等 
 

(5)  福利厚生の適用や家族手当等の支給に当たって住民票上の世帯主（又は主たる生計

維持者、被扶養者を有すること）を要件としたことにより、福利厚生の適用や家族手当

等の支給を受けられる女性の割合が男性に比べ相当程度少ない場合において、当該基準

等の合理性・正当性に関する以下のような使用者の抗弁が認められない場合。 

・ 原資に制約があることから、福利厚生の適用や家族手当等の支給の対象を絞ることが

制度の目的や原資の配分上合理的であること 

・ より一方の性に不利とならない他の方法が存在しない又はより一方の性に不利とな

らない方法があったとしても当該方法を採用すると使用者に過大な負担が生じるこ

と 等 
 

※ (6)  処遇の決定に当たって正社員を有利に扱ったことにより、有利な処遇を受けられる女
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性の割合が男性に比べ相当程度少ない場合において、当該基準等の合理性・正当性に

関する以下のような使用者の抗弁が認められない場合。 

・  正社員とパートタイム労働者の間で職務の内容や人材活用の仕組みや運用などが

実質的に異なること 等 

 （※総合職と一般職との間の処遇の違いについても同様。） 
 

※ (7)  福利厚生の適用や家族手当等の支給に当たってパートタイム労働者を除外したこと

により、福利厚生の適用や家族手当等の支給を受けられる女性の割合が男性に比べ相当

程度少ない場合において、当該基準等の合理性・正当性に関する以下のような使用者の

抗弁が認められない場合。 

・ 人材活用の仕組みや運用、労働者の定着への期待などが実質的に異なること 

・ 原資に制約があり、当該福利厚生の適用や家族手当等の支給の対象を絞ることが制

度の目的や原資の配分上、合理的であり、より一方の性に不利とならない他の方法が

存在しない、又はより一方の性に不利とならない方法があったとしても当該方法を採

用すると使用者に過大な負担が生じること 等 
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【男女雇用機会均等政策研究会報告書の概要】 
 

男女双方に対す

る差別の禁止 
 

 
妊娠・出産等を理由と

する不利益取扱い 
 

 
間接差別の禁止 

 

 
ポジティブ・アクショ

ンの効果的推進方策 
 

【検討の経緯】 

平成 9 年改正で

均等法も女性に

対する優遇を原

則禁止したが、 

・ 先進諸国は

概ね男女双

方を対象に

差別禁止 

・ 我が国のそ

の後の法制

の動きも男

女双方が対

象  

 

【男女双方に対

する差別禁止と

する意義】 

・ 女性のみの

保護という

福祉的な色

彩から脱却

し、職業上

の能力等他

の合理性の

ある根拠に

基づき処遇

するという

考えが明確

になる 

・ 男女間の職

域分離の是

正が進むと

ともに、賃

金を含む男

女間の格差

の縮小が図

られること

が期待 等  

 

【特例措置との

関係】 

・ 男女双方差

別禁止とし 

 【検討の経緯】 

・ 妊娠・出産につい

ての手当てが十分

でないと実質的な

男女の均等確保は

できない 

・ 少子・高齢化の下、

働く女性が妊娠・

出産に伴い不利益

を専ら負担する在

り方は問題 

・ 現行法制上産休等

について解雇以外

の局面につき規制

がない  

 

【裁判例の動向】 

・ 最高裁判決では産

休取得を理由とし

た不利益取扱いに

ついて、労務を提

供しなかった部分

に応じた賃金の減

額等は許容される

としても、法律上

の権利行使を抑制

し、法律が労働者

に権利を保障した

趣旨を実質的に失

わせるような不利

益な取扱いは許さ

れないと判示  

 

【諸外国における状

況】 

・ いずれも解雇以外

の不利益取扱いに

ついても規制 

・ いずれも単に妊娠

していることのみ

を理由とした不利

益取扱いは禁止 

・ 妊娠・出産に起因

する症状による能 

 【検討の経緯】 

・ 男女で異なる取扱いをしていな

くとも女性が不利となる制度等

につき現行の規制では対応が困

難な場合がある 

・ 昨年夏の女子差別撤廃委員会の

審査後、益々注目されつつある 
 

 

【間接差別の

概念】 

【間接差別のイメー

ジ】→（別添） 

(1) 間接差別とは 

一般的に、間接差別とは、外見

上は性中立的な規定、基準、慣

行等（以下「基準等」という）

が、他の性の構成員と比較し

て、一方の性の構成員に相当程

度の不利益を与え、しかもその

基準等が職務と関連性がない

等合理性・正当性が認められな

いものを指す 

(2) 裁判例 

・ 諸外国では裁判例の集積

を通じて、徐々に具体的イ

メージが形成 

・ 我が国では、雇用の分野に

おいて間接差別法理に立

って判断された裁判例は

見出せないが世帯主被災

要件につき判断された例

あり。 
 

(3) 他の概念との比較 

・ いわゆる直接差別と異な

り、外見上性中立的な基準

等が与える影響の違いに

着目するものであり、差別

意図の有無を問わない 

・ いわゆる結果の平等とは

異なり、格差の存在は前提

となるものの、基準等に職

務との関連性等が認めら

れれば差別とはならない 

 【検討の経緯】 

・ 個々人の意識等に

起因する男女の処

遇差の改善にはポ

ジティブ・アクシ

ョンによることが

適切 

・ 企業の理解は進み

つつあるが、大き

な広がりをもつ動

きには至っていな

い  

 

 【諸外国における取

組】 

・ 使用者の自主的取

組 を 尊 重 す る 例

（イギリス） 

・ 政府調達企業への

雇用状況報告等の

提出義務付け・審

査 を 実 施 す る 例

（アメリカ） 

・ 雇用状況報告書等

の作成を義務付け

る例（フランス・

スウェーデン） 

等様々であり、女性の

登用状況も様々  

 

 【検討に当たり留意

すべきこと】 

(1) ポジティブ・アク

ションは職業生

活と家庭生活の

両 立 支 援 や 採

用・登用の基準の

明確化等男女双

方を対象とした

幅広い、多様な手

法が含まれてい

ることについて

の一層の理解の

促進が重要 
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 た場合、均

等法第９条

の特例措置

の扱いを検

討する必要 

・ 特例措置の

検討に当た

っては我が

国の女性の

置かれた状

況に十分留

意すること

が必要   

 率低下や労働不能

の場合の取扱いに

ついての対応は、

様々 

・ 産休からの復帰に

おいて、原職又は

原職相当職への復

帰を求めるのが大

勢  

 

 【検討に当たり留意

すべきこと】 

(1) 諸外国では解雇以

外の不利益取扱い

も規制 

(2) 育介法とのバラン

スがとれたものと

なる必要 

(3) 産休後に原職又は

原職相当職復帰を

求めることも合理

性ありと考えられ

る 

(4) 産休中の評価につ

いては最高裁判決

の趣旨を踏まえつ

つ社会的コンセン

サスの形成が必要 

等   

・ ポジティブ・アクションも

ともに集団に与える不合

理な障壁を是正する目的

を有するが、間接差別は違

法という評価を受けるも

の 
  

 

【諸外国における状況】 

・ 各国とも違法性の判断方法はほ

ぼ同様であるが、実際の適用状況

はかなりの違い  

 

 【検討に当たり留意すべきこと】 

(1) 諸外国においては、間接差別に

ついて何らかの形で法規制を行

っている状況 

(2) いわゆる結果の平等とは異なる

こと等、間接差別法理の理解の

徹底が必要 

(3) どのようなものが間接差別に該

当するかについて、あらかじめ

イメージを示し、予測可能性を

高め、法的安定性を高めること

が必要 

(4) 間接差別に該当しない場合でも

ポジティブ・アクションの積極

的な推進により機会均等の実質

化のための取組が広く行われる

ことが望まれる   

(2) 規制的手法によ

れば、一定の成果

が上がることが

期待される一方、

企業・行政のコス

トも伴うことか

ら、費用対効果を

上げる工夫が必

要 

(3) 奨励的な手法で

実効性を持たせ

るには、企業への

インセンティブ

付与の工夫、特に

企業トップに理

解させる仕組み

の在り方が重要 

(4) 女性のチャレン

ジを阻む社会制

度・慣行の見直し

も必要で、そのた

めには、様々な分

野においてポジ

ティブ・アクショ

ンが着実に実施

されることも重

要   

 

↓ 

上記４つの検討課題は雇用の分野における男女の均等取扱いを図る上で重要であ

り、いずれも前向きな対応が望まれる。 
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男女雇用機会均等政策研究会報告書 
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１ はじめに  

 昭和 60 年の男女雇用機会均等法の成立により、雇用の分野で女性に対する差別的取扱い

を規制する法律が誕生してから、本年は 20 年目に当たる。男女雇用機会均等法制定以来、

企業の雇用管理はもとより、男女平等に対する社会の意識には大きな変化が見られたが、平

成 9 年の法改正においては、それまで努力義務規定であった募集・採用や配置・昇進も含

め女性に対する差別が禁止され、また、女性に対する優遇措置も原則禁止とされるなど、そ

の後も雇用の分野における男女の均等取扱いの徹底が図られてきたところである。 

 しかしながら、この間、諸外国では雇用の分野における男女の均等取扱いの問題に関し、

更なる法制の進展が見られており、我が国においては、男女雇用機会均等法が女性に対する

差別のみを禁止する法制であって性差別を禁止する法律にはなっていないこと、妊娠・出産

についてはこれを理由とした解雇の禁止のみの規定となっていること、いわゆる間接差別に

ついての概念の明確化がなされず対応がなされていないこと、女性の職域拡大や登用を推進

するポジティブ・アクションの更なる進展が求められていることなど、なお課題が残されて

いる。 

 これらの点については、平成 9 年に改正男女雇用機会均等法が国会で審議された際の附

帯決議や平成 12 年に策定された男女雇用機会均等対策基本方針でも指摘しているところ

である。  

 

 本研究会は、これらの課題を検討するために、平成 14 年 11 月に発足し、これまで 15

回にわたり、議論を重ねてきた。 

 ここでは、 

・ 男女双方に対する差別の禁止 

・ 妊娠・出産等を理由とした不利益取扱い 

・ 間接差別の禁止 

・ ポジティブ・アクションの効果的推進方策 

の 4 つの事項について雇用の場における男女均等の実現をどう促進していくのかという観

点に立って整理を行った。これら 4 つの事項はそれぞれが重要な事項であるとともに相互に

関連し合っているところがある。 

 現在、我が国が置かれている様々な状況の中で、男女が共にその持てる力を十分に発揮で

きるような社会の構築は労働者個人にとっても、企業にとっても、また、社会にとっても極

めて重要な課題と考えるが、その実現を図る上でこれらの 4 つの事項についてはいずれも前

向きな対応が望まれる。今後、本報告書を受けて、労使を始め関係者の活発な議論を経て

適切な対応、措置が講じられることを願うものである。  
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２ 男女双方に対する差別の禁止  

（1）  検討の経緯 

 現行男女雇用機会均等法は、女性に対する差別を禁止することにより、雇用の分野に

おける男女の均等取扱いを確保しようというものである。その背景としては、実態とし

て雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保という観点から問題となって

いるのは、女性に対する差別であるということがある。このことはひとり我が国だけの

事情ではなく、女性が男性に比べ不利な扱いを受ける事例は世界的に見られ、それが故

に女性に対する差別を撤廃するために国際連合で採択された女子差別撤廃条約など、歴

史的にも国際的にも女性に対する差別を撤廃することにより男女平等の実現を希求す

る取組が展開されてきた経過がある。 

 したがって、男女雇用機会均等法の制定当初は、男性と比較して女性により多くの機

会が与えられていることや、女性が有利に扱われていることについては、法が直接関与

するところではないとしてきたところである。しかし、平成 9 年の改正により、女性の

職域の固定化や男女の職務分離をもたらしているとして、女性に対する優遇措置を原則

として禁止し、その結果、反射的効果として男性に対する差別も禁止されることになり、

男女平等の徹底に向けた進展が図られている。 

 一方、海外に目を転じると、本研究会において行った諸外国の調査の結果を見ても、

性に基づく差別について法律の規定の仕方としては、イギリスのように女性に対する差

別の禁止を男性にも準用するという規定の例を含め、いずれも性差別それ自体を禁止し

ており、先進諸国では概ね男女双方を対象に差別を禁止している状況にある。また、平

成 11 年に成立した男女共同参画社会基本法や平成 14 年に通常国会に提出された「人

権擁護法案」においては男女双方を対象としており、実態面においても、なお厳しい雇

用情勢の下で、募集、採用を中心に男性からの差別の相談が都道府県労働局等に寄せら

れるようになってきている。 

 女性に対する差別の禁止にとどまらず男女双方に対する差別を禁止するかどうかと

いう問題は、現行の男女雇用機会均等法が女性に対する差別を禁止することを目的とす

るものであることから、法の基本理念に直接関係する問題であり、法体系全体に影響を

及ぼすものであるが、改正男女雇用機会均等法の施行から 5 年が経過した現在、改めて、

この問題の意義について整理することが必要と考える。 

 言うまでもなく、現在においてもなお男女の雇用機会均等の確保の観点から見て、よ

り問題であるのは女性に対する差別であるということは変わっていない。仮に女性に対

する差別の禁止を男女双方に対する差別の禁止とする場合、これがどのような意義を有

するのかについて、特に女性に対する差別問題に関してどのような影響を与えるかとい

う視点で見ていく必要がある。 
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（2）  女性に対する差別禁止を男女双方に対する差別禁止とする意義 

 女性に対する差別禁止を男女双方に対する差別禁止とする意義としては、まず、法律

上、性差別の理念が明確になることが挙げられよう。 

 すなわち、女性に対する差別の禁止は、そもそも「女性」という属性に基づく不合理

な差別を禁止するものであるところ、女性に対する差別の禁止のみである限り、女性に

ついてのみの保護というような福祉的な色彩をもって受け止められることも避けられ

ないであろう。男女双方に対する差別を禁止することはこうした福祉的な色彩から脱却

し、職業上の能力等他の合理性のある根拠に基づき処遇するという考えを明確に打ち出

すことを意味しよう。 

 次に、賃金格差の縮小を始め、実質的な男女平等の推進に資するということも挙げら

れる。男女双方に対する差別を禁止し、男女双方に等しく性差別に関する法的救済措置

が適用されることになれば、女性、男性に偏りのある職種において今よりも双方が参入

しやすくなり、その結果、男女間の職域分離の是正が進むとともに、賃金を含む男女間

の格差の縮小が図られることが期待される。 

 この他、男性に対する差別を禁止することが明確化されることにより、性差別の問題

が男性の側から共感を得られ易くなり、そのことが女性に対する差別の是正にとり促進

的に働くことも期待される。現行男女雇用機会均等法においては、女性に対する優遇措

置を原則として禁止し、その結果、反射的効果として男性に対する差別も違法とされる

にとどまるが、これが直接的に男性に対する差別を禁止し、男性も女性と同じように救

済されるということになれば、男性も性差別の問題を女性だけの問題ではなく、自らの

問題として捉え直すきっかけとなることになろう。そしてそのことを通じ、男性の側の

理解と共感が得られ易くなることはこの問題の解消に向けた取組の環境としてプラス

に働くことが期待される。 

 

（3）  男女双方に対する差別の禁止と女性労働者に係る特例措置との関係 

 男女雇用機会均等法は原則として「女性のみ」や「女性優遇」を含め、女性に対する

差別を禁止しているところであるが、同法第 9 条は、事業主が雇用の分野における男女

の均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善することを目的として「女

性のみ」や「女性優遇」の措置を行うことは法違反とはならないこととしている。 

 仮に男女雇用機会均等法において、男女双方に対する差別を禁止することとした場

合、同法第 9 条に規定する特例措置について、職種等に性の偏りがある場合には男性も

その対象とするのかどうか、また、男性もその対象とする場合には、特例措置として許

容される範囲について現在女性に対して許容しているものと同じ範囲とするのかにつ

いても検討を行う必要がある。 

 すなわち、調査を行った諸外国では、いずれも男女双方に対する差別を禁止した上で
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性差別に関する過去の経過などを踏まえて暫定的に一方の性に対する他方の性につい

ての優遇措置を規定している、あるいは規定していないまでも裁判では認められている

が、例えば、EU、イギリス、スウェーデンでは、男女双方について明文規定でこれを

許容しているのに対し、フランスやドイツにおいては、優遇措置は女性についてのみ明

文規定で許容している等その在り方は一様ではない。また、男女双方に対して優遇措置

を許容する国においても、その内容については、イギリスのように、明文規定で、ある

職務について一方の性が皆無か比較的少数の場合に、その仕事に関し、一方の性にのみ

訓練において便宜を図ることや応募を奨励することを認める等一定の範囲に限定して

いる国もあれば、EU のように、より広範な取組を許容している例もある（参照：資料

１）。 

 このような特例的な優遇措置は、もともとは、固定的な性別役割分担意識や過去の経

緯から女性が男性と均等な取扱いを受けてこなかったという状況の改善を図るために、

政策的に暫定的な措置として実施されてきたものである。したがって、男女双方に対す

る差別の禁止や特例措置の在り方を検討する場合には、我が国の女性の置かれた状況、

特に男女間格差の現状に十分留意して検討が進められる必要がある。 

 

 

３ 妊娠、出産等を理由とする不利益取扱い  

（1）  検討の経緯 

 妊娠・出産は女性のみが担う機能であり、特別な保護を必要とする場合が多いが、こ

の点についての手当てが十分でないと男女の雇用機会均等の実質は確保できない。ま

た、少子・高齢化が進展する中にあって、働く女性が妊娠、出産に伴い不利益を専ら負

担するという在り方は望ましくなく、女性が働きながら安心して子供を産み育てること

ができる環境の基盤を整備する上でもこの問題を検討することは重要なことと考える。 

 近年、我が国では妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い事案が増加の傾向にある。

例えば、全国の都道府県労働局に持ち込まれた男女雇用機会均等法に係る個別紛争解

決の援助の申し立てのうち、解雇事案は平成 12 年度には 69 件であったが平成 15 年

度には 123 件となり、そのうちの約 8 割を妊娠・出産等を理由とする解雇が占めてい

る。また、解雇に限らず、妊娠を告げたところ、不利益な配置転換を求められたり、パ

ートタイムへの身分変更を強要された等の相談事案が寄せられている。 

 労働基準法及び男女雇用機会均等法においては、母性保護の観点から産前産後休業

等や母性健康管理措置の定めが置かれているところであり、男女雇用機会均等法第 8

条においては妊娠、出産又は産前産後休業の取得を理由とした解雇が禁止され、労働

基準法第 19 条においては産前産後休業中及び産前産後休業後 30 日間の解雇禁止規定

が設けられているが、解雇以外の局面について規制する規定はない。 
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 一方、育児・介護休業法においては育児休業申出をしたこと又は育児休業をしたこと

を理由とする不利益な取扱いを禁止する規定が設けられているところである。その結

果、妊娠し、産前産後休業を取得した女性の場合、産前産後休業取得後に職場復帰し

ようとする場合と、育児休業後に職場復帰しようとする場合とで、規定上、差が生じて

いる。  

 

 ここでは妊娠・出産に関連する不利益取扱いについては、一般の性差別とは異なり、

実際に職務遂行ができない場面や、能率の低下を伴う場面が想定されることを踏まえ

て、以下のように場合分けをして、検討を行った（以下まとめて「妊娠、出産等を理由

とする不利益取扱い」という。）。 

・ 妊娠・出産したこと自体を理由とする不利益取扱い 

・ 妊娠・出産に起因する症状による能率低下・労働不能を理由とする不利益取扱い 

・ 産前産後休業を取得したこと又は取得しようとしたことを理由とする不利益取扱い 

・ 母性保護措置（産前産後休業以外）や母性健康管理措置を受けたこと又は受けよう

としたことを理由とする不利益取扱い 
 

 

（2）  我が国における裁判例の動向 

 先述のように現行法制上、妊娠・出産等を理由とした不利益取扱いについては解雇の

禁止に関する規定しか設けられていないが、裁判例においては、解雇以外の局面に関す

る事案も見られる。最高裁判例としては、産休取得を理由とした不利益取扱いについて、

日本シェーリング事件（平成元年 12 月 14 日 最高裁判決）、学校法人東朋学園事件

（平成 15 年 12 月 4 日 最高裁判決）があり、いずれも労務を提供しなかった部分に

応じた賃金の減額等は許容されるとしても、法律上の権利行使を抑制し、法律が労働者

に権利を保障した趣旨を実質的に失わせるような不利益な取扱いは許されないと判示

している。  

 

■ 日本シェーリング事件（平成元年 12 月 14 日 最高裁判決） 

 「賃上げは稼働率 80％以上の者とする」旨の労使間協定に関し、年次有給休暇、

生理休暇、産前産後の休業、育児時間、労働災害による休業ないし通院、同盟罷

業等による不就労を含めて稼働率を算定するとの取扱いについて問題となった事

件。労働基準法又は労働組合法上の権利に基づく不就労を稼働率算定の基礎とし

ている点は、労働基準法又は労働組合法上の権利を行使したことにより経済的利益

を得られないこととすることによって権利の行使を抑制し、ひいては各法が労働者

に各権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものというべきであるから公序に反

するものとして無効とされた。 
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■ 学校法人東朋学園事件（平成 15 年 12 月 4 日 最高裁判決） 

 賞与の支給要件として、支給対象期間の出勤率を 90％以上とし、出勤率の算定

に当たり、産後休業日数及び育児のための勤務時間短縮措置を受けた時間を欠勤

日数に算入するとの取扱いについて問題となった事件。労働者が産前産後休業をし

た期間ないし育児のための勤務時間短縮措置を受けた期間を出勤として取り扱う

かどうかは原則として労使の合意に委ねられているが、本件 90％条項により、賞

与を一切支給しないとすることは、その経済的不利益の大きさと 90％という数値

から見て、労働基準法や育児休業法がこれらの権利を保障した趣旨を実質的に失わ

せるものというべきであるから、公序に反するものとして無効とされた。 

■ 住友生命保険事件（平成 13 年 6 月 27 日 大阪地裁判決／平成 14 年 12 月 大

阪高裁和解成立） 

 女性従業員に対し、既婚女性は、産前産後休業、育児時間、年次有給休暇など

を取得するので、労働の質、量が大きくダウンする、家族的責任の負担が仕事の制

約となるという特有の諸事情があるとして、一律に低く査定し昇給させなかったこ

とについて問題となった事件。労働基準法は、産前産後休業や育児時間など労働基

準法上認められている権利の行使による不就労を、そうした欠務のない者と同等に

処遇することまで求めているとはいえないが、その権利を行使したことのみをもっ

て、能力が普通より劣る者とするなど、低い評価をすることは、労働基準法の趣旨

に反する。さらに、労働基準法の権利行使による不就労を理由として、一般的に能

力の伸長がないものと扱うことは許されないとされた。 
 

 

（3）  諸外国における妊娠・出産等を理由とした不利益取扱い 

 今回調査を行った諸外国の法制について類型化して示すと、次のように整理すること

ができる（参照：資料２）。 

(1)  妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いは、性差別として規制し、産休等を母性

保護措置としては設けない。性差別であるかどうかを判断するに当たっては、疾病

等により同様の労働能力又は労働不能の状態にある労働者を比較対象としている

例。 

【アメリカ】（妊娠差別禁止法、家族医療休暇法） 

 妊娠・出産又は関連する医学的な状態を理由とする労働者の雇入れの拒否は、

労働者がその職務の主要な機能を果たすことができる限り、原則として性差別と

なる。 

 また、妊娠・出産又は関連する医学的状態に影響を受けている女性は同様の労

働能力又は労働不能の状態にある他の者と同じ扱いを受けなければ性差別とさ

れる。 
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 なお、家族医療休暇法に基づき、出産や病気、育児や介護について 12 ヶ月で

12 週間の休暇取得が可能であるが、同休暇終了後は、原職又は原職と賃金その他

労働条件が同等の職に復帰する権利を有する。 

(2)  妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いを性差別として規制。産休等母性保護措

置を設け、当該母性保護措置については、性差別に該当しないものとして取り扱う

とともに、産休を取得しても不利にならないよう措置する例。 

【EU】（雇用、職業訓練、昇進へのアクセス並びに労働条件についての男女均等待

遇原則の実施に関する指令、妊娠中及び出産直後又は授乳期の女性の安全衛生改

善促進措置の導入に関する指令） 

 妊娠又は出産に伴う女性に対する不利な待遇は、性差別として規定し、禁止し

ている。母性保護措置も規定し、性差別には該当しないものとして取り扱う。産

休を取得した女性は、産休明けに休暇中に受けられたであろう労働条件の改善の

恩恵を受ける権利及び産休明けに原職又は原職と労働条件が同等の職に復帰す

る権利を有する。 

 産休以外の母性保護措置を受けたことに係る不利益取扱いの禁止については、

賃金の保障についての規定はあるものの、労働条件の改善の恩恵を受ける権利と

いった産休に規定されている保護と同程度の保護までは規定されていない。 

(3)  妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いを性差別とは別途に規制。産休等母性保

護措置を設けるとともに、産休を取得しても不利にならないよう措置する例。 

【イギリス】（雇用権利法） 

 妊娠・出産、産休を取得したこと又は取得しようとしたことを理由とするあら

ゆる不利益取扱いを禁止している。通常産休を取得した女性は休暇前の職務に復

帰する権利を有し、追加産休を取得した女性は休暇前の職務又は妥当な別の職務

に復帰する権利を有する。通常産休を取得した労働者は、休暇を取得しなかった

場合に適用されたはずの雇用条件（賃金を除く）の利益を受ける権利を有し、義

務を負う。 

 産休以外の母性保護措置を受けたことに係る不利益取扱いの禁止については、

賃金の保障についての規定はあるものの、休暇を取得しなかった場合に適用され

たはずの雇用条件の利益を受ける権利を有するといった産休と同程度の保護まで

は規定されていない。 

【フランス】（労働法典） 

 雇用の拒否、試用期間中の労働契約解除、一定の配置転換に当たり、妊娠して

いることを考慮すること、及び妊娠中、産休期間中、産休期間満了後 4 週間の間

に労働契約を解除することを禁止している。産休終了時には、自動的に自分の職

に復帰し、当該職が無くなっている場合には、同等の報酬を伴う類似の職が提供
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される。産休の期間は、勤続年数を基にした被用者が有する諸権利の決定に当た

っては、実働期間としてみなされる。 

 産休以外の母性保護措置を受けたことに係る不利益取扱いの禁止については、

賃金の保障等についての規定はあるものの、勤続年数を基にした被用者が有する

諸権利の決定に当たって、休暇の期間を実働期間とみなすといった産休と同程度

の保護までは規定されていない。 

 

 上記から各国共通に見られる特徴を大まかにまとめると以下のとおりとなる。  

・ 妊娠・出産等に基づく不利益取扱いについて規定の仕方、内容に差はあるものの、

いずれも解雇以外の不利益取扱いについても規制している。 

・ 妊娠・出産に関して特別な保護を行っていないアメリカにおいても、能率低下・労

働不能状態を伴わずに単に妊娠していることのみを理由とした不利益な取扱いは禁

止している。 

・ 妊娠・出産に起因する症状による能率低下や労働不能の場合の取扱いについては、

差別又は不利益と判断する際の比較の対象を、疾病等により同様の能率低下、労働

不能にある男性に置く例から、妊娠・出産をしておらず、能率低下、労働不能に陥

っていない労働者に置く例まであり、対応は一様ではない。 

・ 産休についてはこれを制度として有する国においては、産休を取得したことにより産

休を取得しない男女労働者に比べて処遇面で不利にならないように何らかの措置を

設けており、特に産休からの復帰において、原職又は原職相当職への復帰を求める

のが大勢である。 

・ 産休以外の母性保護措置を受けたことに係る不利益取扱いの禁止については、賃金

の保障についての規定はあるものの、その他については必ずしも産休と同程度の保護

までは規定されていない。 
 

 

（4）  我が国において妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いを検討するに当たって留意す

べきこと 

 妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いを検討するに当たっては、以下の点に留意す

る必要がある。 

(1)  今回調査を行った諸外国においては、妊娠・出産等に基づく不利益取扱いについ

て解雇以外の不利益取扱いについても規制していること。 

(2)  育児・介護休業法において、育児休業の申出をし、又は育児休業をしたことを理

由とした不利益取扱いを禁止していることとのバランスがとれたものとなる必要が

あること。 

(3)  現行規定上は、産前産後休業の取得は保障されているが、不利益取扱い一般を禁
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止する規定はない。産前産後休業は休業期間が長期にわたるものではなく、かつ、

産後休業については強制休業という性質であること、さらには諸外国の法制の動向

を踏まえれば、原職又は原職相当職への復帰を求めることも合理性はあると考えら

れること。 

(4)  産前産後休業期間中の評価は、休業をしなかった者とのバランスをどう考えるか

という問題があり、仮に休業期間中、休業しない労働者と同様に扱うことを法律上

義務付けることとすれば、女性が男性に比べ、より一層コストの高い労働力となる

ことを印象づけ、妊娠する可能性の高い女性の採用を企業が敬遠することにならな

いかという懸念がある。一方で、我が国においては、疾病とは異なり、妊娠・出産

に関しては法による保護がなされており、産前産後休業と一般の疾病等による労働

不能とで保護に差を設けることにも合理性があるとも言える。また、裁判例におい

ては、法が権利を保障した意義を失わせるほどの不利益を課すことは、違法・無効

とするという判断が出されている（6 頁日本シェーリング事件、学校法人東朋学園

事件、住友生命保険事件参照。）。これらを踏まえれば、今後、裁判例の趣旨を周

知するとともに、それを超えた保護をすべきか否かについて、議論を重ね、社会的

コンセンサスを形成していくことが必要であること。 

(5)  産前産後休業以外の母性保護措置、母性健康管理措置を受け、又は受けようとし

たことを理由とした不利益取扱いについても(4)と同様と考えられること。 

(6)  妊娠・出産に起因する症状による能率低下・労働不能を理由とした不利益取扱い

についても考え方は(4)と同様と考えられる。今後裁判例の動向に注視する必要があ

るが、少なくとも一般の疾病より不利に扱われるべきではないと考えられること。 
 

 

４ 間接差別の禁止  

（1）  検討の経緯 

 平成 9 年の改正男女雇用機会均等法により雇用の各ステージにおける女性に対する

差別が禁止されることにより、男女間で異なる取扱いをすることは、法律上例外として

許容されるもの以外は許されなくなった。しかしながら、必ずしも意図的な差別である

とは言えず、一見男女間で異なる取扱いをしていると言えないものの中にも、女性が不

利となる制度や運用は存在しており、このようなケースについては現行の規制では対応

が困難な場合がある。 

 こうした問題の存在は平成 9 年の改正男女雇用機会均等法を検討した際にも認識さ

れ、諸外国の法制の例にあるように間接差別概念を取り入れるべきとの議論もなされた

が、その概念自体が必ずしも明確でなく、具体的にどのようなものが該当するのかにつ

いての共通理解が必要であったことから法案には盛り込まれず、その後の国会審議にお

いて、附帯決議に今後の検討課題として盛り込まれた経過がある。そして間接差別につ
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いては、昨年夏に、我が国が批准している女子差別撤廃条約に基づき設置された女子差

別撤廃委員会の審査において指摘を受けたことから、益々注目されるようになってき

た。 

 今後、これらの、現行の規制では対応が困難となっている問題に対処していくために

は、既に間接差別法理が導入されている諸外国の運用について整理することにより間接

差別という概念を明確化するとともに、我が国において、具体的にどのようなものが違

法な差別に該当するのかについてのイメージを示すことが必要である。 

 

（2）  間接差別の概念 

 一般的に、間接差別とは、外見上は性中立的な規定、基準、慣行等（以下「基準等」

という。）が、他の性の構成員と比較して、一方の性の構成員に相当程度の不利益を与

え、しかもその基準等が職務と関連性がない等合理性・正当性が認められないものを指

すと理解できる。 

 ヨーロッパでは、「間接差別（indirect discrimination）」と称されていることが多

いが、初めてこの概念が登場したのは、アメリカにおける 1971 年の Griggs 事件連邦

最高裁判決であり、1964 年公民権法第 7 編（以下「第 7 編」という。）の解釈として、

「差別的効果（disparate impact）法理」が確立した。この差別的効果法理は、裁判例

の蓄積を経て、1991 年には第 7 編に規定が追加されている。 

 一方、アメリカにおいて生成、発展した差別的効果法理の概念はヨーロッパに渡り、

間接差別と呼ばれるようになった。EU の均等待遇に関する 76 年指令や各国国内法に

おいて規定が設けられ、やはり裁判例の集積を通じて徐々に具体的なイメージが形成さ

れてきたものである（以下、アメリカの「差別的効果法理」を含め、「間接差別」と呼

ぶこととする）。 

 我が国においては、現在までのところ間接差別法理に立って判断された裁判例は雇用

の分野には見出せない。家族手当に関して、男女同一賃金の原則を定めた労働基準法第

4 条違反が争われた日産自動車家族手当事件、勤務地限定、非限定を基準とした賃金の

差について同じく労働基準法第 4 条違反が争われた三陽物産事件等はあるものの、いず

れも間接差別を認めたものと断定することはできない。しかし、雇用の分野ではないも

のの、平成 14 年に大阪高裁で判決が下された被災者自立支援金請求事件においては、

阪神・淡路大震災の被災者自立支援金の世帯主被災要件が世帯間差別及び男女差別を

招来し、かつ、それらの差別に合理的理由を見出すことができず、公序良俗に違反する

と判示されており、今まで明白に取り上げられなかった形態の差別を認めたものとし

て、今後の動向が注目される。  

 

■ 日産自動車家族手当事件（平成元年 1 月 26 日 東京地裁判決／平成 2 年 8 月 東
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京高裁和解成立） 

 親族を実際に扶養している世帯主である従業員に対し家族手当を支給するとし、

「世帯主」とは、住民票上の世帯主ではなく、現実・実質的に親族を扶養している

者とし、共働き夫婦の場合については、いずれか収入額の多い方とするとの取扱い

がなされている家族手当支給規程について問題となった事件。共働き夫婦による分

割申請を認めず支給対象者を 1 人に絞ることはやむを得ず、本件家族手当が生活

補助費的性質が強い事実に鑑みると、家族手当を実質的意味の世帯主に支給する

ことやいずれか収入の多い方に支給することは明確かつ一義的な運用であり不合

理なものとはいえない。本件規程よりも優れた規程ないし運用もあり得るが、本件

規程が不当なものでない以上、本件方式を採用するか否かは会社の裁量に属するも

のであって、当該会社において妻より夫の方が収入の多い家庭が多数を占め、それ

がために家族手当の支給対象の多くが夫即ち男性に限られていたとしてもやむを

得ない。したがって、本件規程および運用基準は労働基準法 4 条及び民法 90 条違

反とはならず、女子従業員を不当に差別したものでもないとされた。  

■ 三陽物産事件（平成 6 年 6 月 16 日 東京地裁判決／平成 7 年 7 月 東京高裁和

解成立） 

 非世帯主及び独身の世帯主か、勤務地域限定の労働者には所定の本人給を支給

せずに、26 歳の年齢給が適用されるとの賃金規程を定め、男性に対しては全員勤

務地域無限定とし、非世帯主及び独身の世帯主である女性に対しては勤務地域限

定であるとして給与を据え置いたことが問題となった事件。(1)被告会社が世帯

主・非世帯主の基準を設けながら、実際には男子従業員については非世帯主又は独

身の世帯主であっても、女子従業員とは扱いを異にし、一貫して実年齢に応じた本

人給を支給してきていること、(2)一般論として、勤務地域の限定・無限定の基準

の制定及び運用が男女差別といえるものでない限り、何ら違法とすべき理由はない

が、被告会社においては、男子従業員には勤務地無限定、女子従業員には勤務地

限定と記入した勤務地確認票を送付していたこと、(3)男子従業員であっても必ず

しも営業職に就くとはいえず、営業職についても広域配転の割合は微々たるもので

あると認められることから、当該基準は、真に広域配転の可能性がある故に設けら

れたものではなく、女子従業員の本人給が男子従業員のそれより一方的に低く抑え

られる結果となることを容認して制定され運用されてきたものであるから、労働基

準法 4 条の男女同一賃金の原則に反し、無効とされた。  

■ 被災者自立支援金請求事件（平成 14 年 7 月 3 日 大阪高裁判決／確定） 

 阪神・淡路大震災からの早期復興のための各般の取組を補完することなどを目的

とした民法上の財団法人として設立された被告が、被災者自立支援金支給の要件

を大震災から 3 年半経過した基準日時点に世帯主である者が被災していることと
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とする世帯主被災要件を設けたことが問題となった事件。一般に、結婚した男女が

世帯を構成する場合、男性が住民票上の世帯主となることが圧倒的に多いという社

会的実態においては、当該要件は女性を男性よりも事実上不利益に取り扱う結果と

なる。また、世帯主自ら大震災に被災しているが、大震災後に同一世帯を構成する

に至った他の世帯主構成員は被災していない場合と、世帯主は被災していないが、

大震災後に同一世帯を構成するに至った他の世帯構成員が被災している場合とで、

生活再建を図る困難さにおいて、後者の場合にのみ、本件自立支援金の受給資格を

失わせることを合理的とするだけの差があると認めることは困難である。本件世帯

主被災要件は、世帯間差別及び男女間差別を招来するものであり、かつ、それらの

差別に合理的理由を見出すことができず、被告が世帯主被災要件を定めたことは、

政策的・技術的要請に基づく裁量権を逸脱・濫用したものと考えられ、公序良俗に

違反し無効とされた。 

 

 間接差別概念の基本的考え方は各国ほぼ共通であるが、間接差別の概念を他の概念と

の比較で整理すれば、以下のとおりとなる。 

(1)  いわゆる直接差別との関係 

 我が国の法律においては男女雇用機会均等法も含め、およそ直接差別と間接差別

という切り口で整理・制定されているものはない。しかし、既に法概念として定着

している諸外国の法制の例から見れば、いわゆる直接差別は性に基づく取扱いの違

いに着目する概念であるのに対し、間接差別は外見上は性中立的な基準等が男女に

与える影響の違いに着目し、かつ差別意図の有無は問わないという相違がある。 

(2)  いわゆる結果の平等との関係 

 間接差別法理導入の目的は、一方の性に対して不利益を与える不必要かつ不合理

な障壁を取り除き、実質的に機会の均等を確保することにある。 

 間接差別は、格差の存在が前提になるものの、問題となっている基準等に職務と

の関連性や業務上の必要性などの合理性が認められれば差別とはならないもので

あり、格差の存在自体を問題とし、労働者の意欲や能力にかかわらず数値上の平等

という結果自体を直接の目的とするようないわゆる結果の平等とは明らかに異な

る。 

(3)  ポジティブ・アクションとの関係 

 ポジティブ・アクションには、女性のみを対象とする、あるいは、女性を有利に

扱う取組のみならず、男女双方を対象とした取組として、女性が事実上満たしにく

い採用・登用基準を見直したり、女性の勤続年数の伸長を図ることを目的として職

業生活と家庭生活との両立支援施策を推進する等の取組も含まれるものであるが、

後者については、女性という集団に与える不合理な障壁の是正を図るものであると
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いう点で、間接差別法理と同様の目的を有しているという共通点がある。 

 しかし、問題となっている基準等が間接差別であるとされた場合は、違法という

評価を受けるものであるのに対し、ポジティブ・アクションは違法という評価を受

けず、より望ましい状態に向けた雇用管理等の改善を図るというものであり、効果

が異なる。また、それゆえ、ポジティブ・アクションの取組の対象は、間接差別に

おけるよりも広範な内容が含まれる。 
 

 

（3）  諸外国における間接差別法理の状況 

 今回調査を行った諸外国の間接差別に係る規定や適用状況は資料３のとおりである。

法律上規定されている違法性の判断方法は、各国ともほぼ同様の手法となっており、原

則として、一応どのような事案についても間接差別法理の俎上に載りうる仕組みとなっ

ている。しかしながら、アメリカでは、既存の法律との関係等により、間接差別法理が

適用されない事案があったり、また、各国の置かれた状況がそれぞれ異なること等から、

実際の間接差別法理の適用状況については、国によってかなりの違いがある。なおフラ

ンスでは、法において間接差別法理を導入した時期が 2001 年であるということもあり、

具体的な適用例は把握されていない。 

(1)  ある基準等が一方の性に与える不利益の有無の判断基準 

(ⅰ)  アメリカ 

 アメリカにおいては、平等雇用機会委員会（EEOC）の労働者選考手続きに

関する統一ガイドラインにおいて、一定の選考手続きにおけるあるグループ（人

種・性等）の成功率が最も成功率の高いグループの 5 分の 4 を下回る場合は、

その選考手続きは、一般的に差別的効果があると判断されることとなっており、

裁判所の判断にも影響を与えている。ただし、必ずしも裁判所を拘束するもの

ではない。 

(ⅱ)  EU 

 欧州司法裁判所においては、定まった判断基準はなく、具体的な判断は各国

の裁判所に委ねるものとしている。 

(ⅲ)  イギリス 

 イギリスにおいては、定まった判断基準はなく、具体的な判断は労使が参加

する個々の雇用（労働）審判所が行い、個別の事案によって不利益の有無の判

断が様々である。 
 

(2)  (1)に関し、不利益があると判断された場合の当該基準等の合理性・正当性に関す

る使用者の抗弁 
 

(ⅰ)  アメリカ 

 アメリカにおいては、使用者が「当該行為が職務関連性や業務上の必要性に
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合致していること」を証明しなかった場合には、使用者の行為は、差別的効果

に基づく違法な雇用慣行とされる。また、上記を証明した場合であっても、原

告がそれに代わる別の方法が存在することを証明したのに対し、使用者がその

採用を拒否した場合には、差別的効果に基づく違法な雇用慣行となる。 

(ⅱ)  EU 

 EU においては、使用者が「当該規定、基準又は慣行が、正当な目的によっ

て客観的に正当化され、その目的を実現する手段が適切かつ必要であること」

を証明しない限り、間接差別が存在しているものとされる。 

(ⅲ)  イギリス 

 イギリスにおいては、使用者が「当該規定、基準又は慣行が性別に関係なく

正当であること」を立証できない場合、女性（男性）に対する差別を行ったも

のとされる。 

 なお、上記(1)（ⅲ）における不利益の有無の判断と同様、具体的な判断は雇

用（労働）審判所が行うこととされているが、使用者の必要性と差別的効果の

程度とのバランスで判断される傾向がある。 

 (3)  取扱い事案の特徴 

(ⅰ)  アメリカ 

 採用・昇進に関する事案が多く、解雇は少ない。 

 賃金については、同一賃金法が、男女間の格差が「性別以外の要素」による

ものであれば違法でないと定めており、第 7 編の下でも、同一賃金法により是

認されている場合は違法な雇用慣行とならないとされていることから、賃金格

差問題への差別的効果法理の適用は事実上否定されている。 

 真正な先任権制度（雇用上の様々な権利や利益について勤続年数を基準にし

て優先順位を決める方法であって、差別的意図がないもの）により生じた雇用

条件の差異については、第 7 編において違法な雇用慣行とならないと規定して

いることから、適用された例は把握されていない。 

 また、パートタイム労働者や家族的責任の有無等に係る事項が間接差別とさ

れた例は把握されていない。 

(ⅱ)  EU 

 各国から EU 指令との関係において欧州司法裁判所における先行判断を求め

られる立場であるが、パートタイム労働者に関する賃金を含めた処遇格差事案

が多い。 

(ⅲ)  イギリス 

 シングルマザーやパートタイム労働者など社会的な問題や家族的責任等に

関わる事案が多い。 
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（4）  我が国において間接差別を検討するに当たって留意すべきこと 

 我が国において間接差別を検討するに当たっては、以下の点に留意する必要がある。 

(1)  今回調査を行った諸外国においては、間接差別について、規定の仕方は異なるが、

何らかの形で法規制を行っている状況にあること。 

(2)  間接差別法理の理解を徹底する必要があること。間接差別についての関心が高ま

ってきたとはいえ、現状においては同概念については未だ正確な理解がなされてい

ない。例えば、間接差別は結果の平等であるとの指摘や批判である。実際のところ、

具体的な事例を引用し、これが間接差別であるとされる記述を見ると、性中立的な

基準等について職務関連性や業務上の必要性など合理性・正当性があれば差別には

ならないということの説明が欠けているものがある。本来、間接差別法理とは、不

必要・不合理な障壁を取り除き、実質的に機会の均等を確保することにその意義が

あるところ、とりわけ、いわゆる結果の平等とは異なるものであることについての

理解が広くなされることが間接差別法理についての冷静な議論を進める上で重要で

ある。 

(3)  不必要・不合理な障壁の除去という間接差別法理の効果に鑑みれば、あらかじめ

どのようなものが間接差別に該当する可能性があるかについて、イメージを示し、

予測可能性を高め、法的安定性を高めることが必要であること。間接差別の具体的

なイメージは諸外国においては裁判例の集積により徐々に形成されてきたという経

過がある。しかし、裁判になってみなければ差別であるかどうか分からないという

のでは労働者にとっても使用者にとっても様々な意味で負担が少なくない。違法状

態が生じないようあらかじめ見直しが促され、また、早期に是正が図られることが

重要であり、実際にどのような場合が間接差別に該当するのかということについて

共通理解が得られていることが必要であろう。 

(4)  仮に間接差別に該当しない場合であっても機会の均等の実質化のための取組はポ

ジティブ・アクションの積極的な推進により広く行われることが望まれること。間

接差別法理導入の意義は、不必要・不合理な障壁を取り除き、実質的に機会の均等

を確保することにあるものであり、違法な差別に該当すれば是正が図られるべきこ

ととなるが、違法な差別には該当しない場合においてもポジティブ・アクションの

中でこうした見直しが積極的になされることが期待されるものである。 
 

 

（5）  間接差別として考えられる例 

 本研究会では間接差別として考えられる典型的な事例についてイメージを示すため、

これまで様々なところで間接差別に該当するのではないかと指摘されたものを中心に、

若干追加をした事例について検討を加えた。その結果は次の(1)から(7)に示すとおりで

ある。 
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 間接差別に該当するかどうかについては、いずれの事例においても、実際には個別具

体的な事案ごとに事実認定を行い、判断していくものである。 

 また、外見上性中立的な基準等が一方の性に不利益を与えるか否か及び当該基準等の

合理性・正当性に関する使用者の抗弁について、総合的に判断を行うものであることに

留意すべきである。 

 なお、(2)、(4)、(6)、(7)については、女性に不利益を与えることとなる基準等の適用

を受けることについては、職業に関する当該女性自らの意思や選択に基づく結果である

という点で他と異なっており、これを差別の俎上に載せることは性別役割分担等現状の

固定化につながる懸念もあることから、そもそも間接差別の俎上に載せるべき事案では

ないのではないかとの意見も根強かったが、仮に俎上に載せた場合にはどのような場合

に間接差別となりうるのかについて整理したものである。  

 

【間接差別として考えられる例】  

(1)  募集・採用に当たって一定の身長・体重・体力を要件としたことにより、女性の

採用が男性に比べ相当程度少ない場合において、当該基準等の合理性・正当性に関

する以下のような使用者の抗弁が認められない場合。 

・  従事する職務の遂行に当たって一定の身長・体重又は体力を必要とする等、職

務関連性があること 

・  他の方法によって身長・体重・体力を補うことが困難である、又は機械を購入

する等の、より一方の性に不利とならない他の方法を採用すると使用者に過大な

負担を生じること 等 
 

(2)  総合職の募集・採用に当たって全国転勤を要件としたことにより、女性の採用が

男性に比べ相当程度少ない場合において、当該基準等の合理性・正当性に関する以

下のような使用者の抗弁が認められない場合。 

・  全国に支店・支社等がある場合であって、異なる地域の支店・支社で管理者と

しての経験を積むこと、生産現場の業務を経験すること、地域の特殊性を経験す

ること等が幹部としての職務能力の育成・確保に必要であること 

・  組織運営上全国転勤を伴う人事ローテーションを行うことが必要である等業

務上の必要性があること 

・  実際の運用に当たっては、転勤をする時点において個々の労働者の状況に配慮

する等労働者の不利益を緩和する措置を講じていること、またそのことが労働者

に周知されていること 等 
 

(3)  募集・採用に当たって一定の学歴・学部を要件としたことにより、女性の採用が

男性に比べ相当程度少ない場合において、当該基準等の合理性・正当性に関する以

下のような使用者の抗弁が認められない場合。 
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・  実際に従事する職務の遂行に当たって一定以上の学歴の者が有すると期待さ

れる教養・知識や特定の学部で修得される専門知識を必要とする等の職務関連性

があること 

・  他の方法によってこれらの教養・知識を有しているか否かを判断することが困

難である、又はより一方の性に不利とならない他の方法があったとしても当該方

法を採用すると使用者に過大な負担が生じること 等 
 

(4)  昇進に当たって転居を伴う転勤経験を要件としたことにより、昇進できる女性の

割合が相当程度男性よりも少ない場合において、当該基準等の合理性・正当性に関

する以下のような使用者の抗弁が認められない場合。 

・  昇進後の職務が、異なる地域の支店・支社での管理者としての経験、生産現場

の業務の経験、地域の特殊性の経験等を必要とすること 

・  当該企業において人事ローテーション上転居を伴う転勤が必要な場合であっ

て、組織運営上、転居を伴う転勤を経験した者に対して、一定の処遇を与えるこ

とにより、企業内のモラルを維持することが必要である等の業務上の必要性があ

ること 

・  実際の運用に当たっては、転勤をする時点において個々の労働者の状況等に配

慮する等労働者の不利益を緩和する措置を講じていること、また、そのことが労

働者に周知されていること 等 
 

(5)  福利厚生の適用や家族手当等の支給に当たって住民票上の世帯主（又は主たる生

計維持者、被扶養者を有すること）を要件としたことにより、福利厚生の適用や家

族手当等の支給を受けられる女性の割合が男性に比べ相当程度少ない場合におい

て、当該基準等の合理性・正当性に関する以下のような使用者の抗弁が認められな

い場合。 

・  原資に制約があることから、福利厚生の適用や家族手当等の支給の対象を絞る

ことが制度の目的や原資の配分上合理的であること 

・  より一方の性に不利とならない他の方法が存在しない、又はより一方の性に不

利とならない方法があったとしても当該方法を採用すると使用者に過大な負担

が生じること 等 
 

(6)  処遇の決定に当たって正社員を有利に扱ったことにより、有利な処遇を受けられ

る女性の割合が男性に比べ相当程度少ない場合において、当該基準等の合理性・正

当性に関する以下のような使用者の抗弁が認められない場合。 

・  正社員とパートタイム労働者の間で職務の内容や人材活用の仕組みや運用な

どが実質的に異なること 等 

 （※総合職と一般職との間の処遇の違いについても同様。） 
 

(7)  福利厚生の適用や家族手当等の支給に当たってパートタイム労働者を除外したこ
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とにより、福利厚生の適用や家族手当等の支給を受けられる女性の割合が男性に比

べ相当程度少ない場合において、当該基準等の合理性・正当性に関する以下のよう

な使用者の抗弁が認められない場合。 
 

・ 人材活用の仕組みや運用、労働者の定着への期待などが実質的に異なること 

・ 原資に制約があり、当該福利厚生の適用や家族手当等の支給の対象を絞ること

が制度の目的や原資の配分上、合理的であり、より一方の性に不利とならない

他の方法が存在しない、又はより一方の性に不利とならない方法があったとし

ても当該方法を採用すると使用者に過大な負担が生じること 等 

 

５ ポジティブ・アクションの効果的推進方策  

（1）  検討の経緯 

 我が国においては、固定的な性別役割分担意識や過去の経緯から処遇面で男女間の事

実上の格差が残っているケースが少なくなく、例えば UNDP（国連開発計画）の GEM

（ジェンダー・エンパワーメント測定）を見ても女性の活躍の状況は十分とは言えない。

登用、職域などの面で男女労働者の間に事実上生じている格差は、女性労働者に対する

差別を禁止した規定を遵守するだけでは解消はできないため、男女雇用機会均等法にお

いては第 20 条で事業主がこのような差の解消を目指して女性の能力発揮の促進につい

てそれぞれの状況に応じて具体的に取り組む場合に国が相談・援助を行うことができる

旨規定している。 

 また、近年、明白な差別は是正されつつあるが、個々人の意識や企業内部の意思決定

の構造等に起因する男女の処遇差は、一律的な方法で解消するのは困難である。このよ

うな問題に対しては個別に規制を加えていくことは実際上不可能であり、また適切とも

考えられず、むしろ個々の企業の置かれた状況に応じ、将来に向けた前向きな取組であ

るポジティブ・アクションによることが適切と考えられる。さらに、ポジティブ・アク

ションによってこうした状況を改善していくことは、女性がより能力を発揮して働くこ

とを促進し、企業のイメージアップや生産性向上にも資するものであるとの指摘もなさ

れている。 

 このように、ポジティブ・アクションについては積極的な推進が望まれるところであ

るが、平成 12 年度の女性雇用管理基本調査によれば、ポジティブ・アクションに取り

組んでいる企業の割合は、5000 人以上規模企業では 67.7％であるものの、企業規模計

では 26.3％と 4 社に 1 社という状況である。現在、我が国ではポジティブ・アクショ

ンの普及のため、女性の活躍推進協議会の開催、均等推進企業表彰やベンチマーク事業

など各種の施策を展開しており、企業側においても積極的な取組がなされ始めるなど、

その意義や必要性についての理解は進みつつあると見られるが、なお大きな広がりを持

った動きには至っていない状況にある。 
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（2）  諸外国におけるポジティブ・アクションの取組 

 今回調査を行った諸外国において行われている主要な手法を整理すると、以下のとお

りである（参照：資料４、５）。 

(1)  使用者の自主的取組を尊重する例 

 あくまで国がポジティブ・アクションを積極的に奨励していることが前提となる

が、自主的取組を尊重していても女性の登用が進んでいる例としてはイギリスが挙

げられる。一方、ドイツについては民間について EU の方針に従い周知を行ってい

るものの、女性の登用はあまり進んでいない。 

【イギリスの例】 

 政府がパンフレット等を作成し、積極的に推進している。教育制度の改革によ

り女性のキャリア志向が高まったことや企業の両立支援施策の充実が女性の活躍

推進に結びついたとの指摘や、オポチュニティ・ナウ（注）に代表される企業ト

ップが女性の活躍推進に積極的に関わる組織の活動が活発であることが女性の登

用に結びついたとの指摘がある。オポチュニティ・ナウについては現在イギリス

の女性の労働力の 4 分の 1 以上をカバーする広がりをもった活動になっているが、

その背景としてオポチュニティ・ナウへの参加により売上げ増加など良い影響が

出ていることも指摘されている。 

（注）  オポチュニティ・ナウ 

 1991 年に活動が開始され、2000 年にオポチュニティ 2000 から現在の

オポチュニティ・ナウに名称が変更された（加盟数 365（2004 年 3 月現

在））。調査、ベンチマーキング（毎年会員に対し実施する会員企業各社

の女性登用に関する自己診断（部門、産業ごとの比較が可能）のため行う

調査）、表彰の実施と、ベストプラクティス（女性の登用のための優れた

取組）の収集・情報提供を行っている。 
 

(2)  政府調達企業への雇用状況報告及び改善のための計画の提出義務付け及び審査

を実施する例 

【アメリカの例】 

 一定数以上の労働者を雇用し、一定規模以上の政府契約を締結する事業主等

に、女性の活躍状況に関する統計的分析（労働力構成の分析、目標の設定等）及

び計画の実施方法に関する記述を盛り込んだ改善のための計画を毎年作成し、目

標を達成することが求められるとともに、必要に応じて、労働省連邦契約遵守局

（OFCCP）に提出することが求められる。この手法については、一定の効果が上

がっている一方、企業においては毎年実態把握や計画を策定しなければならず、

政府も審査体制を整えなければならない等、各々コストを伴っており、企業が計
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画の審査を意識した結果、数合わせに走る傾向が見られる等の指摘もある。 

 なお、アメリカでは政府調達企業以外の一般の企業についてはポジティブ・ア

クションに取り組むかどうかは自由であるが、女性やマイノリティーの能力発揮

促進等の見地から、自発的にこれを実施している企業も少なくない。政府もベス

トプラクティスの普及に努めており、また、カタリスト（注）のように、専門家

集団を擁して啓発や調査研究、人材紹介など企業の自主的な取組を支える民間団

体の活動が活発である。 

（注）  カタリスト 

 1962 年に設立された会員数 311 の NPO（2004 年 5 月現在）。女性がビ

ジネス・職業において能力を最大限に発揮できるようにすること、企業が女

性の才能を十分に活用できるようにすることを目的として、出版、調査研究、

助言制度、企業役員会への援助、カタリスト賞の授与などの活動を実施。 
 

(3)  雇用状況報告書又は／及び改善のための計画書の作成を義務付けする例 

【フランスの例】 

 一定規模以上の民間企業について雇用状況報告の作成、企業委員会等（注）へ

の提出を義務付け、同報告書に基づき、労使の協議により男女職業平等計画を策

定することが想定されており、模範的な男女職業平等計画等に対して財政援助を

行うこととされている。また、最近になって（2001 年）、企業内の義務的年次

交渉において、男女間の職業上の平等を取り上げることが義務付けられている。 

 助成金はあまり利用されていないものの（政府と男女平等契約を締結し、これ

に基づき職業訓練等を実施した企業を助成する制度の利用は年 3～4 件、中小企

業を対象に労使が合意した計画に政府が支援する制度で助成を受けた企業は 30

社程度など）、女性の登用は進みつつある。 

（注）  企業委員会等 

 企業委員会等とは次を指す。 

・  従業員 50 人以上の企業が設置を義務付けられている企業委員会 

・  従業員 10 人以上の企業で選任を義務付けられている従業員代表 

・  従業員 50 人以上の企業に設置される組合代表 
  

【スウェーデンの例】 

 10 人以上規模の民間企業について男女平等計画（労働条件、採用等の実態把

握と取組計画、実施状況を含む）の策定を義務付けているほか、オンブズマンに

よる審査制度もある。公務部門と比較して、民間部門の女性の登用はあまり進ん

でいないと受け止められている。 
  

 

（3）  我が国においてポジティブ・アクションの効果的推進方策を検討するに当たって留意
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すべきこと 

 ポジティブ・アクションを効果的に進める手法を検討するに当たっては、以下の点に

留意する必要がある。 

(1)  ポジティブ・アクションは、いわゆるクォータ制（割当制）のような手法のイメ

ージも強いが、職業生活と家庭生活の両立支援施策や採用・登用の基準の明確化と

いった男女双方を対象とする措置など幅広い、多様な手法が含まれていることにつ

いて、今一層の理解を進めることが重要であること。 

(2)  ポジティブ・アクションには、雇用状況報告の作成や、雇用状況の改善のための

計画の策定を義務付ける等の規制的手法もあり、これらによれば、一定の成果が上

がることが期待される一方、企業及び行政それぞれにコストを伴うことからどのよ

うに費用対効果を上げるかの工夫が必要であること。 

(3)  (2)のような規制的な手法によらず奨励的な手法において実効性を持たせるため

には、企業へのインセンティブ付与の工夫が必要であり、特に企業トップに必要性

を理解させる仕組みの在り方が重要であること。例えば近年、社会的責任投資が注

目されてきているが、ポジティブ・アクションを推進することによって、投資家や

消費者からの評価が得られることや有能な人材を確保できることは、インセンティ

ブとなるものと考えられる。それを可能とするためには、客観的な基準による認定

など外部からの評価が透明化される仕組みやそうした評価をアピールする仕組みが

求められると考える。また、諸外国におけるオポチュニテイ・ナウやカタリストの

ような活発な民間団体の存在もポジティブ・アクションの普及には重要である。 

(4)  意欲と能力のある女性の活躍を推進するには、女性のチャレンジを阻む社会制

度・慣行の見直しも必要不可欠であり、そのためには、個々の企業の取組だけでな

く、様々な分野においてポジティブ・アクションが着実に実施されることも重要で

あること。 
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諸外国における性差別禁止に係る規定等（概要） 

 アメリカ EU イギリス フランス ドイツ スウェーデン 日本 

雇用に
おける
性差別 
禁止の
根拠法 

 公民権法第７編 
 
※多様な条項を含
む 1964 年公民権法
中に、第７編として
雇用差別の禁止に
ついての条項を設
けた形態。 

雇用、職業教育及び
昇進へのアクセス
並びに労働条件に
おける男女均等待
遇原則の実現のた
めの指令（男女均等
待遇指令）
（76/207/EEC） 
 
※雇用、職業におけ
る差別の禁止につ
いて定めた指令。 

性差別禁止法 
 
※雇用の分野に加
えて、教育、物品・
施設・サービスの供
与、広告に関する性
差別まで禁止する
網羅的な法律。公的
部門にも適用され
る。 

労働法典 
 
※労働関係の諸規
制が定められた 
労働法典の中に性
差別禁止の規定 
を設ける形態。 

民法典 
 
※民法の中に性差
別禁止の規定を設
ける形態。 

機会均等法 
 
※労働生活におけ
る男女の機会均等
について定めた法
律。 

男女雇用機会
均等法 
 
※雇用の分野
の女性差別禁
止等に関する
法律。 

男女双
方に対
する禁
止規定
か 

【男女双方に対す
る差別禁止型】 

【男女双方に対す
る差別禁止型】 

【女性に対する差
別禁止の男性に対
する準用型】 

【男女双方に対す
る差別禁止型】 

【男女双方に対す
る差別禁止型】 

【男女双方に対す
る差別禁止型】 
 
※ただし、１条にお
いて、法の目的は男
女の平等促進であ
るが、特に女性の諸
条件の改善を目指
すとしている。 

【女性差別の
み禁止型】 

性差別
を禁止
する根
拠規定 

法 703 条(a)「以下
の行為は、使用者の
違法な雇用慣行と
する。(1)人種、皮膚
の色、宗教、性別、
または出身国を理
由として、個人を雇
用せず、その雇用を
拒否し、解雇するこ
と、あるいは雇用に

指令 2 条１ 「以下
の条項において、均
等待遇の原則と
は、・・・直接的ま
たは間接的ないか
なる性差別もない
ことを意味する。」
（1976 年） 

・法 1 条(1)「本法の
すべての規定の目
的に関し、いかなる
場合においても以
下の行為を行った
者は、女性に対する
差別を行ったもの
とする。」 
・法 2 条(1)「女性に
対する性差別に関

法 123 条-1「・・何
者も以下のことを
行うことはできな
い。・・・性別・・
に基づいて異なっ
た選択基準に準拠
したり、性別・・を
考慮することによ
って、採用を拒否し
たり、給与生活者に

法 611 条 a(1)「使用
者は・・・雇用契約
の設定、昇進、職務
上の指示、解雇を行
う場合に、性を理由
として不利益に扱
ってはならない。 
・・・」（1980 年） 

法 15 条第１項「使
用者は、求職者また
は労働者を、同様の
状況にある他方の
性別の者よりも不
利に取り扱っては
ならない。ただし使
用者が当該不利益
取扱いが性別に関
係がないことを証

法 6 条他「・・
労働者が女性
であることを
理由として、
男性と差別的
取扱いをして
はならない。」
（1997 年） 
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関する報酬、期間、
条件または特典に
ついて、差別待遇を
行うこと。(2)・・性
別・・を理由として、
個人の雇用機会を
奪い、奪う可能性の
ある方法で被用者
または就職応募者
を制限、分離、類別
すること、あるいは
被用者たる地位に
不利益を及ぼすこ
と。」（1964 年） 

する・・規定は、男
性に対する取扱い
に関しても同様に
適用されるべきも
のと解釈し・・」
（1975 年） 

転勤を命じたり、労
働契約の更新を拒
否したり、取り消し
たりすること・・。」
（1983 年） 

明した場合はこの
限りではない。」
（2000 年） 

ポジテ
ィブ・ 
アクシ
ョン 
(P・A)
を許容
する根
拠規定
等 

○法令に明文の規
定なし。 
※裁判所について
は公民権法 706 条
(g)に基づき、差別に
対する救済措置と
してアファーマテ
ィブ・アクション
（A・A）を命ずる
ことができる。 
 
○連邦最高裁は公
民権法第７編の趣
旨に合致すること
を認め、一定の範囲
内で許容。 
○EEOC ガイドラ
インに規定。 
・A・A の実施が適
切な場合として、(1)

○欧州共同体設立
条約 
 職業生活の慣行
における男女の完
全な均等待遇を確
保するために、均等
待遇原則は、加盟国
が、より少数の性に
属する者が職業活
動を追求すること
を容易にし、または
職業経歴における
不利益を防止しも
しくは保障するた
めに、特別の便宜を
提供する措置を維
持しまたは採用す
ることを妨げるも
のではない。（条約
141 条 4 項）（1997

○性差別禁止法 
 限定的に、過去 12
ヶ月間に、グレー
ト・ブリテンにおい
て当該性の者でそ
の仕事を行う者が
全くいないか比較
的少数の場合にお
いて、女性または男
性にのみ、(1)その職
務に適合するのに
役立つ訓練施設の
利用を認めること、
(2)職務を行う機会
の利用を奨励する
こと等の場合のみ、
許容される。（法 47
条他） 

○労働法典 
 法 123 条-1,123
条-2 の規定は、男女
の機会、とくに女性
の機会に影響する
事実上の不平等を
是正して平等を確
立するために、女性
に対してのみとら
れる暫定的措置の
実施を妨げるもの
ではない。 
（法 123 条-3）
（1983 年） 

○民間部門を対象
とした明文の規定
なし。 
 
○公務部門を対象
としたものとして、
「連邦行政機関及
び連邦裁判所にお
ける女性の雇用促
進並びに家庭と職
業の両立のための
法律」（1994 年） 
 女性はこの法律
の基準に基づき、適
正、能力および専門
の仕事についての
優位を考慮して、雇
用を促進される。
個々の部門で雇用
されている女性が

○機会均等法 
・P.A に対しては差
別禁止を適用しな
い。（法 15 条 2 項）
（2000 年） 
・使用者はその活動
の枠内で、職業生活
における男女平等
を促進するために、
目標に向けた努力
を行う。（法 3 条）
（1991 年） 
・使用者は教育訓
練・能力開発その他
適切な措置により、
各職種における男
女比および異なる
職種間の男女比を
均等にするよう努
力する。（法 7 条）

○男女雇用機
会均等法 
 事業主が、
雇用の分野に
おける男女の
均等な機会及
び待遇の確保
の支障となっ
ている事情を
改善すること
を目的として
女性労働者に
関して行う措
置を講ずるこ
とを妨げな
い。（法 9 条）
（1997 年） 



 

－
6
3
－
 

 アメリカ EU イギリス フランス ドイツ スウェーデン 日本 

不利な影響を生じ
させている慣行の
存在、(2)過去の差別
的慣行の影響の存
続、(3)過去の排除を
原因とする登用可
能な層の不足 
・A・A の手順とし
て、(1)合理的な自己
分析と、(2)これに基
づく合理的な根拠
に基づく計画の下
での合理的な行動、
(3)さらにそれが文
書化されているこ
とが必要。 

年） 
 
○男女均等待遇指
令 
 加盟諸国は、実際
に男女の完全な均
等待遇を目的とし
て、欧州共同体設立
条約 141 条(4)の意
味する範囲内の施
策を維持または採
用することができ
る。（指令 2 条 8 項）
（2002 年） 
※2002 年改正前の
2 条 4 項 
「・・女性の機会に
影響を及ぼす既存
の不平等を排除す
ることにより、男女
の機会均等を促進
する措置を妨げる
ものではない・・」 

男性よりも少数で
ある限り、決められ
た基準目標に即し
て女性の割合を高
めることも雇用促
進の目的である。男
性並びに女性のた
めの家庭と職業の
両立も同様に促進
すべきものである。
（法 2 条） 

（1991 年） 
・使用者は、求人に
際して男女両者が
応募できるように
努力するものとす
る。（法 8 条）(1991
年） 
・使用者は、ある特
定の職種あるいは
あるカテゴリーの
労働者の中で性の
偏りがある場合に
は、少ない性の応募
者を採用するよう
努力する。（法 9 条）
(1991 年） 
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諸外国における妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いに係る規定等（概要） 

 アメリカ EU イギリス フランス ドイツ 日本 

根拠法令 ○妊娠差別禁止法（PDA）
（公民権法第７編 701 条
(k)）（1978 年） 
○家族医療休暇法（FMLA）
（1993 年）  
※FMLA の適用対象となる
使用者は、州際通商に従事
又は影響を与える活動を行
う 50 人以上の労働者を雇
用する使用者であり、対象
労働者は、12 ヶ月以上雇用
され、直近の 12 ヶ月に
1250 時間以上勤務した労
働者。 

○男女均等待遇指令（改
正 76 指令）（2002 年） 
○妊娠中及び出産直後
又は授乳期の女性の安
全衛生改善促進措置の
導 入 に 関 す る 指 令
（ 92/85/EEC 指 令 ）
（1992 年） 

○ 雇 用 権 利 法
（1996 年）及び
1999 年出産及び
育 児 休 暇 等 規 則
（2002 年規則に
より改正） 

○労働法典 ○母性保護法 
（1997 年） 

○男女雇用機会均
等法（1997 年） 
○労働基準法 
（1947 年） 

妊娠・出産等を理
由とした不利益
取扱いと性差別
の関係 

○妊娠・出産及び関連する
医学的状態に基づく差別
は、性に基づく差別とされ
る。（公民権法第７編 701
条(k)第１文前半） 
 →公民権法第７編 703 条 
 
┌
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ 
│ 
│ 
│ 
│ 
│
│
│
│ 

 
(a)以下の行為は使用者
の違法な雇用慣行とす
る。 
(1)人種・・性別・・を理
由として、個人を雇用せ
ず、その雇用を拒否し、
解雇すること、あるいは
雇用に関する報酬、期
間、条件または特典につ
いて、差別待遇を行うこ
と、あるいは 

○指令 92/85/EEC の
範囲内の、妊娠又は出産
に伴う女性に対する不
利な待遇は、本指令の範
囲内の差別に相当する
こととする。（改正 76
指令２条７） 
 
┌ 
│ 
│ 
│ 
│
│
│ 
│ 
│ 
│ 
│ 
│ 
└ 

 
→改正 76 指令第２

条 
１・・待遇平等の
原則とは、直接的
または間接的ない
かなる性差別もな
い こ と を 意 味 す
る。  

※性差別禁止法に
は「妊娠・出産を
理由とした」とい
う文言が入ってい
ないため、雇用権
利法に基づいて不
当性を判断。（英
政府からのヒアリ
ング） 
※EOC は、妊娠・
出産に関連した理
由による不利益取
扱いは直接性差別
に な る と し て い
る。 

※ 性 差 別 で は な
く、妊婦に対する
差別（仏政府から
のヒアリング） 

※妊娠・出産を理
由とする解雇から
の保護と差別禁止
は 別 体 系 で あ る
が、妊娠を理由と
する不利益取扱は
性を理由とする直
接 性 差 別 と さ れ
る。 

○女性であること
を理由とした差別
ではなく、妊娠・
出産に対する不利
益取扱い。（解釈
通達） 
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(2)人種・・性別・・を理
由として、個人の雇用機
会を奪い、奪う可能性の
ある方法で被用者また
は就職応募者を制限、分
離、類別すること、ある
いは被用者たる地位に
不利益を及ぼすこと。 

○妊娠・出産又は関連する
医学的状態により影響を受
けている女性は、福利厚生
を含むすべての雇用に関連
する条件において、同様の
労働能力又は不能力の状態
にある他の者と同じ取扱い
を受けなければならない。
（公民権法第７編 701 条
(k)第１文後半） 

妊娠・ 
出産 、 
産休 
取得を 
理由 
とした 
不利益 
取扱い 

募集・ 
採用 

○妊娠・出産及び関連する
医学的状態に基づく差別
は、性に基づく差別とされ
る。（公民権法第７編 701
条(k)第１文前半、703 条
(a)） 
○妊娠・出産又は関連する
医学的状態により影響を受
けている女性は、福利厚生
を含むすべての雇用に関連
する条件において、同様の
労働能力又は不能力の状態
にある他の者と同じ取扱い
を受けなければならない。 
（公民権法第７編 701 条
(k)第１文後半） 

○指令 92/85/EEC の
範囲内の、妊娠又は出産
に伴う女性に対する不
利な待遇は、本指令の範
囲内の差別に相当する
こととする。（改正 76
指令２条７）  
 
（参考裁判例） 
○妊娠女性に対する法
律上の就業制限を理由
として妊娠女性を期間
の定めのないポストに
雇用することを拒絶す
ることは許されない。
（ マ ー ル ブ ル ク 事 件

○妊娠・出産、通
常産休・追加産休
を取得したこと又
は取得しようとし
たことを理由とす
るあらゆる不利益
取扱いの禁止。（法
47 条 C、規則 19
条）  

○使用者は、雇用
の拒否、試用期間
中 の 労 働 契 約 解
除、一定の配置転
換に当たり、妊娠
していることを考
慮に入れてはなら
ない。（法 122 条
-25） 
○使用者の女性労
働者の妊娠状態に
関する情報収集の
禁止。（法 122 条
-25） 

※女性労働者は、
採用に際し、自ら
が妊娠しているこ
とを使用者に告げ
る義務はなく、使
用者からの質問に
答 え る 義 務 は な
い。従事する予定
の業務内容が、妊
娠中の女性の就業
が禁止されている
ものでも同様。 
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○妊娠・出産又は関連する
医学的な状態を理由とす
る、応募者の雇入れの拒否
は、原則として PDA 違反
（EEOC ガイドライン 
29CFR1604. 10） 
○使用者は、労働者がその
職務の主要な機能を果たす
ことができる限り、妊娠し
ている労働者の雇入れ拒否
をしてはならない。（EEOC 
"Facts about Pregnancy  
Discrimination"） 

（独）欧州司法裁判所
2000 年） 

 配置 ○妊娠・出産及び関連する
医学的状態に基づく差別
は、性に基づく差別とされ
る。（公民権法第７編 701
条(k)第１文前半、703 条
(a)） 
○妊娠・出産又は関連する
医学的状態により影響を受
けている女性は、福利厚生
を含むすべての雇用に関連
する条件において、同様の
労働能力又は不能力の状態
にある他の者と同じ取扱い
を受けなければならない。
（公民権法第７編 701 条
(k)第１文後半）  
○非自発的な配置転換は差
別申立の基礎になりうる。
（EEOC からのヒアリン
グ） 
 

○指令 92/85/EEC の
範囲内の、妊娠又は出産
に伴う女性に対する不
利な待遇は、本指令の範
囲内の差別に相当する
こととする。（改正 76
指令２条７） 

○妊娠・出産、通
常産休・追加産休
を取得したこと又
は取得しようとし
たことを理由とす
るあらゆる不利益
取扱いの禁止。（法
47 条 C、規則 19
条） 

○ 合 意 が あ る 場
合、賃金の減額を
伴わない一時的な
配置転換は可能。
（法 122 条-25-1） 
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（参考裁判例） 
○妊娠５ヶ月以降のサービ
ス係のウェイトレスを、他
の収入が減る係に配置する
ことは、PDA 違反。（W＆
O 社事件 2000 年） 

 原職等 
への 
復帰の 
権利 

○使用者は、他の休業の際
と同じ期間だけ、妊娠・出
産による休業の場合に原職
を空けておかなければなら
ない。（EEOC "Facts about 
Pregnancy Discrimination"） 
○家族医療休暇終了後は、
原職又は原職と賃金その他
労働条件が同等の職に復帰
する権利を有する。 
（FMLA104 条(a)(1)） 

○産休を取得した女性
は、産休明けに、原職又
は原職と労働条件が同
等の職に復帰する権利
を有する。（改正 76 指
令２条７） 

○通常産休を取得
した労働者は、休
暇前の職務に復帰
す る 権 利 を 有 す
る。（法 71 条(4) 
(c)、規則 18 条(1)） 
○追加産休を取得
した労働者は、休
暇前の職務又は妥
当な別の職務に復
帰する権利を有す
る。（法 73 条(4) 
(c)、規則 18 条(2)） 
○通常産休からの
復帰の権利は、(1)
休暇を取得しなか
った場合と同様の
年功、年金及び類
似の権利を伴い、
か つ (2) 休 暇 を 取
得しなかった場合
に適用される条件
よりも劣らない条
件であることが必
要。（法 71 条(4)、
(7) 、 規 則 18 条
A(1)(a)（ⅱ）、(b)） 
○追加産休からの

○一時的な配置転
換は、妊娠期間終
了または女性が従
前の職に復帰する
ことが可能な健康
状態となれば、終
了する。産休終了
後就労を再開する
際には、従前の職
に再配置される。
（法 122 条-25-1、
122 条-26） 
○産休後、労働者
は産業医の診察を
受ける利益を享受
する。この診察は、
従前の職への復帰
する能力を回復し
たか、労働条件に
適合するか、場合
によっては何らか
の措置が必要か判
断 す る も の で あ
り、復帰後８日間
の間に行われる。
(規則 241-51) 
※産休の終了時に
は、自動的に自分

○母性保護法に規
定なし。 
※労働法の一般原
則から、労働契約
上あるいは実際に
就業していた職場
と同等の職場への
復 帰 が 保 障 さ れ
る。ただし、使用
者の指揮命令権の
範囲内で、今まで
と異なった職場・
職務への復帰も認
められる。 
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復帰の権利は、(1)
休暇を取得する前
の雇用と取得した
後の雇用が継続し
ていた場合と同様
の年功、年金及び
類似の権利、かつ
(2) 休 暇 を 取 得 し
なかった場合に適
用される条件より
も劣らない条件で
あることが必要。
（法 73 条(4)、(7)、
規則 18 条(2)、18
条 A(1) (a) (ⅰ)） 
○産休中の剰員の
場合は、（通常産
休か追加産休かに
かかわらず）代替
の雇用を提供され
る権利を有する。
（法 74 条(1)、規
則 10 条） 
 
（参考裁判例） 
○金融サービス部
門の秘書をしてい
た女性が、産休復
帰後、異なる部門
の秘書の地位を提
供されたことは、
復帰前の仕事に戻
っ た と 判 断 さ れ
た。（バンクス事

の職に復する。当
該職が無くなって
いる場合には、同
等の報酬を伴う類
似の職が提供され
る。（仏政府から
のヒアリング） 
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件 1994 年） 

 昇進 ○妊娠・出産及び関連する
医学的状態に基づく差別
は、性に基づく差別とされ
る。（公民権法第７編 701
条(k)第１文前半、703 条
(a)） 
○妊娠・出産又は関連する
医学的状態により影響を受
けている女性は、福利厚生
を含むすべての雇用に関連
する条件において、同様の
労働能力又は不能力の状態
にある他の者と同じ取扱い
を受けなければならない。
（公民権法第７編 701 条
(k)第１文後半） 

○指令 92/85/EEC の
範囲内の、妊娠又は出産
に伴う女性に対する不
利な待遇は、本指令の範
囲内の差別に相当する
こととする。（改正 76
指令２条７） 
 
（参考裁判例） 
○産前産後休業を取得
したことにより女性労
働者が年に一度業績査
定を受ける権利を否定
することは、女性を差別
することとなる。（チボ
ー事件（仏）欧州司法裁
判所 1998 年） 

○妊娠・出産、通
常産休・追加産休
を取得したこと又
は取得しようとし
たことを理由とす
るあらゆる不利益
取扱いの禁止。（法
47 条 C、規則 19
条） 

   

 教育 
訓練 

○妊娠・出産及び関連する
医学的状態に基づく差別
は、性に基づく差別とされ
る。（公民権法第７編 701
条(k)第１文前半、703 条
(a)） 
○妊娠・出産又は関連する
医学的状態により影響を受
けている女性は、福利厚生
を含むすべての雇用に関連
する条件において、同様の
労働能力又は不能力の状態
にある他の者と同じ取扱い
を受けなければならない。
（公民権法第７編 701 条

○指令 92/85/EEC の
範囲内の、妊娠又は出産
に伴う女性に対する不
利な待遇は、本指令の範
囲内の差別に相当する
こととする。（改正 76
指令２条７）  

○妊娠・出産、通
常産休・追加産休
を取得したこと又
は取得しようとし
たことを理由とす
るあらゆる不利益
取扱いの禁止。（法
47 条 C、規則 19
条） 
 
（参考裁判例） 
女性の見習い巡査
に対し、かかりつ
け医の危険はない
との所見があるに
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(k)第１文後半） も関わらず、妊娠
を理由として、訓
練から外し、実質
上女性のキャリア
を停止してしまう
ことは、妊娠を理
由とした差別。（タ
ップ事件：雇用審
判所 1998 年） 

 福利 
厚生 

○妊娠・出産及び関連する
医学的状態に基づく差別
は、性に基づく差別とされ
る。（公民権法第７編 701
条(k)第１文前半、703 条
(a)） 
○妊娠・出産又は関連する
医学的状態により影響を受
けている女性は、福利厚生
を含むすべての雇用に関連
する条件において、同様の
労働能力又は不能力の状態
にある他の者と同じ取扱い
を受けなければならない。
（公民権法第７編 701 条
(k)第１文後半） 

○指令 92/85/EEC の
範囲内の、妊娠又は出産
に伴う女性に対する不
利な待遇は、本指令の範
囲内の差別に相当する
こととする。（改正 76
指令２条７） 

○妊娠・出産、通
常産休・追加産休
を取得したこと又
は取得しようとし
たことを理由とす
るあらゆる不利益
取扱いの禁止。（法
47 条 C、規則 19
条） 

   

 解雇 ○妊娠・出産及び関連する
医学的状態に基づく差別
は、性に基づく差別とされ
る。（公民権法第７編 701
条(k)第１文前半、703 条
(a)） 
○妊娠・出産又は関連する
医学的状態により影響を受

○指令 92/85/EEC の
範囲内の、妊娠又は出産
に伴う女性に対する不
利な待遇は、本指令の範
囲内の差別に相当する
こととする。（改正 76
指令２条７） 
○妊娠の開始から産前

○妊娠・出産、通
常産休・追加産休
を取得したこと又
は取得しようとし
たことを理由とす
るあらゆる不利益
取扱いの禁止。（法
47 条 C、規則 19

○妊娠中、産休期
間中、産休期間満
了後４週間の間の
労働契約の解除の
禁止。（妊娠に関
係しない労働者に
よる重大な過失等
に よ る 場 合 を 除

○妊娠中および出
産後４ヶ月までの
女性労働者に対し
て、使用者が解雇
告 知 の 時 点 で 妊
娠・出産を認識し
ていた場合、また
は解雇告知受理後

○婚姻、妊娠、出
産したことを退職
理由として定める
ことを禁止。（均
等法８条(2)） 
○婚姻し、妊娠し、
出産し、産前産後
休業をしたことを
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けている女性は、福利厚生
を含むすべての雇用に関連
する条件において、同様の
労働能力又は不能力の状態
にある他の者と同じ取扱い
を受けなければならない。 
（公民権法第７編 701 条
(k)第１文後半） 
○妊娠・出産又は関連する
医学的な状態を理由とする
労働者の解雇は、原則とし
て PDA 違反。（EEOC ガ
イ ド ラ イ ン 29CFR1604. 
10） 

産後休暇の終了までの
解雇の禁止（労働者の状
況とは関係がない例外
的な場合として国内法
等において容認される
場合を除く。）。 
（92/85/EEC 指令 10
条） 
 
（参考裁判例） 
○産休の代替要員とし
て期間の定めのない雇
用契約を締結していな
がら、採用直後に妊娠し
たために勤務できない
当該女性を解雇するこ
とは性差別となり、雇用
契約の基本的な部分の
遂行が不可能であるこ
とを根拠としても解雇
は正当化されない。（ウ
ェッブ事件（英）欧州司
法裁判所 1994 年） 
○雇用契約が有期であ
れ期間の定めないもの
であれ、妊娠を理由とす
る解雇の差別的な性質
に影響を及ぼさない。
（テレ・デンマーク事件
（デンマーク）欧州司法
裁判所 2001 年） 
○採用後、妊娠している
ことを告げた女性労働
者が、募集の際に妊娠し

条） 
○妊娠・出産、通
常産休・追加産休
を取得したこと又
は取得しようとし
たことを理由とす
る解雇は不当解雇
とみなされる。（雇
用権利法 99 条、規
則 20 条） 
 
（参考裁判例） 
○女性労働者が、
出産休暇復帰後、
出産休暇中の代替
要員と労働時間を
シ ェ ア す る た め
に、度々労働時間
を削減され、退職
に至ったのは、巧
妙な解雇であり、
性差別とされた。
（ギレスピー事件
2002 年） 

く。）（法 122 条
-25-2） 

２週間以内にその
旨を通知された場
合は、解雇告知は
認められない。（法
9 条）ただし、行
政官庁の許可を得
て例外的に特別解
雇をすることは可
能。（法 9 条(3)） 

理由とする解雇の
禁止。（均等法８
条(3)） 
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ていることを報告しな
かったことを理由とし
て解雇されたことにつ
いて、妊娠を理由とする
解雇は性による直接差
別に該当し正当化され
ないとした。（ニールソ
ン事件（デンマーク）欧
州司法裁判所 2001 年） 

 雇止め ○妊娠・出産及び関連する
医学的状態に基づく差別
は、性に基づく差別とされ
る。（公民権法第７編 701
条(k)第１文前半、703 条
(a)） 
○妊娠・出産又は関連する
医学的状態により影響を受
けている女性は、福利厚生
を含むすべての雇用に関連
する条件において、同様の
労働能力又は不能力の状態
にある他の者と同じ取扱い
を受けなければならない。
（公民権法第７編 701 条
(k)第１文後半） 

○指令 92/85/EEC の
範囲内の、妊娠又は出産
に伴う女性に対する不
利な待遇は、本指令の範
囲内の差別に相当する
こととする。（改正 76
指令２条７） 
 
（参考裁判例） 
○ホームヘルパーとし
て有期の労働契約を４
回更新（うち最初の２回
は契約の終了期間が示
されていたが、後の２回
は契約の終了期間が示
されず、後に手紙で終了
日が示される方式）され
た女性が、妊娠を告げた
後、使用者から、契約を
終了される旨告げられ、
契約が終了された事案
について、労働者が妊娠
したために有期契約を
更新しないことは、均等
待遇指令に規定する性

○妊娠・出産、通
常産休・追加産休
を取得したこと又
は取得しようとし
たことを理由とす
るあらゆる不利益
取扱いの禁止。（法
47 条 C、規則 19
条） 

    ○形式的には雇用
期間を定めた契約
であっても、それ
が反復更新され、
実質においては期
間の定めのない雇
用契約と認められ
る場合には、その
期間の満了を理由
として雇い止めを
することは「解雇」
に当たるものであ
ること。（解釈通
達） 



 

－
7
3
－
 

 アメリカ EU イギリス フランス ドイツ 日本 

による直接差別を構成
するとされた。（メルガ
ー事件（スペイン）欧州
司法裁判所 2001 年） 

 賃金 ○妊娠・出産及び関連する
医学的状態に基づく差別
は、性に基づく差別とされ
る。（公民権法第７編 701
条(k)第１文前半、703 条
(a)） 
○妊娠・出産又は関連する
医学的状態により影響を受
けている女性は、福利厚生
を含むすべての雇用に関連
する条件において、同様の
労働能力又は不能力の状態
にある他の者と同じ取扱い
を受けなければならない。
（公民権法第７編 701 条
(k)第１文後半） 
○昇給について、他の一時
的労働不能の労働者と同様
に取り扱わなければならな
い。（EEOC "Facts about 
Pregnancy Discrimination"） 

○指令 92/85/EEC の
範囲内の、妊娠又は出産
に伴う女性に対する不
利な待遇は、本指令の範
囲内の差別に相当する
こととする。（改正 76
指令２条７） 
○産休を取得した女性
は、産休明けに、休暇中
に受けられるはずであ
った労働条件の改善の
恩恵を受ける権利を有
する。（改正 76 指令２
条７） 

○妊娠・出産、通
常産休・追加産休
を取得したこと又
は取得しようとし
たことを理由とす
るあらゆる不利益
取扱いの禁止。（法
47 条 C、規則 19
条） 

   

 産休中 
に取得 
した 
権利等 

○妊娠・出産及び関連する
医学的状態に基づく差別
は、性に基づく差別とされ
る。（公民権法第７編 701
条(k)第１文前半、703 条
(a)） 
○妊娠・出産又は関連する
医学的状態により影響を受

○指令 92/85/EEC の
範囲内の、妊娠又は出産
に伴う女性に対する不
利な待遇は、本指令の範
囲内の差別に相当する
こととする。（改正 76
指令２条７） 
○産休を取得した女性

○妊娠・出産、通
常産休・追加産休
を取得したこと又
は取得しようとし
たことを理由とす
るあらゆる不利益
取扱いの禁止。（法
47 条 C、規則 19

○産休の期間は、
勤続年数を基に被
雇用者が有する諸
権利の決定に当た
っては実働期間と
みなされる。（法
122 条-26-2） 
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けている女性は、福利厚生
を含むすべての雇用に関連
する条件において、同様の
労働能力又は不能力の状態
にある他の者と同じ取扱い
を受けなければならない。 
（公民権法第７編 701 条
(k)第１文後半） 
○健康保険の提供に当たっ
ては、妊娠に関連する健康
状態を他の健康状態と同様
に取り扱わなければならな
い。（EEOC "Facts about 
Pregnancy Discrimination"） 
○先任権の蓄積及び付与、
休暇の計算、昇給及び一時
的障害給付において、他の
一時的労働不能の労働者と
同様に取り扱わなければな
らない。（EEOC "Facts about 
Pregnancy Discrimination"） 
○健康給付については、家
族医療休暇中に勤務を継続
していたならば与えられて
いたはずの内容と同内容で
継続しなければならない。
（FMLA104 条(c)） 
○家族医療休暇から復職す
る労働者は休暇前に有して
いた全ての雇用上の権利を
有する。（FMLA104 条(a) 
(1)） 

は、産休明けに、休暇中
に受けられるはずであ
った労働条件の改善の
恩恵を受ける権利を有
する。（改正 76 指令２
条７） 

条） 
○通常産休を取得
した労働者は、休
暇を取得しなかっ
た場合に適用され
たはずの雇用条件
（賃金を除く）の
利益を受ける権利
を有し、義務を負
う。（法 71 条(4)(a)
及 び (b) 、 規 則 ９
条） 
○追加産休を取得
した労働者は、事
業主の黙示の義務
から生じる利益、
雇用契約終了通知
等に関する雇用条
件から生じる利益
を受ける権利を有
す る （ 法 73 条
(4)(a)及び(b)、規則
17 条）。また、事
業主に対する黙示
の義務及び自己に
よる雇用契約終了
通知等に関する雇
用条件に拘束され
る。（法 73 条(4)、
規則 17 条）。 

○男女均等待遇指
令（改正 76 指令）
の「産休中の労働
条件の改善の恩恵
を受ける権利」が
国内法で担保でき
ているのか否かは
検討中。（仏政府
か ら の ヒ ア リ ン
グ） 

妊娠・出産起因の
症状を理由とし

○妊娠・出産及び関連する
医学的状態に基づく差別

○指令 92/85/EEC の
範囲内の、妊娠又は出産

   ○妊娠・出産に伴
うものであること
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た不利益取扱い  は、性に基づく差別とされ
る。（公民権法第７編 701
条(k)第１文前半、703 条
(a)） 
○妊娠・出産又は関連する
医学的状態により影響を受
けている女性は、福利厚生
を含むすべての雇用に関連
する条件において、同様の
労働能力又は不能力の状態
にある他の者と同じ取扱い
を受けなければならない。
（公民権法第７編 701 条
(k)第１文後半） 
 
（参考裁判例） 
○試用期間中に、妊娠によ
る健康状態の問題から欠
勤、遅刻、早退を繰り返し、
解雇されたことについて、
妊娠以外の理由による労働
者の欠勤を見過ごすのでな
ければ、PDA 違反ではない
とした。（アーミンド事件
2000 年） 

に伴う女性に対する不
利な待遇は、本指令の範
囲内の差別に相当する
こととする。（改正 76
指令２条７） 
○妊娠の開始から産前
産後休暇の終了までの
解雇の禁止（労働者の状
況とは関係がない例外
的な場合として国内法
等において容認される
場合を除く。）。 
（92/85/EEC 指令 10
条） 
 
（参考裁判例） 
○女性労働者が妊娠に
起因する病気が原因の
就労不能により欠勤し
たため、26 週以上病気
のために欠勤する場合
は解雇されると規定さ
れた雇用契約に従い、
（産休取得前であって
も）妊娠中に解雇された
ことは、性差別となる。
（ブラウン事件（英）欧
州司法裁判所 1998 年） 
 
○（産休前とは異なり）
産休後については妊娠
及び出産が原因で生じ
た病気を他の病気と区
別する理由はなく、出産

が通常である症状
により休業を取得
したことを理由と
する解雇は、通常、
労働者が同様の休
業等を取得しても
解雇に至らない場
合には、実質的に
は妊娠・出産を理
由とした解雇とな
る可能性がある。
（解釈通達） 
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１年後に 100 日間の病
休を取得した女性労働
者を解雇した場合、女性
と男性とで取扱いが異
ならない場合、性差別と
はならない。（ヘルツ事
件（デンマーク）1990
年） 

母性保護措置、妊
娠・出産休暇等 

【PDA、EEOC "Facts about 
Pregnancy Discrimination"】 
○他の一時的労働不能の労
働者と同様に取り扱わなけ
ればならない（仕事内容の
軽減、代替的業務の割当、
障害休暇の付与、無給の休
暇の付与等）。 
○健康保険（使用者が提供
する健康保険においては、
妊娠に関連する健康状態
を、他の健康状態と同様に
カバーしなければならな
い。） 
○付加給付（使用者が、休
業中の労働者に何らかの給
付を行っている場合は、妊
娠・出産に関連する状態に
より休業中の労働者に対し
て、同様に給付を行わなけ
ればならない。） 
○先任権等（先任権の蓄積
及び付与、休暇の計算、昇
給及び一時的障害給付にお
いて、他の一時的労働不能
の労働者と同様に取り扱わ

○最低 14 週間の出産休
暇（出産前後の最低２週
間の強制出産休暇を含
む）（92/85/EEC 指令
８条） 
○出産休暇中の雇用契
約に関する権利、賃金の
確保及びもしくは十分
な手当の受給の保障。
（92/85/EEC 指令 11
条） 
 
○妊婦検診のための休
暇を受ける権利の付与
（賃金は全額保証）。
（ 92/85/EEC 指 令 ９
条） 
○使用者は、安全・健康
への危険性、妊娠中・授
乳期の労働者への影響
が明らかな場合、労働条
件、労働時間を一時的に
調整することにより、必
要な措置を講じなけれ
ばならない（労働条件、
労働時間の調整ができ

○通常産休の取得
（出産するすべて
の女性労働者が取
得できる 26 週間
の休暇。強制産休
は出産後２週間）。
（法 71、72 条、
規則 7 条(1)） 
○追加産休の取得
（通常産休をとる
権利を有し、勤続
１年以上の女性労
働 者 が 取 得 で き
る、通常産休期間
終了後 26 週間の
休暇）。（法 73
条、規則 7 条(4)）
○産休中は、法定
出産給付ないし出
産手当が支給。（社
会保障拠出・給付
法 1992 年） 
 
○妊娠した女性労
働者は出産前診察
休暇のため有給の

○産休の取得（第
1 子、第 2 子は産
前６週間、産後 10
週間、第３子以降
は産前 8 週間、産
後 18 週間。なお、
双子の場合、産前
12 週間、産後 22
週間、３つ子以上
の場合、産前 24
週間、産後 22 週
間。）。（法 122
条-26） 
○産休に対する賃
金保障 
○医学的な証明書
により、妊娠・分
娩に起因する病理
状態については、
出産予定日前の２
週間及び出産後の
４週間を限度とし
て、産休の延長。
（法 122 条-26） 
 
○医学的に証明さ

○国籍、既婚、未
婚、フルタイム・
パートタイムに関
係なく、ドイツ国
内において雇用関
係にあるすべての
女性労働者に対し
適用される。（法
１条） 
 
○産前６週間は妊
娠中の女性が意思
表示をした場合の
み就業させること
ができる。（法３
条(2)） 
○産後８週間の絶
対的な就業禁止。
（法６条１項） 
○産前産後保護期
間 中 の 所 得 保 障
（要件を満たす法
定疾病保険加入者
は、法定疾病金庫
による母性手当及
び使用者から付加

○６週間（多胎妊
娠の場合は 14 週
間）の産前休暇、
８週間の産後休暇
（産後は強制。但
し、産後６週間を
経過した女性が請
求し、医師が支障
ないと認めた業務
に就かせることは
差し支えない。）。
（ 労 基 法 65 条
(1)(2)） 
○出産一時金の支
給及び一定の労務
に服さなかった期
間、１日につき標
準報酬日額の６割
に相当する出産手
当金の支給。（健
康保険法 101,102
条） 
 
○使用者は、妊娠
中の女性が請求し
た場合、軽易な業
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れなければならない。） 
 
【FMLA】 
○資格のある労働者に、(1)
子の誕生及び生まれた子の
世話のため、(2)労働者自身
が職務を遂行できないよう
な深刻な健康状態（妊娠に
よって日常生活が不能にな
ること及び産前のケアを含
む）にあるため、(3)労働者
の配偶者、子又は親が、深
刻な健康状態にある場合
に、その世話をするため等
の事由による休暇の権利
（12 ヶ月で 12 週間）の付
与。（法 101 条(b)(1)、102
条(a)(1)(2)） 
※州法によっては、出産休
暇を FMLA とは異なる形
で義務づけているものもあ
る（カリフォルニア州等）。 

ない場合、別の仕事に異
動。別の仕事への異動が
できない場合、必要な全
ての期間、休暇が与えら
れる。）。（92/85/EEC
指令５条） 
○妊娠中・授乳期の労働
者の、安全・健康が冒さ
れるような暴露の危険
の あ る 業 務 の 禁 止 。
（ 92/85/EEC 指 令 ６
条） 
○妊娠中の労働者は、診
断書の提出を条件に、夜
業を行わないことを保
障される（昼間の仕事へ
の転換。それができない
場合は休暇もしくは出
産 休 暇 の 延 長 ） 。
（ 92/85/EEC 指 令 ７
条） 
○92/85/EEC 指令５，
６，７条の場合、労働者
は、賃金の確保、もしく
は十分な手当の受給等
の保障。（92/85/EEC
指令 11 条） 

タイムオフを取る
ことができる。（法
55 条） 
○妊娠、出産、授
乳中の女性が、健
康・安全に有害な
仕事についている
場合には、就業を
中断する権利があ
る（法 66 条）（労
働者は代替の仕事
を提供される権利
を有し、代替労働
が与えられず休職
せざるをえない場
合には、報酬の支
払いを保障）。（法
64 条、68 条）※
性差別禁止法の趣
旨から、妊娠中・
出産後の女性に対
する包括的な就業
禁止規定は存在し
ない（妊娠、出産、
哺育に対し危険性
の高い業務や要素
について政府の広
報資料に示されて
いるが、事業主は
ケースバイケース
で対応。必要に応
じ て 就 業 中 断 措
置。）。 

れた妊娠の状態ま
たは出産直後であ
る 労 働 者 に つ い
て、(1)危険業務に
就いている場合、
雇用主は産業医の
所見を勘案し、他
の職務を提案しな
ければならず、ま
た、(2)夜間労働に
就いている場合、
本人の要求または
産業医の証明によ
り、昼間の職務に
配 置 転 換 さ れ
る。・配置転換は、
産業医の申請書に
より最長１ヶ月の
延 長 が 可 能 で あ
る。この配転によ
り、賃金の減額は
認められない。他
の事業所への配転
については労働者
の同意を必要とす
る。 
（規則 2002-792） 
・夜間業務・危険
業務に就いている
場合、雇用主が別
の職務を提案でき
ない場合、当該労
働者の雇用契約は
産休開始日まで停

給付が支給される
等。）。（法 13
条） 
 
○使用者に対し、
妊娠・授乳期間の
女性労働者に対す
る職場や作業内容
の構成に関する配
慮義務。（法２条） 
○妊娠・授乳期間
中の女性労働者を
著しい肉体的負担
を伴う業務、有害
な影響にさらされ
る業務に就かせて
はならない。（法
４条(1)、６条(3)） 
○使用者は、妊娠
中の女性労働者に
対し、就業の継続
が母体・胎児に危
険を及ぼす可能性
があると医師が診
断した場合、就業
さ せ て は な ら な
い。（法３条(1)） 
○産後数ヶ月は、
医師の診断書によ
り、女性労働者の
体調が労働のため
に完全ではないと
された場合、使用
者は労働能力を超

務に転換しなけれ
ばならない。（労
基法 65 条(3)） 
○使用者は、妊産
婦を危険有害業務
に就かせてはなら
ない。（労基法 64
条の３） 
○妊産婦が請求し
た場合は変形労働
時間制の適用が制
限され、時間外労
働、休日労働、深
夜 業 が 禁 止 さ れ
る。（労基法 66
条） 
○ 育 児 時 間 の 確
保。（労基法 67
条） 
○使用者は、女性
労働者が妊娠中及
び出産後の保健指
導又は健康診査を
受けるための時間
を確保し、指導事
項を守ることがで
きるようにするた
め、勤務時間の変
更、勤務の軽減等
の必要な措置を講
じなければならな
い。（均等法 22、
23 条） 
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止される。労働契
約の停止期間中、
労 働 者 は (1) 雇 用
主により給付され
る補足手当、(2)第
１次的疾病保険金
庫により給付され
る日給手当を受け
る。（法 122 条
-25-1-1、122条-25 
-1-2） 
○妊娠中の女性は
給与を喪失するこ
となく、義務的定
期検診を受診する
ために欠勤する権
利を持つ。(法 122
条 25-3) 
○授乳時間の取得
（子の誕生後１年
間、授乳を行って
いる母親は、労働
時間中の１時間授
乳時間に使うこと
ができる。）(法
224 条-2） 

える就業をさせて
はならない。（法
６条） 
○妊娠・授乳期間
中の女性労働者の
夜間・休日労働の
禁止。（法８条） 
○時間外労働の制
限。（法８条(2)） 
○ 授 乳 時 間 の 保
障。（法７条） 
○就業禁止時の所
得保障（産前産後
の保護期間外で一
般的及び個別就業
禁止により、就業
できず、職務が変
わった場合におい
ても、それまでの
平均賃金を得るこ
とができる。）。
（法 11 条） 
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諸外国における間接差別に係る規定等（概要） 

 アメリカ ＥＵ イギリス ドイツ 

間

接

差

別

に

関

す

る

規

制 

1964 年公民権法第 7 編 703 条(k)(1)

（1991 年改正後） 

 

【703 条(k)(1)】 

 本編の下では、以下のいずれかの

場合には、差別的効果に基づく違法

な雇用慣行となる。 

(i)原告が、ある使用者の行為により

差別的効果が発生することを証明し

たのに対し、使用者が、それが当該

地位における職務と関連性があり、

かつ業務上の必要性に合致している

ことを証明しなかった場合 

(ⅱ)原告が、それに代わる別の方法が

存在することを証明したのに対し、

使用者がその採用を拒否する場合 

均等待遇に関する 76 年指令修正 

（76/207/EEC 指令）（2002/73/EC

指令により改正） 

 

【2 条 2】 

間接差別：外見上は中立な規定、基準又

は慣行が、他の性の構成員と比較して、

一方の性の構成員に特定の不利益を与

える場合。ただし、当該規定、基準又は

慣行が、正当な目的によって客観的に正

当化され、その目的を実現する手段が適

切かつ必要である場合はこの限りでは

ない。 

 

 （参考：1976 年当初の 76/207/EEC

指令の規定） 

【2 条 1】 

均等待遇の原則とは、直接的か又は間接

的であるかにかかわらず性別、特に婚姻

上もしくは家族上の地位に関連した理

由に基づくいかなる差別も存在しては

ならないことを意味するものである。 

 

性差別事件の挙証責任に関する 1997

年 12 月 15 日の理事会指令 

（97/80/EC）  

 

【2 条】 

１ 本指令では、均等待遇原則とは、間

1975 年性差別禁止法 1 条 1(2)(b)、

2 条(1)（2001 年改正後） 

 

【1 条 1(2)(b)】 

本項が適用される規定に関するい

かなる場合においても、以下の行為

を行った者は女性に対する差別を

行ったものとする。 

・当該行為者が男性に対し同様に適

用し、又は適用するであろう以下の

ような規定、基準又は慣行を、女性

に対して適用した場合 

(ⅰ)それにより不利益を受ける女性

の割合が、不利益を受ける男性の割

合よりも相当程度大きく、かつ、 

(ⅱ)当該行為者がその適用される者

の性別に関係なく正当であること

を立証し得ず、かつ 

(ⅲ)その女性に対し、不利益となる

もの 

【2 条(1)】 

この規定は男性にも適用される。 

 

（参考：1975 年当初の性差別禁止

法の規定） 

【1 条 1(1)(b)】 

本項が適用される規定に関するい

かなる場合においても、以下の行為

を行った者は女性に対する差別を

民法第 611 条ａ第 1 項、612

条第 3 項（間接差別についての

明確な規定はないが、解釈によ

って、上記規定に含まれている

と解されている。） 

 

（参考） 

【611 条ａ(1)】 

 使用者は、被用者と約定をな

し、又は労働者に関する措置を

講ずる場合に、特に雇用契約の

設定、昇進、職務上の指示、解

雇を行う場合に、性を理由とし

て不利に扱ってはならない。た

だし、約定や措置が被用者の遂

行する職務の性質に基づき、か

つ、一定の性が当該職務の不可

欠の前提であるときには、性に

よる異なった取扱いが許され

る。紛争が生じた場合に、被用

者が性による不利益取扱いを

推測せしめる事実を疎明した

ときには、使用者は不利益取扱

いが性によらない合理的な理

由に基づくものであること又

はその性が遂行される職務に

とって不可欠の前提をなすも

のであることにつき、立証責任

を負うものとする。 



 

－
8
0
－
 

 アメリカ ＥＵ イギリス ドイツ 

接的にも直接的にも、性別に基づくなん

らの差別もないことである。 

 

２ 第１項で言及した均等待遇原則に

関して、外見上は中立的な規定、基準、

慣行が、一方の性別に属する成員に不均

衡に不利益を与える場合、かかる規定、

基準、慣行が適切かつ必要であり、性別

と関連性のない客観的要素によって正

当化できない限り、間接差別が存在して

いるものとする。 

行ったものとする。 

・当該行為者が男性に対し同様に適

用し、又は適用するであろう以下の

ような要件又は条件を、女性に対し

て適用した場合 

(ⅰ)それに適合し得る女性の割合

が、それに適合し得る男性の割合よ

りも相当程度小さく、かつ 

(ⅱ)当該行為者がその適用される者

の性別に関係なく正当であること

を立証し得ず、かつ 

(ⅲ）女性がそれに適合し得ないが

故に、その女性に対し、不利益とな

るもの 

【2 条(1)】 

 この規定は男性にも適用される。 

【612 条(3)】 

 雇用契約において同一又は

同等とみなされる労働に対し、

性別を理由として、他方の性の

者より低い報酬を約定しては

ならない。被用者の性を理由に

特別な保護規定が適用される

ことは低い報酬の約定を正当

化するものでない。611 条ａ第

１項第３文は準用する。 

間

接

差

別

と

し

て

処

理

さ

れ

る

事

案

の

【取り扱う事案の特徴】 

・採用・昇進に関する事案が多く、

解雇は少ない。 

・賃金については同一賃金法で規定

していることとの関係で適用例はな

い。 

・パートタイム労働者や家庭責任の

有無等に係る事項が間接差別とされ

た例はない。 

 

【間接差別として処理される事案】 

・男女の生物的な相違に関する基準

（例：身長、体重要件を課すこと、

体力テストによる選考等） 

・過去の教育上の差別等が原因で、

【間接差別として処理される事案】 

・パートタイム労働者とフルタイム労働

者とで異なる処遇等 

 

（参考裁判例） 

・被告会社の年金制度が、パート労働者

は、合計 20 年のうち 15 年以上フルタ

イムで勤務した場合のみ年金を受給で

きることとしていることについて、受給

できなかった原告が、家族や子供の面倒

を見るためには女性は男性よりもパー

ト労働に従事することが多いため、女性

を不利益な立場に置くものとし、訴えた

事案につき、欧州司法裁判所は、パート

労働者が年金から除外されることが性 

【取り扱う事案の特徴】 

・シングルマザーやパートタイム労

働者など社会的な問題や家庭責任

等に関わる事案が多い。 

 

【間接差別として処理される事案】 

・男女の生物的な相違に関する基準

（例：身長、体重要件を課すこと、

体力テストによる選考） 

・社会問題や女性に家庭責任がある

ことを前提として、シングルマザー

にとって満たしにくい基準やパー

トタイム労働者とフルイム労働者

とで異なる基準等 

 

【取り扱う事案の特徴】 

・パートタイム労働者に関する

事案がほとんどである。 

・通常の賃金以外の、企業年金

や休暇等の付加的給付の支給

要件に関する事案が多い。 

 

（参考裁判例） 

・昇格要件である６年の適性観

察期間（勤続年数）の計算につ

き週労働時間が通常の４分の

３以上の労働者を１，半分以上

の者を 0.5 として計算する協約

規定に基づき、週 20 時間労働

の大学事務職員の昇格請求を
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範

囲

等 

あるグループにおいて満たしにくい

基準（例：一般知能テスト、学歴、

経験要件、教育要件、主観的選考決

定等） 

 

（参考裁判例） 

・使用者が、発電所の作業員の資格

要件として、高卒以上の学歴と一般

的知能・理解力テストへの合格を要

求したケースにつき、連邦最高裁判

所は、いずれの要件も(1)過去の教育

上の差別のために黒人に対して差別

的な効果をもたらし、かつ、(2)職務

の十分な遂行との明白な関係がな

く、業務上の必要性や職務関連性が

認められないという事実を指摘した

上で、使用者に差別意思がなかった

としても第７編違反が成立するとし

た。この判決は、第７編の目的が、

明らかな差別の禁止にとどまらず、

雇用からマイノリティを差別的に排

除する効果を持つ「人為的、恣意的

かつ不必要な障壁」の除去も含むこ

とを強調している。（グリッグス事

件 連邦最高裁 1971 年） 

・刑務所の看守について、体重 120

ポンド以上、身長 5 フィート 2 イン

チ以上という要件が女性に対して差

別的な効果を有し、職務関連性が認

められないので、違法と判断された。

（ ド サ ー ド 事 件  連 邦 最 高 裁 

に基づくいかなる差別にも関連しない

客観的に正当化される事由に基づいて

いることを企業が証明しない限り、条約

119 条に抵触するとした。その際、会社

側に差別の意図は必要ではない。（ビル

カ事件（独）欧州司法裁判所 1986 年） 

・税アドバイザー資格試験の免除を受け

られる勤務期間が、フルタイムとパート

タイムとで異なることとするのは、ブレ

ーメンの税事務所で勤務する 119 名の

パートタイムのうち 110 名が女性であ

ることから、間接差別として訴えた事案

につき、欧州司法裁判所は、本件は実際

に女性に性差別的効果を与えており、原

則として指令違反であり、性に基づく差

別と関係のない要因によって正当化で

きる場合に限り、結論が異なるとした。

（コーディング事件（独）欧州司法裁判

所 1997 年） 

・整理解雇されたパート労働者の原告が

整理解雇をする場合に使用者が社会的

基準に基づき選択しなければならない

労働者のカテゴリーからパート労働者

を除外することは指令に違反するとし

て訴えた事案につき、欧州司法裁判所

は、76 指令は、パート労働者がフルタ

イム労働者と比較し得ないという一般

的な根拠に基づいて進行する国内ルー

ルも、その対象とするとした。（カッヒ

ェルマン事件（独）欧州司法裁判所 

2000 年） 

（参考裁判例） 

・剰員解雇の際、フルタイム労働者

には先任権ルールを適用する一方、

パート労働者を先に解雇するとい

う労働協約について、労働審判所及

び雇用上訴審判所はフルタイム労

働を先任権基準とすることは、性差

別禁止法に規定する間接差別を構

成するとし、更に、先任権基準が必

要ということと、パートタイムの優

先解雇は異なるものであり、非常に

差別的であり、正当性は認められな

いとした。（クラーク事件 雇用上

訴審判所 1982 年） 

・子供を産んだ未婚の女性がパート

勤務を申し出たが、受け入れられ

ず、フルタイム勤務を要求されるこ

とは間接差別として訴えた事案に

つき、裁判所は、現代社会における

女性の役割の変化にも拘わらず、男

性よりも女性は育児が大きな負担

となっているのは事実とし、使用者

はフルタイムで働くという要求が

正当化されるということを示して

いないとして、間接差別が認められ

た。（ホルムズ事件 雇用上訴審判

所 1984 年）  

認めなかった事案において、右

協約規定により適性観察期間

（勤続年数）が２倍とされるパ

ートタイム労働者における女

性の比率が 90％を超えること、

また、右不平等取扱いを正当化

する理由がないことで、間接差

別に当たるとされた例（ニンツ

事件 連邦労働裁判所 1992

年）  
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1977 年） 

・銀行に雇用されている黒人女性の

原告は応募した４つのポストのいず

れにも採用されなかった。当該銀行

は、応募者を評価するための確立し

た基準を有しておらず、監督者の主

観的判断に委ねており、原告を拒否

した監督者は全て白人であった。地

裁、控訴審は、原告の訴えを棄却し

たが、連邦最高裁は、差別的効果理

論は客観的基準による選考のもたら

す差別的効果のみならず、主観的基

準による選考のもたらす差別的効果

にも適用されると判示し、差し戻し

た。（ワトソン事件 連邦最高裁 

1988 年） 

 

【間接差別として処理されない事

案】 

・真正な先任権制度によって生じた

雇用条件の差異は、それが差別的意

図の結果でない限り、違法とはなら

ない。（公民権法第７編 703 条（h）） 

・性別を理由とする報酬における差

別は原則として違法だが、性による

賃金格差が同一賃金法（EPA）の規

定により是認されている場合は、第

７編違反に該当しない。 

 ※ EPA６条 同一事業所内の同

一労働について性別による賃

金差別を行ってはならない。た
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だし、その賃金格差が(1)先任権

制度(2)能力成績による任用制

度(3)生産の量や質による出来

高払い制度(4)その他の性別以

外の要素に基づく差異、に基づ

く差異である場合には違法で

はない。） 

 

（参考裁判例） 

・大学の看護学部（大多数が女性）

の教員が、賃金が職務の価値が匹敵

する大多数を男性が占める学部の教

員の賃金より低く、各学部の職務の

市場価値に基づいて賃金を設定する

という表面上中立的な大学の方針、

行為が差別的効果を有し違法である

と訴えたが、第７編が具体化する連

邦政策は機会の平等であり、結果の

平等ではなく、市場価格は本来的に

職務に関連するものであり、原告の

主張を認めることは、使用者に独立

した経営判断ではない賃金格差の責

任を課すことになると判示した。（ス

ポルディング事件 連邦第９巡回裁

判所 1984 年） 

一

方

の

性

に

対

・「5 分の 4 ルール」による認定。 

（EEOC 等） 

（一定の選考手続き等における、あ

るグループ（人種・性等）の成功率

が最も成功率の高いグループの 5 分

の 4 を下回る場合は、その選考手続

・具体的な判断は各国の裁判所が行う。 

（定まった判断基準はない。） 

 

（参考裁判例） 

・雇用権利法において不公正解雇の申立

をなし得る要件が勤続２年以上とされ

・具体的な判断は雇用（労働）審判

所が行う。 

・差別的効果の有無について定まっ

た判断基準はなく、実際事件が起こ

って審判所が判断を下すまで結果

を予測することが困難な傾向があ

・具体的な判断は労働裁判所が

行う。 

・当該措置の対象となる全ての

者において、不利益を受けるグ

ループにおける一方の性の比

率が、不利益を受けないグルー
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す

る

不

利

益

の

有

無

の

判

断

基

準 

き等は、一般的に差別的効果がある

と判断される。ただし、統計的有為

性の有無等によって、例外はある。） 

 

（参考裁判例） 

・見習いから正式な自主消防士にな

るための身体敏捷性テスト（PAT）

のテストの１つについて、６人の女

性見習い消防士は４人しか合格しな

かったが、24 人の男性見習い消防士

は全員合格した。連邦巡回裁判所は、

PAT を課すことは、女性の合格率が

男性の８割を下回ることから、女性

に対する差別的効果を有しているこ

とを認めた。また、テストの職務関

連性についても証拠がないとし、被

告に対し、同テストへの不合格を理

由に解雇した原告を見習いとして再

雇用し、原告を正式な消防士とする

前提として差別のないテストの再開

発を命じた。（ファーミングビル事

件 連邦第２巡回裁判所 1999 年） 

ていることは男性に比べこれを満たす

女性が少なく、間接差別であるとして訴

えた事案につき、欧州司法裁判所は、こ

の要件は男性 77.4％、女性 68.9％が満

たしており、一見して女性が男性に比べ

て相当程度少ないということを示して

いるようには見えない。国内裁判所は、

男性よりも圧倒的に少数の女性しかそ

の措置により課される要件を充足でき

ないことを入手可能な統計が示してい

るかを実証しなければならず、もしそう

であれば、その措置が性別に基づく差別

に関連しない客観的な要素により正当

化されない限り、間接差別と判示した。 

（シーモア・スミス事件（英）1999 年） 

る。 

 

※2001 年改正により、「要件や条

件」は「規定、基準又は慣行」に改

正された。 

 

（参考裁判例） 

・パート教員である原告が剰員解雇

された際、年金制度が 50 歳から 60

歳で５年以上勤続しており剰員等

により退職した教員に対して、常用

の雇用契約における労働時間に比

例して付加的な勤続年数が加算さ

れる仕組みになっていることは、女

性に対する間接差別として訴えた

事案につき、労働審判所は、フルタ

イムの 50 歳以上の女性教師の割合

（89.5％）はフルタイムで 50 歳以

上の男性教師の割合（97％）より相

当程度小さいとはいえないとした。

雇用上訴審判所も何が相当程度小

さいといえるか否かは労働審判所

の決定する事柄とし、労働審判所の

判断を支持した。（ブラック事件 

雇用上訴審判所 1994 年） 

・地下鉄運転手として働くシングル

マザーの原告が、会社が新たに導入

した交替制勤務の下では、シフト交

換の継続が図れず退職した後、間接

差別として訴えた事案につき、労働

審判所は、2023 人の男性運転手は

プないしは全対象者における

その性の比率より「はるかに」

高い場合。 
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全員が適応できた（100％）が、21

人の女性運転手のうち適応できな

いのは原告のみであり、交替条件を

充足できる女性は 95.2％である、男

性運転手の数と女性運転手の数を

考慮し、さらに女性の方が男性より

１人親となって育児する可能性が

高いことを考慮すると、この交替制

は女性にとって満たしにくい要件

であるとした。控訴院も労働審判所

が要件が差別的か否かを判断する

としてその判断を支持した。（ロン

ドン・アンダー・グラウンド事件 

控訴院 1998 年） 

使

用

者

の

抗

弁 

・当該行為が、職務と関連性があり、

かつ業務上の必要性に合致している

こと。（法 703 条(k)(1)） 

・使用者が専門家によって開発され

た能力テストに依拠した場合は、違

法な差別を意図したものでない限

り、間接差別とはならない（法 703

条（h））。ただし、採用や昇進の選

考方法として用いられるテストにつ

いては、テストの結果と当該職務の

遂行能力との間に高度の関連性が存

在することの「妥当性検定」が求め

られる。 

 

（参考裁判例） 

・鉄道警察隊の体力レベルをあげる

ために課した採用試験の条件の１つ

・当該規定、基準又は慣行が、正当な目

的によって客観的に正当化され、その目

的を実現する手段が適切かつ必要であ

る場合。（指令２条２） 

・具体的な判断は各国の裁判所が行うべ

き。 

 

（参考裁判例） 

・昇格要件である６年の適性観察期間

（勤続年数）の計算につき、週労働時間

が通常の４分の３以上の労働者を１，半

分以下の者を 0.5 として計算する協約

規定に基づき、週 20 時間労働の大学事

務職員の昇格請求を認めなかったこと

は、右協約規定により適性観察期間（勤

続年数）が２倍とされるパートタイム労

働者における女性の比率が 90％を超え

・当該規定、基準又は慣行が性別に

関係なく正当であること。（法１条

１(2)(b)） 

・具体的な判断は雇用（労働）審判

所が行う。 

・要件や条件を課す使用者の必要性

と、その要件や条件の差別的効果の

間のバランスで判断するという考

えでなされるため、実際に事件が起

こって審判所が判断を下すまで結

果を予測することが困難な傾向が

ある。 

 

（参考裁判例） 

・パートの先順位解雇は既婚女性に

とっては、子育てをしなければなら

ないため、フルタイムで働ける未婚

・異なる取扱いが性別によらな

い合理的な理由に基づくもの

であること又は性別が遂行さ

れる職務の不可避の前提をな

すものであること。（法 611 条

a 第１項） 
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について、男性応募者は 69％が合格

したのに対し、女性応募者は 12％し

かテストに合格しなかったため、テ

ストに落ちた女性が訴えた。被告側

はこの条件が女性に対する差別的効

果を有することを認めていたため、

この条件が業務上の必要性の有無が

争点となった。裁判所は、差別的効

果であるとの主張に反論するために

は、差別的な足切り点は職務の良好

な遂行に必要な最低限の資格を測定

するものでなければならないとし、

当該条件が、そのようなものであっ

たと被告側が立証し得たか否かを検

討するため、地裁に差し戻すことと

した。（ラニング事件 連邦第３巡

回裁判所 1999 年） 

ることから間接差別であるとして訴え

た事案につき、欧州司法裁判所は、パー

ト男性の比率がパート女性の比率より

遙かに少ない場合には、使用者が客観的

な要因によって協約上の規定を正当化

できない限り、条約 119 条に違反する

としつつも、事実を評価し、問題となっ

ている労働協約の規定が性と無関係な

客観的に正当化できる要因に基づくも

のであるか否かをあらゆる状況に照ら

して決めるのは国内裁判所であるとし

た。（ニンツ事件（独） 欧州司法裁判

所 1991 年） 

・税アドバイザー資格試験の免除を受け

られる勤務期間が、フルタイムとパート

タイムとで異なることとするのは、ブレ

ーメンの税事務所で勤務する 119 名の

パートタイムのうち 110 名が女性であ

ることから、間接差別として訴えた事案

につき、欧州司法裁判所は、本件は実際

に女性に性差別的効果を与えており、原

則として指令違反であり、性に基づく差

別と関係のない要因によって正当化で

きる場合に限り、結論が異なる。あらゆ

る状況に照らして、性に関係なく適用さ

れるものの実際に男性に比べ女性に影

響を与える法律の規定が、性に基づくい

かなる差別とも関係のない客観的な理

由により正当化されるのかどうかを決

定するのは、事実を評価し国内法を解釈

する司法権限を有している国内裁判所

の女性や男性と比べて不利である

ため、女性又は既婚であることを理

由とした差別として訴えた事案に

つき、労働審判所は比較のための適

切なプールは、フルタイム勤務と両

立できないような小さい子のいる

家庭であるとし、フルタイム要件

は、一般的に女性又は既婚女性でこ

れを充足できる者の割合は相当程

度少ないのは自明の理とする原告

の主張を却下した。雇用上訴審判所

も幼い子供を持つ未婚の女性より

も既婚の女性の方が育児責任を担

っているとは仮定できないとした。

さらに、労働審判所はたとえ剰員選

定手続きが間接差別効果を有する

場合であっても、特定の状況におい

ては正当化されうると判断する権

利があり、コストや効率の上で付随

的な利点があるため、パートタイム

を先順位で解雇することに正当性

があると判断することも許される

とした。（キッド事件 雇用上訴審

判所 1985 年） 

・子供を産んだ女性が、パートタイ

ム勤務を申し出たところ、ジョブシ

ェアをする者が見つからないこと

等から拒否されたため間接差別と

して訴えた事案につき、労働審判所

は使用者側がパートタイム勤務で

きるように様々な手段を講じたこ
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であるとした。（コーディング事件（独）

欧州司法裁判所 1997 年） 

と等を考慮し、正当性を認め、原告

の訴えを却下し、雇用上訴審判所も

これを認めた。（ブレン事件 雇用

上訴審判所 1997 年） 

・地下鉄運転手として働くシングル

マザーの原告が会社が新たに導入

した交替制勤務の下ではシフト交

換の継続が図れず退職した後間接

差別として訴えた事案につき、労働

審判所は証拠に基づき正当性なし

との結論に至る権限を有する、会社

の経費節約、効率性の必要性と１人

親で子供の世話をしている者への

差別的効果を考慮すべきところ、会

社は便宜を図ることはできたはず

として正当性は認められないとし

て雇用上訴審判所は労働審判所の

判断を支持、控訴院もこれを認め

た。（ロンドン・アンダー・グラウ

ンド事件 控訴院 1998 年） 

※フランスの状況：労働法典 122 条-45 で「いかなる人も、採用手続きまたは実習あるいは企業内での教育訓練機関への機会から排除されて

はならず、いかなる労働者も、特に賃金、教育訓練、再就職訓練、配属、資格、分類、昇進、人事異動、契約更新の問題について、（中略）、

性（中略）、を理由に、懲戒、解雇または直接・間接を問わず差別的処置の対象とされてはならない。」と規定。しかし、フランス政府に

対する調査結果によれば、間接差別の概念は、欧州司法裁判所からきているもので、フランス国内で、間接差別が争われた裁判例はほとん

どないため、まだ明確な概念とはなっていない。また、パートタイム労働者とフルタイム労働者の間の均等問題については、労働法典にお

いて、両者の間における賃金の平等について規定されているため、間接差別の問題として争われることを想定するのは難しいとのこと。 （労

働法典 122 条-45 の 2001 年改正の際、「直接・間接を問わず」という文言が追加された。） 
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諸外国におけるポジティブ・アクション（Ｐ・Ａ）に係る規定等（概要） 

  アメリカ EU イギリス フランス ドイツ スウェーデン 日本 

ポジティ
ブ・アク
ション 
（P・A）
を 
許容する 
根拠規定 
等 

○法令に明文の規
定なし。 
※裁判所について
は公民権法 706 条
(g)に基づき、差別に
対する救済措置と
してアファーマテ
ィブ・アクション
（A・A）を命ずる
ことができる。 
 
○連邦最高裁は公
民権法第７編の趣
旨に合致すること
を認め、一定の範囲
内で許容。 
○EEOC ガイドラ
インに規定 
・A・A の実施が適
切な場合として、(1)
不利な影響を生じ
させている慣行の
存在、(2)過去の差別
的慣行の影響の存
続、(3)過去の排除を
原因とする登用可
能な層の不足 
・A・A の手順とし
て、(1)合理的な自己
分析と、(2)これに基
づく合理的な根拠

○欧州共同体設
立条約 
 職業生活の慣
行における男女
の完全な均等待
遇を確保するた
めに、均等待遇原
則は、加盟国が、
より少数の性に
属する者が職業
活動を追求する
ことを容易にし、
または職業経歴
における不利益
を防止しもしく
は保障するため
に、特別の便宜を
提供する措置を
維持しまたは採
用することを妨
げるものではな
い。（条約 141
条 4 項）（1997
年） 
 
○男女均等待遇
指令 
 加盟諸国は、実
際に男女の完全
な均等待遇を目
的として、欧州共

○性差別禁止法 
 限定的に、過去
12 ヶ月間に、グレ
ート・ブリテンに
おいて当該性の者
でその仕事を行う
者が全くいないか
比較的少数の場合
において、女性ま
たは男性にのみ、
(1) そ の 職 務 に 適
合するのに役立つ
訓練施設の利用を
認めること、(2)職
務を行う機会の利
用を奨励すること
等の場合のみ、許
容される。（法 47
条他） 

○労働法典 
・法 123 条-1,123
条-2 の規定は、男女
の機会、とくに女性
の機会に影響する
事実上の不平等を
是正して平等を確
立するために、女性
に対してのみとら
れる暫定的措置の
実施を妨げるもの
ではない。（法 123
条-3）（1983 年） 

○民間部門を対象
とした明文の規定
なし。 
 
○公務部門を対象
としたものとして、
「連邦行政機関及
び連邦裁判所にお
ける女性の雇用促
進並びに家庭と職
業の両立のための
法律」（1994 年） 
 女性はこの法律
の基準に基づき、適
正、能力および専門
の仕事についての
優位を考慮して、雇
用を促進される。
個々の部門で雇用
されている女性が
男性よりも少数で
ある限り、決められ
た基準目標に即し
て女性の割合を高
めることも雇用促
進の目的である。男
性並びに女性のた
めの家庭と職業の
両立も同様に促進
すべきものである。
（法 2 条） 

○機会均等法 
・P.A に対しては差
別禁止を適用しな
い（法 15 条 2 項）
（2000 年） 
・使用者はその活動
の枠内で、職業生活
における男女平等
を促進するために、
目標に向けた努力
を行う（法 3 条）
（1991 年） 
・使用者は教育訓
練・能力開発その他
適切な措置により、
各職種における男
女比および異なる
職種間の男女比を
均等にするよう努
力する（法 7 条）
（1991 年） 
・使用者は、求人に
際して男女両者が
応募できるように
努力するものとす
る。（法 8 条）(1991
年） 
・使用者は、ある特
定の職種あるいは
あるカテゴリーの
労働者の中で性の

○男女雇用機会均
等法 
 事業主が、雇用
の分野における男
女の均等な機会及
び待遇の確保の支
障となっている事
情を改善すること
を目的として女性
労働者に関して行
う措置を講ずるこ
とを妨げない。（9
条）（1997 年） 
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に基づく計画の下
での合理的な行動、
(3)さらにそれが文
書化されているこ
とが必要。 

同 体 設 立 条 約
141 条(4)の意味
する範囲内の施
策を維持または
採用することが
できる。（指令 2
条 8 項）（2002
年） 
※2002 年改正前
の 2 条 4 項 
「・・女性の機会
に影響を及ぼす
既存の不平等を
排除することに
より、男女の機会
均等を促進する
措置を妨げるも
のではない・・」 

偏りがある場合に
は、少ない性の応募
者を採用するよう
努力する。（法 9 条）
(1991 年） 

ポジティ
ブ・アク
シ ョ ン
（P・A）
施策 

【政府の活動】 
○ 大 統 領 命 令
11246,11375 号 
 50 人以上の労働
者を雇用する年５
万ドル以上の政府
契約を締結する事
業主等は、マイノリ
ティや女性の活用
状況に関する統計
的分析と計画の実
施方法を盛り込ん
だ計画を毎年作成
し、実行しなければ
ならない。 
 

○第１次アクシ
ョンプログラム
（1981 年-1985
年） 
（国家レベルの
法的枠組みによ
って P・A を展開
する方針の提起） 
 
○女性のための
P・A 促進に関す
る理事会勧告の
採択（1984 年） 
（女性が少ない
分野での P・A の
実施等） 

【政府の活動】 
パンフレット等を
作成して、周知。 
 
【 民 間 団 体 の 活
動】 
○ オ ポ チ ュ ニ テ
ィ・ナウの活動 
 女性が働きやす
い環境を創造する
企業参加型のキャ
ンペーン活動から
生まれた、公共団
体、民間企業、高
等教育機関により
構成されている会

【政府の活動】 
○「労働法典」 
・毎年企業委員会等
への「男女の雇用及
び職業訓練の一般
条件の比較状況」報
告書の提出を義務
づ け （ 法 432 条
-3-1）（1983 年） 
・企業内の義務的年
次交渉において、男
女間の職業上の平
等等をとりあげる
ことについて義務
づけ。（法 132 条
-27）(2001 年） 

【政府の活動】 
○「連邦行政機関及
び連邦裁判所にお
ける女性の雇用促
進並びに家庭と職
業の両立のための
法律」 
・３年毎に女性雇用
促進計画の作成・公
表。（法 4 条） 
・統計資料の報告、
提出(法 5 条） 
・女性の雇用促進義
務（法 7 条） 
・女性問題委員の任
命（法 15 条） 

【政府の活動】 
○「機会均等法」 
・10 人以上の被用
者を雇用する使用
者は、毎年平等に関
する職場計画（労働
条件、採用等に関す
る措置の概要を示
した上、そのうち当
該年に開始するか、
次年に実行するこ
とを計画している
措置を示す。また、
同一賃金に関する
行動計画の総括的
な報告も含む。）を

【政府の活動】 
○P・A を講じよ
うとする事業主に
対する相談援助。 
 
○女性の活躍推進
協議会の開催。 
 
○パンフレット等
による周知・啓発。 
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○OFCCP 規則 
（41CFR60-1.7） 
 上記の事業主に
加え、100 人以上の
労働者を雇用する
事業主は、毎年、労
働力構成の報告書
を OFCCP 及 び
EEOC に提出しな
ければならない。 
○EEOC において、
ベスト・プラクティ
スの報告書の作成
（1998 年第２版） 
・普及 
○グラスシーリン
グ委員会提言 
（1995 年） 
○717 条に基づく
連邦公務員のアフ
ァーマティブ・アク
ション実施。 
 
【民間団体の活動】 
○カタリストの活
動 
 会員数 284 のＮ
Ｐ Ｏ （ 1962 年 設
立）。女性がビジネ
ス・職業において能
力を最大限に発揮
できるようにする
こと、企業が女性の
才能を十分に活用

 
○P・A のガイド
の策定（1988 年） 
 
○第２次アクシ
ョンプログラム
（1986 年-1990
年） 
（P・A を通した
総合的な特別措
置の採用を指摘。
特に公共が模範
となるべきこと、
女性の意思決定
への参画促進等
を提言。） 
 
○第３次アクシ
ョンプログラム
（1991 年-1995
年） 
（「女性のための
均等」を「男女の
ための均等」と位
置づけを正す。） 
 
○第４次アクシ
ョンプログラム
（1996 年-2000
年） 
 
○第５次アクシ
ョンプログラム
（2001 年-2005

員数 364 の団体。
1991 年に活動が
開始された。リサ
ーチ、ベンチマー
キング、表彰、ベ
ストプラクティス
の認識と会員への
情報提供を行って
いる。 

・報告書に基づき、
労使の協議により
男女職業平等計画
を策定することが
想定されており（法
123 条-4）模範的な
男女職業平等計画
等に対して財政援
助を行う。 
（規則 123 条-6）
(1983 年） 
・労働協約におい
て、３年に１度男女
間の職業上の平等
を確保するための
措置及び確認され
た不平等を改善す
るための是正措置
について交渉する
旨規定。（法 132
条-12）(2001 年） 
 
【民間団体の活動】 
○労働組合の活動 
 職業における平
等ガイドの配布。 

 
○ＥＵの方針に沿
い、偏見除去等意識
の改革に向けた周
知。 
 
【民間団体の活動】 
○Ｅ－クオリティ
ー・マネジメントの
活動 
 1996 年に協会設
立。企業の自主的な
機会均等政策を促
進することを目的
として、機会均等政
策において優れた
企業に「トータル・
イー・クオリティ」
の称号を与える運
動。有力企業、労使
団体、省庁が参加し
て発足。 

策定しなければな
らない。（法 13 条
１項、2 項、4 項） 
・次年の計画におい
ては、法 13 条１項
により計画した措
置の実施状況につ
いて報告するもの
とする。（法 13 条
3 項） 
・機会均等オンブズ
マンは、計画を精査
する。P.A 等の規定
を使用者が遵守す
るよう指導・監督調
査を行う（法 30-33
条）違反した使用者
に対しては、機会均
等委員会が罰金を
課すことができる。
（35 条） 
 
【民間団体の活動】 
○経営者団体「スウ
ェーデン産業」およ
びこれに加盟する
産業別組織の活動 
 機会均等計画作
成、実施についての
セミナーを行うな
どの啓発。 
 
○労働組合の活動 
 雇用主が機会均
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できるようにする
ことを目的として、
出版、調査研究、助
言制度、企業役員会
への援助、カタリス
ト賞の授与などの
活動を実施。 

年） 等計画を作成する
際に労働組合も状
況分析などを行っ
て関与。 

特記すべ
き施策 

○家族・医療休暇法
（1993 年）（育児
休暇、介護休暇、病
気休暇、出産休暇の
付与の義務づけ。） 

○欧州産業経営
者連盟(UNICE)、
欧州公共企業体
センター(CEEP)、
欧 州 労 連
（ETUC）により
締結された育児
休業に関する枠
組み労働協約に
関する 1996 年
６月３日の指令
96/34/EC（働く
親の親としての
責任と職業的責
任の両立を容易
にするために考
案された最低要
件を規定。） 

○長期の出産休暇
制度（育児休暇制
度はなし）。2003
年から父親の出産
休 暇 が 新 た に 施
行。 

○労働法典におい
て、育児休業、看護
休暇、付添親休暇、
終末介護休業が認
められている。休暇
中の賃金の補填と
して、社会保障法典
により、手当制度が
定められている。 

○育児休業制度の
改革（2000 年）（子
が満 3 歳になるま
での「親時間」の取
得、２歳になるまで
の育児手当の受給、
親時間中のパート
タイム労働の許容、
親時間中の解雇の
禁止等。） 

○育児休暇（親保
険）（子供が満８歳
になるか基礎学校
第１学年を終了す
るまでに、所得保障
付きで合計 480 日
間取得可能。さら
に、臨時親保険もあ
り。） 
○労働時間の短縮
（８歳以下、基礎学
年第１学年終了ま
での子供がいる場
合は、労働時間を４
分の３に短縮可。） 

○育児・介護休業
法（育児休業・介
護休業等の義務づ
け。）（育休：1991
年 、 介 休 ： 1995
年） 
○両立支援策に係
る雇用改善のため
の事業主に対する
助成金の支給。 

雇用者総
数に占め
る女性の
割合 

47.2％ 
 
出典※(1) 

  49.4％ 
 
出典※(1) 

46.0％ 
 
出典※(1) 

44.9％ 
 
出典※(1) 

50.3％ 
 
出典※(1) 

40.5％ 
 
出典※(2) 

女性の管
理職割合 

民間： 45.5％ 
公務： 51.4％ 
全体： 45.9％ 
 

  民間： 28.0％ 
公務： 40.0％ 
全体： 32.3％ 
 

民間： 31.7％ 
公務： 30.0％ 
全体： 34.4％ 
 

民間： 19.8％ 
公務： 28.9％ 
全体： 26.9％ 
 

民間： 16.5％ 
公務： 51.5％ 
全体： 31.5％ 
 

民間： 11.3％ 
公務： 5.5％ 
全体： 10.9％ 
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出典※(3)  出典※(4)  出典※(6) 出典※(5) 出典※(7) 出典※(8) 

男女賃金
格差)（男
性 ＝
100） 

76.0％ 
 
出典※(9) 

  80.6％ 
 
出典※(5) 

79.8％ 
 
出典※(5) 

74.2％ 
 
出典※(5) 

82％ 
 
出典※(10) 

66.5％ 
 
出典※(11) 

平均勤続
年数 

男性：7.9 年 
女性：6.8 年 
出典※(12) 

  男性：8.9 年 
女性：6.7 年 
出典※(12) 

男性：11.0 年 
女性：10.3 年 
出典※(12) 

男性：10.6 年 
女性：8.5 年 
出典※(12) 

男性：10.7 年 
女性：10.4 年 
出典※(12) 

男性：13.5 年 
女性：8.8 年 
出典※(11) 

※（出典） 

(1)ILO Year book of Labour Statistics 2001／(2)労働力調査（平成 14 年）／(3)Employment ＆ Earnings 2002／(4)Woman＆Equality 

Unit(2001)、Office for National Statistics(2003)／(5)ILO Year book of Labour Statistics 2000／(6)ILO Year book of Labour Statistics 2000、

フランスキリスト教労働者同盟 CFTC（1999）／(7)ILO Year book of Labour Statistics 2000、Women and Men in Sweden(1998)／(8)2000

年国勢調査／(9)Employment ＆ Earnings 2001／(10)Wage/salary statistics,Statistics Sweden(1998)／(11)賃金構造基本統計調査（平成 14

年）／(12)OECD Employment Outlook ,1997 
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諸外国における女性管理職割合及びその推移 

 

１ 諸外国における女性管理職割合  

（％） 

Ａ Ｂ   
  

民間 公務 民間＋公務 
民間部門における主なポジティブ・アクション
の取組（類型） 

アメリカ 45.5 
 

51.4  45.9 
・ 政府契約締結事業主に計画作成義務付け 

・ 自主的な取組  

イギリス 28 40 32.3 ・ 自主的な取組  

フランス 31.7  30 34.4 
・ 事業主に雇用状況報告の作成義務付け 

・ 国による財政支援  

ドイツ 19.8 28.9  26.9 ・ 自主的な取組  

スウェーデン 16.5  51.5 31.5 ・ 事業主に計画作成の義務付け  

日本 11.3 5.5 10.9 ・ 自主的な取組   
 

※小数点以下第２位四捨五入 

 （注１）   何らかの法的義務が課されている 

    連邦政府と一定規模以上の契約を締結する企業等に対し義務付けられている 

   

 （注２）管理職の定義は国により異なる 

 

 （資料出所）各国のデータの年は（ ）内に示すとおり 

 アメリカ  U.S. Bureau of Labor Statistics “Employment & Earnings”(2002) 

Ａ： Women & Equality Unit (2001)  イギリス 

Ｂ： Office for National Statistics (2003) 

Ａ： ILO (2000)  フランス 

Ｂ： フランスキリスト教労働者同盟 CFTC (1999) 

 ドイツ  ILO (2000) 

Ａ： Women and Men in Sweden (1998)  スウェーデン 

Ｂ： ILO (2000) 

 日本  総務省「2000 年国勢調査」 
 

 



－94－ 

【アメリカにおける女性管理職割合の推移】  

 

（資料出所）U.S. Bureau of Labor Statistics "Employment & Earnings" 

 

 

（資料出所）U.S. Bureau of Labor Statistics "Employment & Earnings" 

 

【アメリカにおけるアファーマティブ・アクション政策】 

（民間） ・大統領命令の性への適用(1967 年～) 

・ベスト・プラクティスの普及  

・カタリスト等の活動 

（公務） 平等な雇用機会の提供を促進する措置を講じることを義務づけ 

（連邦政府（1972 年～）） 
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【イギリスにおける女性管理職割合の推移】  

 
  

（資料出所）  1974～2000 Institute of Management and Remuneration Economics 

 2003 Office for National Statistics 

 

【イギリスにおけるポジティブ・アクション政策】  

 ・ パンフレット等を用いて政府が推進 

 ・ オポチュニティ・ナウ等の活動 

 

【オポチュニティ・ナウ加盟企業における女性の管理職割合の推移】  

  1994 年 1995 年 2001 年 

会員企業数 188 275 350 

女性役員 8% 16% 16% 

上級管理職 12% 17% 25% 

中級管理職 24% 28% 

下級管理職 39% 42% 
39% 

 
  

（資料出所）  1996 年度「グラス・シーリング解消のための国際交流事業」 

（2001 年数値：オポチュニティ・ナウ 2002 ベンチ・マーキング・レポート） 
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【フランスにおける女性管理職割合の推移】  

  

（資料出所） フランスキリスト教労働者同盟 CFTC 

 

【フランスにおけるポジティブ・アクション政策】  

 ・ 民間について、雇用状況報告の作成、提出等の義務付け及び国による財政支援の規定 

（1983 年～） 

 

【ドイツにおける女性管理職割合の推移】  

  

（資料出所） ILO Yearbook 2001 

 

【ドイツにおけるポジティブ・アクション政策】  

 ・ 民間については、ＥＵの方針に沿い周知 

 ・ 公務（連邦行政機関等）については女性雇用促進計画の作成・公表の義務化（1994 年

～） 
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【日本における女性管理職割合の推移】  

 

 

 
 

（資料出所） 総務省 国勢調査（抽出速報集計結果） 

 

【日本におけるポジティブ・アクション政策】 

（民間） ・法に基づくポジティブ・アクションを講じようとする事業主への相談・援助 

（1999 年～） 

・女性の活躍推進協議会の開催（2001 年～） 

（公務） ・「女性国家公務員の採用・登用拡大に関する指針」の策定 

（各府省ごとに女性職員 対象の研修の実施、合格者に占める女性割合に 

関する目標の設定等）（2001 年～） 
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【Ⅳ．付属資料出典一覧】 

 

（1）厚生労働省「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用委管理の改善のための措置に関す

る指針」（「改正パートタイム労働指針」、2003 年 10 月 1 日適用） 

 厚生労働省ホームページより転載 

 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-50-1.htm l 

 

（2）「男女雇用機会均等政策研究会報告書」 

厚生労働省 2004 年 6 月 22 日報道発表資料より転載 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/06/h0622-1.html 
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